
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

○

家

畜

検

査

の

実

施

畜

産

課

担

当

課

（

室

）

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

目

次

○

〃

〃

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

規

則

】

○

行

政

書

士

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

総

務

学

事

課

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

転

車

港

湾

課

則

の

処

分

○

岡

山

県

社

会

福

祉

士

及

び

介

護

福

祉

士

修

学

資

保

健

福

祉

課

○

都

市

計

画

下

水

道

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

都

市

計

画

課

【

公

告

】

金

貸

与

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

看

護

学

生

奨

学

資

金

貸

与

規

則

の

一

部

医

療

推

進

課

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

医

師

養

成

確

保

奨

学

資

金

貸

与

規

則

の

〃

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

【

告

示

】

○

屋

外

広

告

物

の

禁

止

地

域

、

許

可

地

域

及

び

許

都

市

計

画

課

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

可

地

域

の

種

別

の

指

定

の

一

部

改

正

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

【

監

査

委

員

】

（

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

ポ

リ

塩

化

ビ

フ

ェ

ニ

ル

廃

棄

物

処

理

計

循

環

型

社

会

推

進

課

○

岡

山

県

監

査

事

務

局

処

務

規

程

の

一

部

改

正

監

査

事

務

局

画

の

変

更

（

県

例

規

集

登

載

）

【

監

査

公

表

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

指

導

監

査

室

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

包

括

外

部

監

査

の

結

果

に

関

す

る

報

告

の

公

表

〃

の

更

新

○

令

和

元

年

度

包

括

外

部

監

査

の

結

果

に

基

づ

き

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

講

じ

た

措

置

の

公

表

の

辞

退

○

令

和

二

年

度

の

監

査

の

結

果

に

基

づ

き

講

じ

た

〃

岡

山

県

公

報

令和３年３月２６日 第１２２８０号



担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

措

置

の

状

況

の

公

表

○

財

政

的

援

助

団

体

等

に

係

る

令

和

二

年

度

の

監

〃

査

の

結

果

の

公

表【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

局

の

組

織

及

び

事

務

教

育

委

員

会

分

掌

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

職

員

の

職

の

設

置

に

関

す

〃

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

生

涯

学

習

セ

ン

タ

ー

の

組

織

及

び

事

務

〃

分

掌

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

総

合

教

育

セ

ン

タ

ー

規

則

の

一

部

を

改

〃

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

決

裁

規

程

の

一

部

改

〃

正

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

職

員

の

服

務

規

程

の

一

部

〃

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

公

立

大

学

法

人

岡

山

県

立

大

学

】

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

公

立

大

学

法

人

岡

山

県

立

大

学

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

令和３年３月２６日 第１２２８０号



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
一
号

行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
書
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
試
験
機
関
に
行
政
書
士
試
験
の
施
行
に

関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
二
号

岡
山
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

岡
山
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
規
則

平
成
五
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
二
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

（

）

」

、「

」

第
三
条
第
二
項
中

修
学
資
金
貸
与
申
請
書

様
式
第
一
号

に

を
削
り

提
出
し
な
け
れ
ば

を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
」
を
「
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「

修
学
資
金
の
額
の
申
告

」
に
改
め
、
同
条
中
「
修
学
資
金
借
用
証
書
（
様

（

）

式
第
二
号
）
を
」
を
削
り

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
告
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

、

第
十
条
第
二
項
中
「
を
記
載
し
た
修
学
資
金
返
還
明
細
書
（
様
式
第
三
号

」
を
削
り

「
提
出
し

）

、

」

「

」

、

「

」

「

」

な
け
れ
ば

を

報
告
し
な
け
れ
ば

に
改
め

同
条
第
三
項
中

前
項
の

を

前
項
に
規
定
す
る

に

「
修
学
資
金
返
還
明
細
書
を
提
出
し
な
い
」
を
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
な
い
」
に

「
返

、

、

還
期
日
」
を
「
返
還
に
係
る
期
日
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
修
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書
（
様
式
第
四
号
）
を
」
を
削
り

「
提
出
し
な

、

け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
修
学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）
を
」
を
削
り

「
提
出
し
な

、

け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
特
例
基
準
割
合
（
当
該
年
の
前
年
に
」
を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
（
平
均
貸
付

割
合
（
」
に

「
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
」
を
「
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
を
い
う

」

、

。
）

に

「
特
例
基
準
割
合
に
」
を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
」
に
改
め
る
。

、様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
三
号

岡
山
県
看
護
学
生
奨
学
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
看
護
学
生
奨
学
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
看
護
学
生
奨
学
資
金
貸
与
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
看
護
学
生
奨
学
資
金
貸
与
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
」
を
削
り

「
提
出
し

、

な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
看
護
学
生
奨
学
資
金
貸
与
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
」
を
「
申
請
を
受
理
し
た
」
に
改

め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
口
座
振
替
申
出
書
（
様
式
第
二
号
）
を
」
を
削
り

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を

、

「
申
し
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「

奨
学
資
金
の
額
の
申
告

」
に
改
め
、
同
条
中
「
看
護
学
生
奨
学
資
金
借

（

）

（

）

」

、「

」

「

」

。

用
証
書

様
式
第
三
号

を

を
削
り

提
出
し
な
け
れ
ば

を

申
告
し
な
け
れ
ば

に
改
め
る

第
八
条
第
二
項
中
「
を
記
載
し
た
看
護
学
生
奨
学
資
金
返
還
明
細
書
（
様
式
第
四
号

」
を
削
り
、

）

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
看
護
学
生
奨
学
資
金
返

還
明
細
書
を
提
出
し
な
い
」
を
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
な
い
」
に

「
返
還
開
始
期
日
」
を

、

「
返
還
に
係
る
期
日
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
看
護
学
生
奨
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）
を
」
を
削
り

「
提

、

出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
看
護
学
生
奨
学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
」
を
削
り

「
提

、

出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
特
例
基
準
割
合
（
当
該
年
の
前
年
に
」
を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
（
平
均
貸
付

割
合
（
」
に

「
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
」
を
「
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
を
い
う

」

、

。
）

に

「
特
例
基
準
割
合
に
」
を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
」
に
改
め
る
。

、様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
四
号

岡
山
県
医
師
養
成
確
保
奨
学
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
医
師
養
成
確
保
奨
学
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
医
師
養
成
確
保
奨
学
資
金
貸
与
規
則
（
平
成
二
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
奨
学
資
金
貸
与
申
請
書
を
」
を
削
り

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な

、

け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
奨
学
資
金
貸
与
申
請
書
」
を
「
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「

奨
学
資
金
の
額
の
申
告

」
に
改
め
、
同
条
中
「
奨
学
資
金
借
用
証
書
を
」

（

）

を
削
り

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
告
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

、

第
九
条
第
二
項
中
「
奨
学
資
金
返
還
明
細
書
」
を
「
そ
の
返
還
す
べ
き
期
間
、
金
額
そ
の
他
必
要
な

事
項
」
に

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
奨
学
資
金

、

返
還
明
細
書
を
提
出
し
な
い
」
を
「
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
な
い
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
奨
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書
を
」
を
削
り

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け

、

れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
奨
学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書
を
」
を
削
り

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申

、

請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
申
請
書
等
の
書
類
の
様
式
そ
の
他
」
を
「
も
の
の
ほ
か

」
に
改
め
る
。

、

附
則
第
二
項
中
「
特
例
基
準
割
合
（
当
該
年
の
前
年
に
」
を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
（
平
均
貸
付

割
合
（
」
に

「
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
」
を
「
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
を
い
う

」

、

。
）

に

「
特
例
基
準
割
合
に
」
を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
」
に
改
め
る
。

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
号

屋
外
広
告
物
の
禁
止
地
域
、
許
可
地
域
及
び
許
可
地
域
の
種
別
の
指
定
（
平
成
元
年
岡
山
県
告
示
第

四
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
三
号

中
「

」
の
下
に
「
国
道
二
号
玉
島
笠
岡
道
路

」
を

「
国
道
三
七
四
号
美
作
岡
山
道

）
、

、

、

(2)

路
」
の
下
に
「
、
県
道
岡
山
吉
井
線
」
を

「
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
（
」
の
下
に
「
国
道
二
号
玉
島
笠
岡

、

道
路

」
を
加
え
る
。

、
別
表
第
二
国
道
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

国
道
二
号
玉
島
笠

倉
敷
市
浅
口
市

浅
口
金
光
イ
ン

岡
道
路

境
（
浅
口
市
金

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

光

町

大

谷

地

（
浅
口
市
金
光

内
）

町
佐
方
地
内
）

別
表
第
二
国
道
三
七
四
号
美
作
岡
山
道
路
の
項
中
「
勝
央
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
勝
央
町
黒
土
地

内

」
を
「
中
国
縦
貫
自
動
車
道
と
の
交
差
点
（
美
作
市
上
相
地
内

」
に
改
め
、
同
表
県
道
岡
山
吉

）

）

井
線
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

県
道
岡
山
吉
井
線

県
道
御
津
佐
伯

国
道
四
八
四
号

線
と
の
交
差
点

と

の

交

差

点

（
赤
磐
市
西
軽

（
赤
磐
市
仁
堀

部
地
内
）

中
地
内
）

吉
井
イ
ン
タ
ー

佐
伯
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
（
赤

チ
ェ
ン
ジ
（
和

磐

市

稲

蒔

地

気

町

小

坂

地

内
）

内
）

別
表
第
二
県
道
佐
伯
長
船
線
の
項
中

熊
山
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

赤
磐
市
可
真
下
地
内

を

岡

「

（

）
」

「
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山
市
赤
磐
市
境
（
赤
磐
市
弥
上
地
内

」
に
改
め
る
。

）

別
表
第
三
中
「
又
は
鉄
道
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
一
号

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律

第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岡
山
県
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
計
画
（
平

成
二
十
年
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
令
和
三
年
三
月
十
七
日
付
け
で
変
更
し
た
の
で
、

岡
山
県
環
境
文
化
部
循
環
型
社
会
推
進
課
及
び
各
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
つ
む
ぎ

２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
小
林
二
一
五
番
地
一
（
ミ
カ
サ
オ
ー
デ
ィ
オ
２
階
）

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
ヘ
ル
フ
ェ
ン
岡
山

２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
小
林
二
六
二
番
地
七

三

指
定
年
月
日

令
和
三
年
四
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
八
○
○
五
一
○

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

医
療
法
人
福
嶋
医
院

浅
口
市
寄
島
町
三
〇
七
二

令
和
三
年
三
月
一
日

公
益
財
団
法
人
仁
和
会
も
も
の
里
病
院

笠
岡
市
園
井
二
二
六
三

令
和
三
年
三
月
一
日

久
安
薬
局

井
原
市
七
日
市
町
五
四
三

令
和
三
年
三
月
一
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

医
療
法
人
東
浩
会
石
川
病
院

津
山
市
川
崎
五
五
四

五

令
和
三
年
二
月
二
十
八
日

－

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
こ
だ
ま

津
山
市
川
崎
五
五
四

五

令
和
三
年
二
月
二
十
八
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
五
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

。

「

」

。
）

、

、

号

以
下

条
例

と
い
う

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は

そ
の
効
力
を
失
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

Ｎ

（
一

ア
ミ
ノ

三
・
三

ジ
メ
チ
ル

一

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン

二

イ
ル
）

一

ブ

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

チ
ル

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
Ａ
Ｄ
Ｂ

Ｂ
Ｕ
Ｔ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ

－
－

－
－

－

Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

一

［
一

（
三

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
ピ
ペ
リ
ジ
ン
（
通
称
名
三
Ｆ

－
－

－

Ｐ
Ｃ
Ｐ
、
三

Ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ

Ｐ
Ｃ
Ｐ
）
及
び
そ
の
塩
類

－
－

－

３

三

｛
二

［
エ
チ
ル
（
プ
ロ
ピ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
エ
チ
ル
｝

一
Ｈ

イ
ン
ド
ー
ル

四

イ

－
－

－
－

－
－

ル
＝
ア
セ
テ
ー
ト
（
通
称
名
四

Ａ
ｃ
Ｏ

Ｅ
Ｐ
Ｔ
）
及
び
そ
の
塩
類

－
－

－
－

－
－

－
－

－

４

エ
チ
ル
＝
（
Ｒ
）

二

（
四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

二

［

Ｒ
）

ピ
ペ
リ
ジ
ン

（

］

、

（

）

（

）

［
（

）

二

イ
ル

ア
セ
テ
ー
ト

エ
チ
ル
＝

Ｓ

二

四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル

二

Ｓ

－
－

－
－

－
－

ピ
ペ
リ
ジ
ン

二

イ
ル
］
ア
セ
テ
ー
ト
（
通
称
名
ｔ
ｈ
ｒ
ｅ
ｏ

四

Ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ
ｅ
ｔ

－
－

－
－

－

ｈ
ｙ
ｌ
ｐ
ｈ
ｅ
ｎ
ｉ
ｄ
ａ
ｔ
ｅ
）
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類

－
－

－
－

－
－

－

５

エ
チ
ル
＝
（
Ｒ
）

二

（
四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

二

［

Ｓ
）

ピ
ペ
リ
ジ
ン

（

］

、

（

）

（

）

［
（

）

二

イ
ル

ア
セ
テ
ー
ト

エ
チ
ル
＝

Ｓ

二

四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル

二

Ｒ

－
－

－
－

－
－

ピ
ペ
リ
ジ
ン

二

イ
ル
］
ア
セ
テ
ー
ト
（
通
称
名
ｅ
ｒ
ｙ
ｔ
ｈ
ｒ
ｏ

四

Ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ

－
－

－
－

－

ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｐ
ｈ
ｅ
ｎ
ｉ
ｄ
ａ
ｔ
ｅ
）
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類

二

指
定
の
失
効
の
理
由

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め

三

失
効
年
月
日

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
該
当
す
る
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と

を
命
ず
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

ヨ
ー
ネ
病
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と

い
う

）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
降
に

。

輸
入
し
た
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
、
令
和
三
年
四
月
一
日

以
降
に
導
入
し
た
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
及
び
過
去
三
年

以
内
に
ヨ
ー
ネ
病
が
発
生
し
た
農
場
の
牛
の
う
ち
、
対
象
と
な
る
家
畜
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
（
以
下
「
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
」
と
い
う

）
が
必
要
と
認
め
る
も
の

。

４

実
施
の
期
日

（

「

」

。
）

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

以
下

実
施
期
間

と
い
う

に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
ヨ
ー
ネ
病
の
項
方
法
の
欄
１
、
２
及
び
５
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法

二

ブ
ル
セ
ラ
症
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

省
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
保
健
衛
生
所
長
が
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必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
ブ
ル
セ
ラ
症
（
牛
の
場
合
）
の
項
方
法
の
欄
に
規
定
す
る
検
査

三

結
核
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
の
結
核
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

省
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
保
健
衛
生
所
長
が

必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
結
核
の
項
方
法
の
欄
に
規
定
す
る
検
査

四

腐
蛆
病
検
査

そ

１

実
施
の
目
的

蜜
蜂
の
腐
蛆
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

そ

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

蜜
蜂
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

肉
眼
検
査

五

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査

１

実
施
の
目
的
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伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

省
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
牛
の
死
体
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
め
ん
羊
又
は
山

羊
の
死
体
の
う
ち
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
項
方
法
の
欄
１
及
び
２
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法

六

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
及
び
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査

１

実
施
の
目
的

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
及
び
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
予
察
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

令
和
二
年
十
一
月
か
ら
令
和
三
年
四
月
ま
で
に
生
ま
れ
た
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

原
則
と
し
て
令
和
三
年
六
月
下
旬
、
八
月
中
旬
、
九
月
下
旬
及
び
十
一
月
中
旬

５

検
査
の
方
法

血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
）

七

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査

１

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上
（
だ
ち
ょ
う
の
場
合
は
、
十
羽
以
上
）
の
家
き
ん
飼
養
農
場
か
ら
管

(1)
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
無
作
為
に
飼
養
規
模
別
に
抽
出
し
た
農
場
の
家
き
ん
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そ
の
他
知
事
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
通
知
し
た
も
の

(2)
４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
、
血
清
学
的
検
査
及
び
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

八

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

遺
伝
子
検
査

九

豚
熱
検
査

１

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。

十

ア
フ
リ
カ
豚
熱
検
査

１

実
施
の
目
的
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ア
フ
リ
カ
豚
熱
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

津
山
柵
原
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
峰
山
裾
五
六
番
一
地

新

六
四
〇
・
〇

先
か
ら

一
九
・
〇
～

久
米
郡
美
咲
町
飯
岡
字
荒
見
谷
一
六
九
一
番
三

七
〇
・
〇

地
先
ま
で

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
峰
山
裾
五
六
番
一
地

旧

六
四
〇
・
〇

先
か
ら

一
五
・
〇
～

久
米
郡
美
咲
町
飯
岡
字
荒
見
谷
一
六
九
一
番
三

七
〇
・
〇

地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

若
代
方
谷
停
車
場
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域
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別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

一
三
六
・
八

真
庭
市
上
字
岩
鼻
二
四
三
八
番
一
地
先
か
ら

一
四
・
一
～

真
庭
市
上
字
岩
鼻
二
四
二
〇
番
一
地
先
ま
で

五
一
・
〇

旧

一
三
六
・
八

真
庭
市
上
字
岩
鼻
二
四
三
八
番
一
地
先
か
ら

一
四
・
一
～

真
庭
市
上
字
岩
鼻
二
四
二
〇
番
一
地
先
ま
で

二
五
・
一
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
し
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

芳
井
油
木
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

井
原
市
芳
井
町
吉
井
字
天
神
一
一
四
三
番
三
地

先
か
ら

新

一
一
三
二
・
三

井
原
市
芳
井
町
川
相
字
大
道
ノ
上
一
一
九
番
一

一
〇
・
五
～

地
先
を
経
て

九
四
・
一

井
原
市
芳
井
町
川
相
字
大
道
ノ
下
一
一
一
番
一

二
地
先
ま
で

井
原
市
芳
井
町
吉
井
字
天
神
一
一
四
三
番
三
地

一
七
四
九
・
〇

先
か
ら

五
・
〇
～

井
原
市
芳
井
町
川
相
字
大
道
ノ
下
一
一
一
番
一

一
〇
四
・
〇

二
地
先
ま
で

井
原
市
芳
井
町
吉
井
字
天
神
一
一
四
三
番
三
地

旧

先
か
ら

一
一
三
二
・
三

井
原
市
芳
井
町
川
相
字
大
道
ノ
上
一
一
九
番
一

一
〇
・
五
～

地
先
を
経
て

九
四
・
一
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井
原
市
芳
井
町
川
相
字
大
道
ノ
下
一
一
一
番
一

二
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

津
山
柵
原
線

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
峰
山
裾
五
六
番
一
地
先
か

令
和
三
年
三

ら

月
二
十
六
日

久
米
郡
美
咲
町
飯
岡
字
荒
見
谷
一
六
九
一
番
三
地
先

ま
で

若
代
方
谷
停

真
庭
市
上
字
岩
鼻
二
四
三
八
番
一
地
先
か
ら

車
場
線

真
庭
市
上
字
岩
鼻
二
四
二
〇
番
一
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
号

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う

）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
転
車

。

の
処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

放
置
自
転
車
の
車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色
、
数
量
並
び
に
自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色

数
量

自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

二
六
イ
ン
チ

黒

三
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

黒

一
台

玉
野

Ａ
〇
七
六
一

二
六
イ
ン
チ

銀

一
台

玉
野

Ａ

三
三
七
六
〇

二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

令
和
三
年
二
月
九
日

三

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

玉
野
市
築
港
一
丁
目
地
先

宇
野
港
フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
北
県
駐
輪
場

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
転
車
を
処
分
す

る
。

五

担
当
部
課
名
及
び
連
絡
先

岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
宇
野
港
管
理
事
務
所

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
八
番
九
号

電
話
番
号

〇
八
六
三

三
一

三
二
一
一

－
－

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
都
市
計

画
下
水
道
事
業
備
前
市
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

備
前
市

備
前
都
市
計
画
下
水
道

昭
和
五
十
一
年
二
月
二
十

収
用
の
部
分

事
業

備
前
市
公
共
下

日
か
ら

変
更
な
し

水
道

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

使
用
の
部
分

ま
で

変
更
な
し

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



〔
一
二
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

津
山
市
全
域

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

令
和
三
年
三
月
十
二
日

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

あ
さ
の
か
ず
あ
き
後
援
会

淺

野

和

昭

淺

野

和

昭

真
庭
市
久
世
二
六
七
一

令
和
三

・

二
・

一

い
と
う
よ
し
の
り
後
援
会

原

秀

樹

伊

藤

知

子

〃

上
水
田
六
一
六
六

一

〃

〃

－

沖
久
教
人
後
援
会

宗

髙

平

八

茂

原

一

彦

井
原
市
西
江
原
町
二
二
一
一

一

〃

二
・
一
九

－

し
ま
は
ら
ま
い
後
援
会

嶌

原

舞

嶌

原

ま
さ
子

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
二
一
五
一

〃

二
・

五

妹
島
弘
和
後
援
会

山

下

薫

滝

本

幹

男

真
庭
市
中
三
八
六

〃

二
・
二
二

難
波
た
つ
お
後
援
会

難

波

達

男

安

藤

孝

正

苫
田
郡
鏡
野
町
大
七
三
三

〃

二
・

三

は
た
い
誠
司
後
援
会

関

敦

子

秦

井

陽

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師
一
一
四
〇

一

〃

二
・
一
二

－

は
ち
や
ひ
ろ
み
吉
備
中
央
後
援
会

熱

田

康

治

近

常

俊

彦

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
下
土
井
一
三
九
八

〃

二
・
二
二

光
成
よ
し
み
つ
後
援
会

光

成

良

充

清

野

正

道

赤
磐
市
桜
が
丘
西
三

一

九

〃

二
・
二
四

－
－

三
船
博
之
後
援
会

小

島

洋

征

三

船

博

之

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
四
八
二

一
二

〃

二
・

二

－

三
宅
た
か
し
後
援
会

三

宅

孝

之

三

宅

孝

之

井
原
市
西
江
原
町
二
三
四
三

一

〃

二
・
一
二

－

山
本
た
す
く
後
援
会

山

下

善

教

岡

本

二

郎

久
米
郡
美
咲
町
安
井
五
四
一

〃

二
・
二
四

山
本
秀
久
後
援
会

山

本

清

枝

山

本

清

枝

苫
田
郡
鏡
野
町
円
宗
寺
一
二
六
四

一

〃

〃

－

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

公
明
党
倉
敷
第
一
総
支
部

山

田

総
一
郎

会
計
責
任
者
の
氏
名

生

水

耕

二

森

分

敏

明

令
和
三

・

二
・

八

自
由
民
主
党
岡
山
県
支
部
連

小

塚

郁

夫

代
表
者
の
氏
名

小

塚

郁

夫

池

田

道

孝

〃

二
・
一
九

合
会
小
田
郡
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

安
藤
功
後
援
会

本

郷

賢

次

代
表
者
の
氏
名

本

郷

賢

次

安

藤

稔

令
和
三

・

二
・
一
五

い
い
づ
な
洋
平
後
援
会

飯

綱

洋

平

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

苫
田
郡
鏡
野
町
古
川
八
八
八

一

苫
田
郡
鏡
野
町
寺
元
一
六
五

五

〃

二
・

一

－
－

岡
本
た
い
す
け
後
援
会

小

林

隆

夫

〃

美
作
市
豊
国
原
一
九
六

四

美
作
市
明
見
三
四
五

三
〇

〃

二
・
一
五

－
－

岡
山
県
中
小
企
業
政
治
協
議

晝

田

眞

三

〃

岡
山
市
南
区
西
市
八
五
五

一

岡
山
市
北
区
弓
之
町
四

一
九

二
〇
二
岡
山

〃

二
・
二
二

－
－

－

会

県
中
小
企
業
会
館
内

岡
山
県
土
地
改
良
政
治
連
盟

藤

井

保

治

代
表
者
の
氏
名

藤

井

保

治

重

森

計

己

〃

二
・
一
二

岡
山
県
酪
農
政
治
連
盟

三

宅

穣

次

〃

三

宅

穣

次

松

﨑

隆

令
和
二

・

七
・
一
七

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

山

本

一

司

三

宅

穣

次

〃

〃

岡
山
県
酪
農
政
治
連
盟
美
作

小

村

雅

紀

代
表
者
の
氏
名

小

村

雅

紀

山

縣

正

敏

〃

四
・
二
八

支
部

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

福

田

博

文

山

田

信

夫

〃

〃

尾
髙
誉
久
後
援
会

尾

髙

誉

久

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
安
蘇
三
五
五

一

美
作
市
湯
郷
八
三
八

令
和
三

・

二
・
二
六

－

幸
福
実
現
党
岡
山
県
本
部

山

下

光

治

代
表
者
の
氏
名

山

下

光

治

田

部

雄

治

〃

二
・

七

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

山

下

光

治

田

部

雄

治

〃

〃

小
柴
健
男
後
援
会

難

波

英

夫

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

高
梁
市
有
漢
町
上
有
漢
四
二
八
四

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
五
八
九

二

〃

二
・
二
六

－

こ
と
う
あ
き
お
後
援
会

木

村

晴

子

代
表
者
の
氏
名

木

村

晴

子

出

射

克

祐

〃

一
・
三
〇

進
藤
か
ね
ひ
こ
岡
山
県
後
援

藤

井

保

治

〃

藤

井

保

治

重

森

計

己

〃

二
・
一
二

会鈴
木
え
つ
こ
後
援
会

森

安

正

昭

〃

森

安

正

昭

明

石

務

〃

二
・
一
五

簀
戸
利
昭
後
援
会

簀

戸

義

忠

〃

簀

戸

義

忠

妹

尾

實

令
和
二

・

四
・

八

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

谷

口

修

簀

戸

義

忠

〃

〃

高
橋
と
し
は
る
後
援
会

土

居

義

幸

〃

高

橋

寿

治

水

島

薫

令
和
三

・

二
・

五

水
田
よ
し
と
み
後
援
会

水

田

民

子

代
表
者
の
氏
名

水

田

民

子

友

保

伸

一

〃

二
・

三

宮
崎
ま
さ
お
岡
山
県
後
援
会

藤

井

保

治

〃

藤

井

保

治

重

森

計

己

〃

二
・
一
二

宮
田
よ
し
お
後
援
会

宮

田

好

夫

〃

宮

田

好

夫

釜

谷

啓

介

〃

二
・

一

森
元
す
え
の
ぶ
後
援
会

森

元

末

信

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
真
加
部
二
六
三

美
作
市
真
加
部
一
四
〇

一

〃

二
・
一
七

－

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

馬
越
裕
正
の
会

山

路

幹

彦

令
和
二

・
一
二
・
三
一

小
郷
昌
一
後
援
会

小

郷

昌

一

〃

〃

政
治
結
社
闘
義
塾

中

西

一

成

令
和
三

・

二
・
一
五

清
山
昇
後
援
会

清

山

昇

令
和
二

・
一
二
・
三
一

田
口
た
だ
よ
し
後
援
会

田

口

忠

義

令
和
三

・

一
・
三
一

東
部
地
区
政
経
懇
話
会

矢

野

秀

典

令
和
二

・
一
二
・
三
一

原

勲

後

援

会

森

昱

雅

〃

一
二
・
二
七

平
沼
赳
夫
友
の
会

赤

木

啓

治

令
和
三

・

二
・

一

水
田
よ
し
と
み
後
援
会

水

田

民

子

〃

二
・

三

光
成
よ
し
み
つ
後
援
会

光

成

良

充

〃

二
・
一
九

森
下
せ
い
い
ち
後
援
会

森

下

誠

一

〃

二
・
一
〇

も
り
わ
け
敏
明
後
援
会

森

分

敏

明

〃

二
・
一
二

矢
野
ひ
で
の
り
後
援
会

菱

川

修

二

令
和
二

・
一
二
・
三
一

よ
し
む
ら
武
司
後
援
会

吉

村

武

司

令
和
三

・

一
・

三

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

者
（
代
表
者
）
の
氏
名

嶌

原

舞

瀬
戸
内
市
議
会
議
員

し
ま
は
ら
ま
い
後
援
会

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
二
一
五
一

令
和
三

・

二
・

一

難

波

達

男

鏡
野
町
議
会
議
員

難
波
た
つ
お
後
援
会

苫
田
郡
鏡
野
町
大
七
三
三

〃

〃

宮

田

好

夫

高
梁
市
議
会
議
員

宮
田
よ
し
お
後
援
会

高
梁
市
津
川
町
今
津
一
〇
六
八－

一

〃

二
・

三

村

武

司

備
前
市
長

村
武
司
後
援
会

備
前
市
大
内
四
五
九－

一

令
和
二

・
一
二
・

一

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
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第１．包括外部監査の概要 

Ⅰ．監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項に基づく包括外部監査 

Ⅱ．監査の対象 

１．選定した特定の事件（テーマ） 

県単費事業に関する財務事務の執行について 

２．対象機関 
政策推進課、財政課の他、事務事業（県単費事業）の関連部署を監査対象と

した。 

３．監査対象年度 
原則として平成 30 年度（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日ま

で）の財務事務及び当該財務事務に関する令和元年度実施の事務事業評価 
 ただし、必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。 

Ⅲ．監査テーマの選定理由 

県では、平成 29 年度より「新晴れの国おかやま生き活きプラン」に基づき、

「生き活き岡山」の実現に向けて、「教育県岡山の復活」、「地域を支える産業

の振興」、「安心で豊かさが実感できる地域の創造」という 3 つの重点戦略の

下、各種の施策を推進している。 

一方で、高齢化の進展等に伴う社会保障関係費の累増、臨時財政対策債を含

めた県債残高の高止まり等による、厳しい財政運営に対応するため平成 29 年

3 月に「岡山県行財政経営指針」を策定し、限られた資源を最大限に有効活用

し、より効率的、効果的な行財政経営を目指している。 

このような下で、県が実施している各事務事業において、県がその事務事業

の必要性についてどのように考えた上で業務を行っているかを検証し、さらに、

実施した事業について事後評価を適時適切に、また効果的に実施できているか

等を検証することは、今後の行財政経営において有用になるのではないかと考

えた。 

なお事務事業は、国からの補助金等が支出されているものと、県の予算単独

で実施しているもの、いわゆる県単費事業とに分けられるが、県単費事業を主

眼とすることが有用であると考えた。 

そこで、各事務事業の財務事務の執行について法令に適合し、正確で、最小
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の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めてい

るかを監査することは、重要性かつ適時性があり、県単費事業に関する事務の

執行を監査対象として選定した。 

Ⅳ．監査の着眼点 

１．県単費事業に関する財務事務の合規性 
 事務事業の執行は関係する法令や条例等に準拠して適切に行われているか。 

２．県単費事業に関する財務事務の合理性 
 事務事業はコスト（間接経費を含む）を意識して実施されているか。 

 事務事業に関する事務が経済性、効率性、有効性（3E）の観点から適正に行

われているか。 

３．事務事業評価の仕組みの妥当性 
 事務事業について、継続の可否を検討する仕組み等が構築されているか。 

 事務事業の評価は仕組み通りに、適切に運用されているか。 

 事務事業評価について情報公開（公表）が適切に行われているか。 

Ⅴ．監査の実施期間 

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで 

Ⅵ．主な監査手続 

県単費事業に関する事務の執行に対して、実施した主な監査手続は次のとお

りである。 
１．監査対象とする県単費事業の抽出 

令和元年度に岡山県の行政評価の対象となった約 340 の事務事業のうち、

実績事業費が岡山県の一般財源から支出した金額と一致する事務事業を県単

費事業として抽出し、その中から、過去の事務事業の評価、事業内容、金額的

重要性等を総合的に勘案し、監査対象とすべきと判断した県単費事業 25 事業

を抽出した。 
 

２．抽出した各県単費事業に対する調査 
抽出した 25 の県単費事業について、各担当部署に対して事業の内容や事務

事業評価の実施状況を把握するために「事務事業調査シート」（第３Ⅲ参照）

による調査を実施した。 
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３．調査回答及び関連帳票の検討、ヒアリング 
「事務事業調査シート」による調査回答に基づき、各担当部署へのヒアリン

グや関連帳票の閲覧を実施し、県単費事業に関する事務の合規性及び県単費事

業の必要性、妥当性について検討を行った。 
 

４．事務事業評価の仕組みについての検討、ヒアリング 
県の行政評価における事務事業評価の位置付けや事務事業評価の仕組みと

予算編成等との関連性を確認するため、事務事業評価の仕組みについて、政策

推進課及び財政課へのヒアリングや関連帳票の閲覧を実施し、事務事業評価の

仕組みの妥当性及び予算編成への反映について検討を行った。 
 

Ⅶ．外部監査人及び補助者 

包括外部監査人 公認会計士 上坂岳大 
同補助者  公認会計士 奥谷恭子 
同補助者  公認会計士 難波 徹 
同補助者  公認会計士 平野幸代 
同補助者  公認会計士 鯉沼孝至 
同補助者  公認会計士 板野佑加 
同補助者  公認会計士 森 雄彦 
 

Ⅷ．利害関係 

包括外部監査人及び補助者は、いずれも監査の対象とした事件について地方

自治法第 252 条の 29 に規定する一切の利害関係を有していない。 
 

Ⅸ．財務情報等 

本報告書に記載した事務事業（県単費事業）の関連部署の財務情報等は、県

の担当職員への質問及び県から提供された資料に基づき作成したものである。

なお、当該財務情報等の金額等については、その表示及び率の単位未満を原則

として四捨五入しており、端数の関係上、個別金額の集計値と合計欄の記載が

整合しない場合がある。 
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第２．県の行政評価と事務事業評価 

Ⅰ．県の行政評価における事務事業評価の位置付け 
１．総合計画と政策・施策・事務事業との関係 

岡山県では、すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現を

県政の基本目標とし、県政推進の羅針盤として「新晴れの国おかやま生き活き

プラン」を平成 29 年度に策定している。当該プランを総合的、効果的に推進

するために、県では、政策評価、施策評価及び事務事業評価の三層構造で行政

評価を行い、必要な見直しや改善を行うための PDCA サイクルを構築してい

る。具体的には「新晴れの国おかやま生き活きプラン」における 3 つの重点戦

略である「教育県岡山の復活」、「地域を支える産業の振興」及び「安心で豊か

さが実感できる地域の創造」を 17 の戦略プログラムに落とし込み、当該戦略

プログラムを実現するために 82 の重点施策と 74 の推進施策を設け、それら

施策を具体的に推進するものとして約 340 の事務事業を設けている。これら

を政策・施策・事務事業評価と三層に渡り段階的に評価していくことで、今後

の政策推進に向けての課題を明らかにし、必要な見直しや改善を行っている。 
なお、県の行政評価制度の全体イメージは下図のとおりである。 
 

 
（出所：岡山県ホームページ

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/635445_5440563_misc.pdf） 
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２．政策評価、施策評価及び事務事業評価 
（１）政策、施策及び事務事業の関係 

政策、施策及び各事務事業の関係は、それぞれ目的と手段の関係となるため、

施策は政策の、事務事業は施策の目指す姿の実現に向けて行われる。言い換え

れば、事務事業を効果的に実施することにより、施策の実現が図られ、施策を

効果的に実施することにより、政策の実現が図られるという関係といえる。 

 
（２）政策評価、施策評価及び事務事業評価の実施体制 

行政評価は前述した通り事務事業評価、施策評価、政策評価の順に行われる。

毎年度、前年度に実施した各事務事業に対し、担当課室においてまず事務事業

評価が行われる（6 月頃）。行政評価支援システムに、①事務事業評価シートの

入力、を行うことで事務事業評価を行い、また、②生き活き指標の達成状況の

入力、を各担当課室が行う。上記①、②の結果をもとに、各施策担当課室によ

り③施策評価シートの入力が行われる。 
次いで「新晴れの国おかやま生き活きプラン」の 17 の戦略プラグラムを構

成する各施策の評価を元に、各戦略プログラム担当課により各戦略プログラム

の評価（政策評価）が行われる（7 月）。 
行政評価を取りまとめている総合政策局政策推進課により、各担当課室から

集約された行政評価について、評価状況や達成指標等の取りまとめが行われる

（8 月）。取りまとめた後に数値等の増減分析を行い、異常な増減内容が無い

かを確かめている。詳細に内容を確認したい場合には、施策評価や事務事業評

価に遡って調査を実施している。その際に指標が適切であるか、前年度からの

変更点はあるか等を確かめている。 
上記取りまとめられた暫定の評価状況は、政策推進会議（各部局長より、所

管するプログラムや指標の状況について報告される）に諮られ（9 月）、その後

に確定した評価状況が出そろい（10 月末）、最終的には県議会の全常任委員会

及び総合計画・行財政改革特別委員会へ報告される（11 月）。 
 

（３）活動指標と成果指標（アウトカム指標）について 

前述した通り、「新晴れの国おかやま生き活きプラン」は 3 つの重点戦略と

それを構成する 17 の戦略プログラムから構成されており、各戦略プログラム

には計画期間中に達成しようとする目標値として、「生き活き指標」が設定さ

れている（下記「生き活き指標一覧」参照）。 
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生き活き指標一覧（出所：岡山県ホームページ、 
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/635445_5440563_misc.pdf） 
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「生き活き指標」は、県が各戦略プログラムの達成状況を測定するための指

標（成果指標）に位置付けられるが、戦略プログラムを構成する各施策の各事

務事業は、事業の目的や内容等に応じて、事業全体を表す寄与度の大きい事業

目標が設定されている。事業目標は、成果指標、またはその活動の成果を図る

ための指標（活動指標）の設定を各課で行っている。 
それぞれの内容は次の通りである。 
成果指標 
（アウトカム指標） 

行政活動の成果を測る指標であり、受益者（主と

して県民）の視点から捉えた具体的な効果や効用

を基準とする。 
活動指標 
（アウトプット指標） 

県が「どのようなことをしたいのか」という視点

からの指標であり、事業の具体的な活動量や活動

実績（公共サービスの産出量）を測る指標。 
 

３．県のＰＤＣＡサイクルの概要 

PDCA サイクルとは、施策及び事務事業を、Plan（計画）・Do（実施）・Check
（評価）・Action（改善）の過程で進めていく一連の流れを言い、Plan（計画）

段階で指標計画値を数値目標として掲げ、計画内容に基づき実施し、Check（評

価）段階では指標計画値に対する実績値の差異（ギャップ）を分析し、Action
（改善）で実施手段の変更や方向性の転換等の修正行動へとつなげていくこと

である。 
平成 30 年度に実施した事務事業に係る施策及び事務事業の評価に関するフ

ローは概ね次の通りであり、本年度の包括外部監査は、次のフロー図のうち、

点線枠で囲った部分、すなわち事務事業に関する評価の仕組みを主な対象とし

て行っている。 
事務事業評価は事業を実施した年度の翌年度に行われるため、事務事業評価

の結果をフィードバックする場合、事務事業実施年度の翌年度の事務事業には

間に合わないため、実際には毎期実施年度中の 12 月から 3 月の間に事務事業

を見直し、翌年度の事務事業に反映している。 
事務事業執行の前年 9 月に財政課が予算編成方針の骨子案を作成する。各部

の経理班と財政課で協議を行い、事業費や運営費の予算編成が行われる。経理

班では各課の予算要求の取りまとめを行った上で、財政課と協議を実施してい

る。重点事業では総合政策局や総務部、担当部局などの多数の関係者が参加す

る知事ヒアリングを行い、事業の方向性を定めた上で予算編成が行われている。

経費区分ごとに予算要求の期限が決まっており、2 月頃に予算が確定する。特

殊な運営費などは予算要求の期限が他と比べると早い時期に設定されている。 
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Ⅱ．行政評価の概要 
以下は県が公表している令和元年度分（平成 30 年度実績）の行政評価の実

施結果を一部抜粋したものである（頁は令和元年度行政評価における該当頁を

示す）。 

政策評価 政策達成レベル一覧

 

（出所：岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/635445_5440563_misc.pdf） 
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この「政策評価 政策達成レベル一覧」は、県の「新晴れの国おかやま生き

活きプラン」で定めた 3つの重点戦略である「Ⅰ教育県岡山の復活」、「Ⅱ地域

を支える産業の振興」及び「Ⅲ安心で豊かさが実感できる地域の創造」を、そ

れぞれ戦略プログラム（政策）の評価の平均値により 5 段階評価した結果一覧

である。これが政策評価、施策評価及び事務事業評価と三段階で行う県の行政

評価の最終結果となる。平成 30 年度に実施した各重点戦略の評価（令和元年

度評価）は「Ⅰ教育県岡山の復活」は 3.4、「Ⅱ地域を支える産業の振興」は

3.8、「Ⅲ安心で豊かさが実感できる地域の創造」は 3.6 となっている。 

各戦略プログラム（政策）の評価については、当該戦略プログラムを実現す

るための重点施策と推進施策の評価の平均値により評価を行っている。 

その重点施策と推進施策の評価については、評価方法が異なっており、重点

施策については、政策の達成度を測る「生き活き指標」を重視するため、「生

き活き指標」の達成度と各施策に紐づく事務事業評価結果の平均値を 4：1 の

割合で評価し、推進施策については、各施策に紐づく事務事業評価結果の平均

値で評価を行っている。 

なお、「生き活き指標」とは、各戦略プログラムを計画期間中に達成するた

めの目標値として、「新晴れの国おかやま生き活きプラン」内で設定された指

標である。県は、戦略プログラムに盛り込んだ施策のうち、「生き活き指標」

により達成度を示すことができる施策を重点施策、それ以外の施策を推進施策

として整理している。「生き活き指標」の達成度の評価基準は下図のとおりで

あり、達成度合いに応じて 5 段階で評価を行っている。 

指標の類型(８９指標) 評価の考え方 達成度の評価基準 

割合で示す指標 

（３０指標） 

〈計算方法〉 

原則 

達成率＝実績値／目標値 

5：達成率が 120％以上   

4：達成率が 100％以上 120％未満 

3：達成率が 80％以上 100％未満 

2：達成率が 50％以上 80％未満 

1：達成率が 50％未満 

実数で示す指標 

（５０指標） 

〈計算方法〉 

原則 

達成率＝実績値／目標値 

5：達成率が 120％以上   

4：達成率が 100％以上 120％未満 

3：達成率が 80％以上 100％未満 

2：達成率が 50％以上 80％未満 

1：達成率が 50％未満 

 

〈達成率が上限 100％の場合〉 

5：達成率が 100％   

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



 

 

  17 

4：達成率が 90％以上 100％未満 

3：達成率が 70％以上 90％未満 

2：達成率が 50％以上 70％未満 

1：達成率が 50％未満 

実数で示す指標のうち、

現況値に対する最終目標

値の増減割合が極めて小

さい場合（６指標） 

 

（最終目標値／現況値が

0.9 以上 1.1 以下） 

現況維持に意義が認められる

ことから、「現状を維持した場

合」を３として評価する。 

5：目標値に「目標値と現況値の 

   差」を加えた値以上 

4：目標値以上 

3：現況値以上 

2：現況値から「最終目標値と現況 

   値の差」を減じた値以上 

1：現況値から「最終目標値と現況 

   値の差」を減じた値未満 

全国順位で示す指標 

（３指標） 

効果的な取組により、現状の改

善と目標の達成が求められる

ものであるから、 

・目標より上位となった場合 5 

・目標を達成した場合    4 

・現状を維持した場合      2 

として評価する。 

5：目標値より上位 

4：目標値 

3：目標値と現況値の中間値以上 

2：現況値以上 

1：現況値より下位 

（出所：岡山県「行政評価制度の概要」）     

 このように、県では、事務事業評価結果を集計して施策評価を行い、さらに施策評価

結果を集計して政策評価を行うという、三層構造の行政評価制度を採用しているので

ある。 
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第３．県単費事業について 

 
Ⅰ．県単費事業の概要 

県では、「新晴れの国おかやま生き活きプラン」において、3つの重点戦略を

17 の戦略プログラムに落とし込み、当該戦略プログラムを実現するために、

82 の重点施策と 74 の推進施策を設けている。そして当該施策を推進するため

に実施する具体的な事業を「事務事業」と位置付けており、当該事務事業単位

で事務事業評価が行われる。 

事務事業のうち監査対象として選定した本報告書での「県単費事業」とは、

一般会計において国庫補助金等の特定財源が入っていない事業のことをいい、

県が単独で行う事業であり、当該事業に関する歳出は原則的に地方債、一般財

源により賄われる。 

平成 30 年度の一般会計に係る歳出額は 693,031 百万円あり、その主な内訳

は下記図のとおり教育費144,723百万円（21％）、民生費115,311百万円（17％）、

公債費 102,723 百万円（15％）、土木費 62,079 百万円（9％）、警察費 46,877

百万円（7％）、総務費 37,702 百万円（5％）、農林水産業費 36,814 百万円（5％）

となっている。 

この内、行政評価の対象とした歳出額は 33,848 百万円であり、その内国庫

補助金等の特定財源は 19,346 百万円、県単費事業に関する歳出額は 10,642 百

万円となっている。 

  

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



 

 

  19 

    （出所：岡山県ホームページより監査人加工） 

 

Ⅱ．監査対象とした県単費事業（事務事業）の選定方法 

１．監査対象となる母集団の把握 

令和元年度に 岡山県の行政評価の対象となった約 340 の事務事業のうち、

実績事業費が岡山県の一般財源から支出した金額と一致する事務事業を、県単

費事業として監査対象母集団とした。 

 

２．監査対象となる事務事業の抽出・選定 

上記１．の監査対象母集団から、過去の事務事業の評価、事業内容、金額的

重要性等を総合的に勘案し、監査対象とすべきと判断した 25 の県単費事業を

抽出し、監査対象とした。なお、抽出した県単費事業が特定の担当所属に偏在

しないよう配慮している。 

監査対象とした事業（全 25 事業）は以下のとおりである。  

 

金額単位：百万円 

割合：％ 
総務費, 37,702, 5%

民生費, 115,311, 
17%

農林水産業費, 
36,814, 5%

土木費, 62,079, 9%

警察費, 46,877, 7%

教育費, 144,723, 
21%

公債費, 102,723, 
15%

その他の歳出, 
146,801, 21%

平成30年度一般会計に係る歳出額内訳
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Ⅲ．県単費事業（事務事業）の調査項目 
監査対象に選定した各県単費事業の事業内容及び事務事業評価の実施状況

を把握するため、下記の様式（以下、「事務事業調査シート」という）による

調査を実施した。 
なお、調査項目の具体的な記載については、＜記載依頼事項＞にて示したと

おりである。 

No 担当部課室 部局 担当部課室 課所 事務事業名
平成30年度

実績事業費(千円)

1 教育委員会 生徒指導推進室 小学校における不登校・長期欠席対策事業 94,813

2 警察本部 生活安全部 子供の非行・犯罪被害防止対策費 67,952

3 教育委員会 保健体育課 子どもの体力向上支援事業 265

4 県民生活部 国際課 岡山国際交流センター管理運営事業 38,100

5 産業労働部 企業誘致・投資促進課
企業立地促進補助金交付事業（大型投資・拠点
化、本社機能移転等を除く）

1,461,406

6 産業労働部 産業振興課 岡山デニム世界進出支援事業 14,530

7 農林水産部 農産課 力強い経営体育成対策事業 19,304

8 産業労働部 労働雇用政策課 中小企業Ｕターン就職促進奨学金返還支援事業 7,169

9 保健福祉部 医療推進課 看護師等就労促進事業 16,525

10 農林水産部 農産課 ぶどうの供給力強化緊急対策事業 59,819

11 保健福祉部 子ども未来課 １歳からの緊急対策事業 28,500

12 都市局 建築指導課 緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業 15,215

13 土木部 河川課 ふるさとの川リフレッシュ事業 209,287

14 土木部 道路建設課 生き活きメンテナンス事業 12,208

15 県民生活部 くらし安全安心課
地域の絆で守る！子どもや高齢者の安全・安心
推進事業

1,182

16 警察本部 生活安全部 特殊詐欺の被害防止を推進するための事業経費 37,215

17 県民生活部 中山間・地域振興課 地域活力創出推進事業 43,380

18 環境文化部 新エネルギー・温暖化対策室 電気自動車等普及促進事業 7,689

19 都市局 建築指導課 空き家等除却支援事業 34,345

20 都市局 住宅課 空き家利活用支援事業 3,378

21 環境文化部 文化振興課 アートで地域づくり実践講座事業 4,966

22 環境文化部 スポーツ振興課 オリンピアン・パラリンピアン育成事業 8,956

23 県民生活部 男女共同参画青少年課 ＤＶ対策 12,031

24 産業労働部 マーケティング推進室 首都圏アンテナショップ事業 114,268

25 総合政策局 公聴広報課 晴れの国おかやまファンクラブ会員獲得作戦 1,853

2,314,356

33,848,467

6.8%

平成30年度に実施した事務事業合計

計

抽出サンプルが占める割合
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第４．包括外部監査の結果（総論） 

監査の着眼点を踏まえ監査手続を実施した結果、以下の件数の指摘事項及び

意見を取り上げることとした。 
「指摘事項」とは、県単費事業に関する事務の執行に関して、合規性等の観

点に照らし、問題があると判断されるものであり、「意見」とは、「指摘事項」

には該当しないが、県単費事業に関する事務の執行をより効果的・効率的に実

施するための改善提案である。 

ほぼすべての事務事業で発見されたのは、（１）事業評価の「効率性」につい

て、である。各事務事業について共通の問題点であるため、個別のサンプル毎

に意見を記載せず、下記に総論として記載した。 

次に 25 事業中 12 事業であげられた項目は、（２）事業目標について、であ

る。これは各事務事業で達成の目標としている指標が必ずしも適切ではない、

あるいは目標が設定されていない等の問題が見られたものである。 

（３）は上記（１）、（２）以外で発見された「指摘事項」または「意見」を

まとめている。 

なお、今回監査対象としているのは、県の予算単独で実施している、いわゆ

る県単費事業であるが、県単費事業であっても過去において国からの補助金を

受けている場合が想定され、その場合は事業の実施方法や効率性にどのような

変化があったのかを検証する目的から、事務事業調査シートでは過去の補助金

の有無を調査している。しかし 25 件のサンプルを抽出し、事務事業調査シー

ト等により調査した結果、過去に補助金を受けていたものはなかったため上記

の検証は実施していない。 

 
指摘事項及び意見の項目一覧 

（１） 事業評価の「効率性」について 

事務事業評価は行政評価の一部をなし、その仕組みは第５．１に記載の通

り、事業目標の達成状況を表す「達成度」と事業に投入したコストに見合っ

た効果が得られたかを表す「効率性」の評価をもって行われる。 

各事務事業はヒアリングの結果、担当課がそれぞれ工夫して「効率性」に

係る評価を行っているものの、明確な評価基準をもっていないことが確かめ

られた。「効率性」の評価については、評価基準が A：高い、B：やや高い、

C：やや低い、D：低い、の 4 段階で評価を行っているものの、評価基準が定

量的となっておらず、明確でないことから、評価担当者の主観が評価に影響
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し十分な評価になっていない恐れがある。 

事務事業評価については、「達成度」と「効率性」の評価結果により、事業

内容や手法を見直すこととなっているが、「効率性」の評価が十分でないまま、

施策や事務事業を評価して PDCA を回している恐れがあり、現在の事業の

投入コストに対して、コスト削減の可能性を踏まえた手法の検討や方向性の

転換等の修正行動へつなげる視点が弱いまま運用されていると考えられる。 

【意見】事務事業評価を有効に行うために、各事務事業の「効率性」を測る

明確な基準を設定する必要がある。 
 

（２） 事業目標について 

 サンプルとして抽出した 25 件の事務事業のうち、事務事業目標に関連す

る項目が下記 12 件となる。2 件（ｻﾝﾌﾟﾙ No.2、No.16）については事務事

業を評価するうえで達成度を測るための事業目標が設定されていなかっ

た。また、10 件（ｻﾝﾌﾟﾙ No.1、No.4、No.5、No.6、No.10、No.13、
No.14、No.17、No.19、No.20）については事務事業内容に対しより適切な

事業目標を設定すべき等と考えられるものがあった。 

 
  

No
ｻﾝﾌﾟﾙ
No

指摘
意見

該当
頁

1 1 小学校における不登校・長期欠席対策事業 意見 32

2 2 子供の非行・犯罪被害防止対策費 意見 35

3 4 岡山国際交流センター管理運営事業 意見 41

4 5 意見 43

5 6 岡山デニム世界進出支援事業 意見 47

6 10 ぶどうの供給力強化緊急対策事業 意見 57

7 13 ふるさとの川リフレッシュ事業 意見 65

8 14 生き活きメンテナンス事業 意見 68

9 16 特殊詐欺の被害防止を推進するための事業経費 意見 74

10 17 地域活力創出推進事業 意見 85

11 19 空き家等除却支援事業 意見 92

12 20 空き家利活用支援事業 意見 95

企業立地促進補助金交付事業（大型投資・拠点化、本社機能移転等を除
く）

事務事業名
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（３） 上記以外 

 上記（１）、（２）以外で発見された項目は以下の通り。 

 このうち、下表 No.1、No.2、No.4、No.9、No.11 の指摘又は意見は、当該事務

事業に要した事業費の集計において誤りがあった、あるいは本来事業費に集計すべ

き支出が集計されていなかった等の問題があったものである。事務事業を適切に評

価し、必要な改善を行っていくためには間接経費を含めた事業費の適切な把握・集

計を行う必要がある。 

 

  

No
ｻﾝﾌﾟﾙ
No

事務事業名
指摘
意見

該当
頁

1 2 子供の非行・犯罪被害防止対策費 指摘 35

2 意見 38

3 指摘 38

4 5 企業立地促進補助金交付事業（大型投資・拠点
化、本社機能移転等を除く）

意見 44

5 意見 50

6 意見 50

7 意見 62

8 意見 62

9 指摘 71

10 意見 71

11 16 特殊詐欺の被害防止を推進するための事業経費 指摘 74

12 18 電気自動車等普及促進事業 意見 89

13 20 空き家利活用支援事業 意見 95

14 意見 103

15 意見 103

16 意見 106

17 意見 106
24 首都圏アンテナショップ事業

事業の達成度の評価について

アンテナショップ事業の収支について

再委託について

23 ＤＶ対策
委託契約について

支出内訳書について

事務事業調査シートにおける予算数値の記載について

7 力強い経営体育成対策事業
達成度の評価について

農業機械の購入先について

12 緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業
生き活き指標の設定について

事務事業調査シートにおける予算数値の記載について

15
地域の絆で守る！子どもや高齢者の安全・安心推
進事業

従事職員数の集計誤りについて

事業評価の「達成度」の評価結果誤りについて

概算人件費の集計について

3 子どもの体力向上支援事業
ホームページのリニューアル費用について

ホームページ運用業務委託仕様書について

事業費の集計について

項目

概算人件費の集計について
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第５．包括外部監査の結果（各論） 

Ⅰ．事務事業評価の仕組み 
（１） 事務事業評価の目的 

『第２ Ⅰ．県の行政評価における事務事業評価の位置付け １．総合計画

と政策・施策・事務事業との関係』に記載したとおり、事務事業評価は、政策

評価及び施策評価とともに三層構造をなす県の行政評価の一部である。したが

って、事務事業評価の目的は、事務事業評価を行うことにより PDCA サイクル

にのせて必要な見直しや改善を行い、ひいては施策、政策を実現することにあ

る。 

また、事務事業評価を行うにあたっては、施策実現への貢献度を意識し、既

存事業のスクラップ・アンド・ビルドを図りながら、複雑多様化する県民ニー

ズに的確に対応できるよう取り組んでいる。 

 

（２） 事務事業評価の方法 

     施策目的を実現する手段として位置付けられる各事務事業の評価は、「事務

事業評価シート」を用いて行われる。具体的には、事業目標の達成状況を勘案

し、「達成度」（事業目標にどれだけ近づいたか、事業計画どおりにできたか）

及び「効率性」（投入コストに見合った効果を得られたか）の 2つの観点から、

各項目を下図のとおり A から D のランクで評価する。さらに、「達成度」及び

「効率性」の評価を下図の比率で配点し、合計を四捨五入して 5段階の総合評

価を行っている。例えば、「達成度」の評価区分が A、効率性の評価区分が C の

場合の総合評価は、3.0＋0.5＝3.5 を四捨五入し 4 となる。 

 

評価区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

達成度 

3.0 2.0 1.0 0.5 

高い（100％以上

できた） 

やや高い（80％

以上できた） 

やや低い（60％

以上できた） 

低い（60％未満

しかできなかっ

た） 

効率性 
1.5 1.0 0.5 0.2 

高い やや高い やや低い 低い 

 

（３） 事務事業評価の活用状況 

     『第２ Ⅰ．県の行政評価における事務事業評価の位置付け ３．県のＰＤ

ＣＡサイクルの概要』に記載しているとおり、県の事務事業の評価は、業務実

施の翌年度の 11 月頃に公表されるため、事務事業評価が直接的に活用できる

のは、翌年度ではなく、翌々年度となる。例えば、平成 30 年度に実施した事

務事業は翌年度の令和元年度に評価が行われ、その評価が反映されるのは令和
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2 年度の事務事業となる。ただし、実績を踏まえた必要な事業への反映は、事

務事業評価が確定せずとも適宜行っている。 

 

（４） 事務事業評価の公表状況 

政策、施策及び事務事業の評価結果情報は、翌年度の 11 月頃に県のホームペ

ージにて公表される。なお、事務事業評価の結果については、施策評価の結果に

含めて公開されている（下図に施策評価シートの 1 例を示す。点線枠部分に事

務事業評価について記載されている）。 
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Ⅱ．県単費事業 
No.1 小学校における不登校・長期欠席対策事業（担当課：教育委員会生徒指導推進

室） 
１． 事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２． 事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 
６．実施手続 

県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である事業実施

伺、事業委託先であり、事業実施主体となる市町村が作成した「平成 30 年度 小学校
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における不登校・長期欠席対策事業 事業実施計画書」、委託契約書、当該市町村から

の「平成 30 年度 小学校における不登校・長期欠席対策事業 事業実施報告書」、支出

命令書、その他関連証憑を閲覧した。 
 
７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事業目標について 
 当該事業は、「不登校・長期欠席の児童が多い小学校に登校支援員を配置するなど、

新たな不登校・長期欠席を生まないための取組を行い、不登校・長期欠席の減少を図る。」

ことにより、「支援員配置校での新たな不登校児童出現率」を減少させ、それにより重

点施策である「子どもたちが落ち着いて学習できる環境の整備」の生き活き指標となっ

ている「小・中・高等学校における不登校の出現割合（児童生徒 1 千人あたり）」を減

少させることを目的とするものである。 
当事業の事業目標である「支援員配置校での新たな不登校児童出現率」とは、予算を

配分した（登校支援員を配置した）小学校での新たな不登校児童出現率を測るものであ

り、予算を配分しなかった（登校支援員を配置しなかった）小学校での新たな不登校児

童出現率は指標に影響しない。 
上記指標は、コストを投入した事業対象（登校支援員を配置した学校）に対し、どの

ような成果が得られたかを図る上では適切な指標と考えられる。 
 一方で、当該事業は重点施策（「子どもたちが落ち着いて学習できる環境の整備」）に

紐付けられており、施策の評価指標となる「小・中・高等学校における不登校の出現割

合（児童生徒 1 千人あたり）」を生き活き指標としており、施策の対象は登校支援員の

配置の有無に関わらない。 
 上記の生き活き指標が、登校支援員の配置に関わらず、すべての県内公立小学校が集

計対象に含まれていること、また当該事業により平成 30 年度であれば県内公立小学校

292 校中の 112 校に登校支援員を配置しているが、登校支援員を配置していない小学校

がある一方で、複数名の登校支援員を配置している小学校もあり、限られた予算を効果

的に配分するため、担当課では毎年度登校支援員の配置について見直しを行っており、

登校支援員を結果的に配置しなかった小学校についても十分検討していること、などか

ら当該事業の事業目標を支援員配置校に限定せず、県内公立小学校全体での不登校児童

出現率とすることも考えられる。 
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No.2 子供の非行・犯罪被害防止対策費（担当課：警察本部生活安全部） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 

 
２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 

 
５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である支出負担

行為決議書兼支出命書、請求書、決裁書、少年サポートセンター運営に関する「月間活

動計画」・「実施結果報告」、その他関連証憑を閲覧した。 
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７．指摘事項及び意見 
（１）【指摘】概算人件費の集計について 
 当該事業は、少年非行の減少を図ることを目的とし、少年サポートセンターの運営、

警察スクールサポーターによる児童・生徒の非行防止、立ち直り支援に関する施策等を

推進しており、担当課は警察本部生活安全部少年課である。当該事業のように担当が警

察本部である場合には、上記事務事業調査シートへも県が事務事業評価に使用している

事務事業評価シートへも概算人件費の集計が行われていない。これは、県の事務事業評

価シートの作成要領によると、概算人件費の算出について人事課の事務分掌調査を参考

に行うこととなっているが、警察本部については事務分掌調査を行っていないことから

概算人件費の算出をしていなかったとのことである。事務事業評価を有効なものにする

ためには、実施する事務事業別に全てのコストを把握し、費用対効果の観点からも事業

を評価する必要がある。したがって、担当が警察本部である場合にも、他の事務事業と

同様に概算人件費を集計するべきである。 
 
（２）【意見】事務事業評価シートへの事業目標の未記載について 
 上記事務事業調査シート及び県が事務事業評価に使用している事務事業評価シート

では事業目標が未記載となっていた。これは担当が警察本部である場合、事業目標を設

定しにくい場合が多いことから、県は事業目標の未記載を容認していたとのことである。

ただし、当該事業については担当課が認識している事業目標は存在し、それを基に事務

事業評価を行っていた。事務事業評価を有効に行うためには、評価について客観的に検

証可能である必要があるため、担当が警察本部である場合についても他の事務事業と同

様に、事務事業評価シートへ事業目標を記載するべきである。 
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No.3 子どもの体力向上支援事業（担当課：教育委員会保健体育課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
 県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である業務委託

伺、ホームページ運用業務委託仕様書、見積書、契約締結伺、契約書、支出負担行為決

議書、請求書、支出命令書、その他関連証憑を閲覧した。 
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７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】ホームページのリニューアル費用について 
 当該事業は、「みんなでチャレンジランキング」ホームページの運用により、県内児

童生徒へ運動の機会を提供し、体力を向上させることを目的に実施されている。平成 30
年度時点で、ホームページの制作から 12 年が経過しており、セキュリティの観点その

他の理由によりホームページのリニューアルを実施しているが、当該費用（1,479千円）

は当事業の当初予算の事業費には計上されていなかった。 
 当事業の事業費に計上されなかった理由としては、事業年度中において翌年度の事業

継続が困難であることが急遽判明し、事業年度中にリニューアルが必要になったためで

ある。 
 しかし当該リニューアル費用は本事業を継続するために必要な支出であり、本事業の

事業費に含めて評価すべき支出であった。 
 
（２）【指摘】ホームページ運用業務委託仕様書について 
 当該事業は、上記に記載の通りホームページの制作から 12 年が経過し、当初ホーム

ページを制作した事業者が継続して運用業務を実施していた。当該事業者への業務委託

は毎年度契約が更新されていたが、平成 30 年度の業務委託する際のホームページ運用

業 務 委 託仕 様 書 には 、「 Web サ ーバ のデ ィ ス クス ペ ー スの 提 供 （ OS ：

Windows2003Server、対応データベース言語：My-SQL、容量 10GB 以上）」の記載が

あった。 
 上記 OS（Windows2003Server）はマイクロソフト社の製品であるが、サポート期間

（～2015.7.15）が終了しており、上記（１）に記載した平成 30 年度途中にリニューア

ルが実施されるまで、OS が未サポート状態となっていた。 
 当初のホームページ制作の仕様を継続して、運用業務を委託していたものと推定され

るが、OS のサポート状況を確認し、セキュリティ対策等必要なアップデートを仕様に

含めるべきであった。 
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No.4 岡山国際交流センター管理運営事業（担当課：県民生活部国際課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である目標値の

設定資料、実績値の資料、岡山国際交流センター指定管理について、指定管理者候補の

選定結果の決裁書、指定管理料の額の確定の決裁書、指定管理者からの事業報告概要、

支出負担行為決議書、その他関連証憑を閲覧した。 
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７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事業目標の参加者数の集計範囲について 

事業目標は、「岡山国際交流センター実施事業への参加者数」としている。詳細をヒ

アリングしたところ、センターで実施している事業の内、継続的に実施する予定である

事業を抽出し、当該 17 事業の参加者数としたとのことである。抽出する事業を確定し

ておかないと、正確な経年比較ができないためとのことであった。平成 29 年度には、

17 の事業の内、廃止となった事業が 1 件あり、その後は 16 の事業から参加者数を集計

している。 
センターでの実施事業については、参加者数が少なくなったり、事業の効果が低くな

ってきたものについては、見直す必要がある。事業目標の中に新しい事業も含めること

とすれば、新しい事業を積極的に実施するモチベーションになると考える。これまでは、

事業に大きな変化がなく、新しい事業を事業目標に含めるかどうかまでは検討されなか

ったとのことであったが、今後はコロナ関連への対応など、環境の変化があり、事業の

見直しも余儀なくされることが予想される。事業の見直しを適時に実施し、新しい事業

（継続的に実施する予定のもの）についても事業目標に反映することが望まれる。 
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No.5 企業立地促進補助金交付事業（大型投資・拠点化、本社機能移転等を除く）（担

当課：産業労働部 企業誘致・投資促進課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 

 
２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
 県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である「晴れの

国おかやま！企業立地ガイド」、各補助金交付要綱、事務分掌調査票、「企業誘致活動実

績」、その他関連証憑を閲覧した。 
 
７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事業目標に関する説明の追加記載について 

 当該事業について、県は事業目標として「誘致活動延べ件数」を設定しているが、当
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該誘致活動延べ件数には、人件費や事業費に含まれていない市町村の研修生が実施した

誘致活動についてもカウントされている。そのため、コストに含まれていない市町村の

研修生数の増減で、事業評価結果が変わる可能性があるが、それについての説明がなさ

れていない。事業評価を有効に行い、また事業評価の妥当性を客観的に確認できるもの

とするためにも、その説明を事業評価結果の根拠の欄等に具体的に記載するべきである。 

 
（２）【意見】事業費の集計について 
 当該事業に集計している事業費は、各種企業誘致・投資促進関連の補助金のみであり、

企業誘致活動を行うにあたり、直接的に必要となった交通費や旅費等は、運営費に計上

し当該事業費として集計されていない。そのため、当該事業にかかったコストが網羅的

に把握できず、効率性に関する事業評価が適切に行われていない。事業評価を効果的な

ものにするためには、実施する事務事業別に全てのコストを適切に把握し、費用対効果

の観点を踏まえた評価を実施する必要がある。 
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No.6 岡山デニム世界進出支援事業（担当課：産業労働部産業振興課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 
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６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である各補助金

に関する決裁書、各補助金交付要綱、委託契約書、支出負担行為決議書、支出命令書、

事務分掌調査票、「きらめき岡山創成ファンド支援事業実績」、その他関連証憑を閲覧し

た。 
 
７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事業目標の見直しについて 
 当該事業は、岡山県内の繊維産業の海外市場進出を支援するため、海外展示会の出展

費用の補助や岡山デニムの知名度向上のためのプロモーション活動を行っている。当該

事業の事業目標は、「きらめきファンドで支援した製品の売上高」となっているが、き

らめきファンドとは岡山県産業振興財団 HP によると、「県内の産業振興のため、中小

企業者が新技術又は新製品の研究開発を行う場合に必要とする経費の一部を助成する

ことにより、研究開発を促進し、地域経済を支える中小企業の競争力を高め、県内地域

産業の活性化を図ることを目的としている」ものであり、きらめきファンドで支援して

いる製品は繊維産業に限らない。また、当該事業の補助金支出先ときらめきファンドの

支援先との関連性も特段ない。そのため、現在使用している事業目標「きらめきファン

ドで支援した製品の売上高」は、当該事業で対象としているデニムの売上と直接的には

関係なく、事業を評価する指標として適切とは言えない。担当課では集計可能な適切な

指標がないため、生き活き指標を事業目標としていたが、補助金支出事業であれば商談

成立件数、プロモーション事業であればプロモーション対象となる県内産業の売上高等、

事業評価を有効に行うためにより適切な事業目標を設定するべきである。 
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No.7 力強い経営体育成対策事業（担当課：農林水産部農産課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である平成 30

年度力強い経営体育成対策事業入札結果等報告書、力強い経営体育成対策事業実施実績

表、補助事業完了確認書、財産管理台帳、農業用機械管理運用規定、各補助金交付要綱、

調査票、納品書、見積書、その他関連証憑を閲覧した。 
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７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】達成度の評価について 

 調査票の達成度の評価は、事業目標（水稲作付面積 10ha 以上の経営体数）を基に評

価をするルールである。しかし、事業目標ではなく、研修会開催数や収益力向上等の取

り組みを支援した地区数で評価をしている。そのため、達成度が B評価となっているが、

事業目標により評価を行った場合、達成度は 100%を超えているため、A 評価として判定

をすべきと考える。仮に、当該事業を研修会開催数や収益力向上等の取り組みを支援し

た地区数で達成度を測るべき状況であれば、それらの指標を事業目標にすべきである。 

 

（２）【意見】農業機械の購入先について 

補助金申請者の中に親族からの農業機械の購入に対して申請をしている者がいた（当

該農業機械の購入金額は、7,059 千円であった）。規定では相見積もりによることで競

争原理に基づいた適正な事業費となると判断しているため、親族からの購入に制限はな

かった。しかし、親族からの購入である場合には、例えば、親族以外の相見積もり先か

らの見積もりを甘くするなど、不公正な取引として利用をされる恐れがあるため、取引

上の合理性をより慎重に検討することが必要である。県では購入先が親族であることを

事前に把握できていなかったが、取引の全体像を事前に把握し、その合理性を事前に確

かめる仕組みが必要と考える。 
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No.8 中小企業 U ターン就職促進奨学金返還支援事業（担当課：産業労働部労働雇用

政策課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である奨学金返

還支援制度導入企業一覧、中小企業 U ターン就職促進奨学金返還支援事業補助金交付要

綱、平成 30 年度中小企業 U ターン就職促進奨学金返還支援事業補助金交付額確定通知

書、その他関連証憑を閲覧した。 

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



 

 

  53 

７．指摘事項及び意見 
 当該事業の「効率性」に関する評価について、第 4 に記載以外は特になし。 

 

No.9 看護師等就労促進事業（担当課：保健福祉部医療推進課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 

 
５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である平成 30

年度 ナースキャリアアップ推進事業 委託料積算根拠、平成 30 年度岡山県ナースセ

ンター事務契約書、見積書、その他関連証憑を閲覧した。 

 
７．指摘事項及び意見 
 当該事業の「効率性」に関する評価について、第 4 に記載以外は特になし。 
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No.10 ぶどうの供給力強化緊急対策事業（担当課：農林水産部農産課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

  
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である補助金変

更交付申請書、事業計画（事業実績）総括表、平成 30 年度岡山県農林水産業統合補助

金（強化対策事業）変更交付決定通知書、補助事業実績報告書、平成 30 年度 農林補

助事業実地調査復命書、請求書、支出負担行為決議書兼支出命令書、その他関連証憑を
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閲覧した。 

 

７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事業目標について 

当該事業は重点施策（マーケティングの強化とブランディングの推進）に紐づく事務

事業であり、施策の成果指標である 2 つの生き活き指標（「農林水産業産出額」、「県産

果物の販売金額等（首都圏販売金額）」）の達成のため、ぶどうの供給力を増やすことを

事業の目的としている。 

本事業では、事業目標として「農林水産業産出額」の内訳項目である「園芸作物産出

額」を採用しているが、「園芸作物産出額」という指標は、 

① 単価と生産量の積によって求められるが、単価はその時の需給によって変動し

てしまう。 

② ぶどうだけではなく、花、野菜、果樹全般が含まれる。 

③ 事業としては新改植、果樹棚、ハウス、機械導入等へ補助金を出すものであり、

産出額が増えるまでにいくらかのタイムラグがある。 

といった問題点が含まれる。よって、事務事業の活動量を測る指標として、ぶどうの生

産量ないし、栽培面積等の本事業による効果を直接測ることが出来る指標が望ましいと

考えられる。 
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No.11 1 歳からの緊急対策事業（担当課：保健福祉部子ども未来課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である予算事業

費の積算内訳、補助金交付についての決裁書、支出命令書、請求書、補助金交付要綱、

事務分掌調査票、その他関連証憑を閲覧した。 
 
７．指摘事項及び意見 
 当該事業の「効率性」に関する評価について、第 4 に記載以外は特になし。 
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No.12 緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業（担当課：都市局建築指導課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 

 

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



 

 

  61 

 

 
４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 
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６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である事業目標

の実績値の集計資料、県費補助実績の資料、事業費の節別明細書、補助金の額の確定の

決裁書、交付決定通知書、支出命令書、その他関連証憑を閲覧した。 
 
７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】生き活き指標の設定について 

「緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」は、重点施策である「防災施設整備や公

共施設等の耐震化の推進」の中の 1 事業である。 
重点施策「防災施設整備や公共施設等の耐震化の推進」の生き活き指標は、「護岸等

の整備により高潮被害が解消される防護面積及び戸数」であり、この重点施策に紐づく

事務事業は、次のとおりである。 
① 緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業 
② ふるさとの川リフレッシュ事業 
③ 土砂災害防止施設整備事業 
④ 高潮対策事業 
⑤ 高潮・老朽化対策事業 
⑥ 医療施設耐震化促進事業 

この中で、生き活き指標に実質的に対応しているのは、④と⑤のみと思われる。 
施策の達成レベルは、生き活き指標達成度と事務事業達成レベルを 4：1 で加味して算

出するため、生き活き指標に重点が置かれており、実質的に対応している事業が少ない

と、偏った評価となる。 
 偏った評価とならないように生き活き指標を設定すべきである。例えば、複数の指標

を設定するか、施策を分けてそれぞれ設定することが考えられる。 
 

（２）【意見】事務事業調査シートにおける予算数値の記載について 
事務事業調査シートに記載されている「予算事業費」の数値は、補正予算となってい

る。この事業については、 
2018 年度 当初予算 26,250 千円⇒補正予算 16,215 千円に減額。 
2019 年度 当初予算 26,250 千円⇒補正予算 22,187 千円に減額。 

 いずれも、事業の進捗状況が悪いため、予算を減額したとのことである。しかし、調

査シートには、補正予算の金額が記載されているため、事業が当初の予定どおり順調に

進捗したように見えている。 
 事務事業調査シートの「予算事業費」には当初予算を記入するか、追加で記載し、事

業の進捗状況がわかるようにすることが望ましい。 
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No.13 ふるさとの川リフレッシュ事業（担当課：土木部河川課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である支出負担

行為決議書兼支出命書、請求書、見積書、委託業務完成届、契約書、請書、その他関連
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証憑を閲覧した。 
 

７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】生き活き指標を用いた事業目標の見直しについて 
 当該事業の事業目標である「洪水被害のリスクが高い箇所の解消」について、2017 年

度の実績値 53 件が 2018 年度の目標値 30 件を大幅に上回っているが、2018 年度の目

標値の見直しを行っておらず、目標値が評価指標基準として意味を持たなくなっている

（2019 年度も同様）。この事業目標は生き活き指標を用いることから、目標値は 4 か年

総合計画「新晴れの国おかやま生き活きプラン」で議会承認を得たものを利用している

ため、総合計画進行期には目標値の見直しは行わないということであった。事業目標に

生き活き指標を用いる場合、各年度の事務事業評価を有意義なものにするためにも、明

らかに目標値と実績値に乖離がでてきたものについては目標の見直しを行うべきであ

る。 
 
  

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



 

 

  66 

No.14 生き活きメンテナンス事業（担当課：土木部道路建設課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である委託契約

書、市町村 職員点検実施状況、市町村毎の研修参加者数の資料、その他関連証憑を閲

覧した。 
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７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事業目標について 

事業目標を「橋梁点検研修の受講者数」としているが、市町村職員へ研修を実施する

ことは橋梁管理の補助的な活動であると考えられる。そのため、橋梁管理に対する寄与

度の大きい別の指標を事業目標とするべきである。例えば、橋梁の維持管理費用の縮減

の取組みとして、1）効果的な長寿命化対策、2）効率的な点検手法の導入を行っており、

「生き活きメンテナンス ～橋梁長寿命化県を目指して～」の資料には 770 百万円の想

定縮減額が認められるとの記載があることから、維持管理費用の縮減額を事業目標とし

て採用することも 1 つの案であると考えられる。 
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No.15 地域の絆で守る！子どもや高齢者の安全・安心推進事業（担当課：県民生活部

くらし安全安心課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である予算事業

費の積算内訳、委託契約書、見積書、委託業務完了確認書、支出負担行為決議書兼支出

命令書、請求書、事務分掌調査票、その他関連証憑を閲覧した。 
 

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



 

 

  71 

７．指摘事項及び意見 
（１）【指摘】従事職員数の集計誤りについて 
 従事職員数は、当該事業に携わった職員の概算人件費を計算する基礎となるもので、

県の事務事業評価シートの作成要領によると、人事課の事務分掌調査を参考に、担当職

員の従事職員数を入力することとされている。しかし、当該事業については従来から従

事職員数について「1.0」と入力したまま、変更していなかったとのことである。そのた

め、概算人件費の金額は、当該事業の従事職員数に単価として 8,000 千円をかけて算出

することから、8,000 千円かかったこととなっていた。しかし、実態としての従事職員

数は、担当課へのヒアリングと事務分掌調査票の査閲によると、0.4 人を特殊詐欺防止

に関する 2 つの事業で配分したものが適切とのことであった。これを考慮すると、当該

事業に係る概算人件費は 3,200 千円以下となる。概算人件費の計算を誤ると、費用対効

果を勘案した有効な事務事業評価を行うことができないおそれがある。したがって、概

算人件費を正確に計算し、事務事業評価を有効に行うためには、事業に携わった従事職

員数を適切に集計する必要があった。 
 
（２）【意見】事業評価の「達成度」の評価結果誤りについて 
 「達成度」に関する評価については、「第５．包括外部監査の結果（各論）Ⅰ．事務事

業評価の仕組み」に記載のとおり、A：高い（100％以上できた）、B：やや高い（80％
以上できた）、C：やや低い（60％以上できた）、D：低い（60％未満しかできなかった）、

の 4 段階で評価することとなっている。当該事業の 2018 年度の「達成度」の評価は、

事業目標である「特殊詐欺被害額」の目標値 606,800 千円に対する、実績値 382,800 千

円により判断される。当該目標は削減目標のため、2018 年度は実績値が目標値を大幅

に下回っており、県の事務事業評価の方法によれば、「A」評価となる。しかし、上記事

務事業調査シートでは、達成度の評価は「B」としていた。これは、年度目標値は達成

したものの、特殊詐欺被害額は 2016 年度の水準に戻ったに過ぎないことから、担当課

が自主的に「B」評価に下げたとのことである。このような自主的な判断が入った要因

は、削減目標の目標値 606,800 千円が高すぎることにあると思われる。2018 年度、2019
年度ともに、実績値が目標値の 5 割～6 割程度である。目標値自体は、2014 年度～2016
年度の平均値 948,000 千円から毎年 20％削減を目標値として設定していたとのことで

あるが、現状の目標値としてはそぐわないものとなってきている。また担当課へのヒア

リングによると、金額を指標にした場合、その年に数件被害額が大きい案件があれば金

額が跳ね上がるので、事業目標を被害件数にすることも考えられるとのことである。事

務事業評価を有効に行うために、目標値の適宜の見直しや事業目標を現在の特殊詐欺被

害額と特殊詐欺被害件数の複数にする等の検討を行うべきである。 
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No.16 特殊詐欺の被害防止を推進するための事業経費（担当課：警察本部生活安全部） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である委託契約

書、決裁書、業務実績報告書、事業完了届、支出負担行為決議書兼支出命令書、請求書、

その他関連証憑を閲覧した。 
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７．指摘事項及び意見 
（１）【指摘】概算人件費の集計について 
 当該事業は、特殊詐欺の被害防止を図ることを目的とし、特殊詐欺に対する危機意識

の高揚に向け効果的な広報活動を実施するとともに、金融機関等における水際対策を推

進しており、担当課は警察本部生活安全部生活安全企画課である。当該事業のように担

当が警察本部である場合には、上記事務事業調査シートへも県が事務事業評価に使用し

ている事務事業評価シートへも概算人件費の集計が行われていない。これは、県の事務

事業評価シートの作成要領によると、概算人件費の算出について人事課の事務分掌調査

を参考に行うこととなっているが、警察本部については事務分掌調査を行っていないこ

とから概算人件費の算出をしていなかったとのことである。事務事業評価を効果的なも

のにするためには、実施する事務事業別に全てのコストを把握し、費用対効果の観点か

らも事業を評価する必要がある。したがって、担当が警察本部である場合にも、他の事

務事業と同様に概算人件費を集計するべきであった。 
 
（２）【意見】事業目標の設定について 
 当該事業については、事業目標が設定されていない。そのため、事業評価の達成度の

項目について、担当課の主観により評価結果を決定している。これについては担当が警

察本部である場合、事業目標を設定しにくい場合が多いことから、県は事務事業評価に

使用している事務事業評価シートへの事業目標の未記載を容認していたとのことであ

る。事務事業を効果的・効率的に運用し、事務事業評価を有効に行うためには、担当が

警察本部である場合についても他の事務事業と同様に、事業目標を設定し、当該目標を

基に事務事業評価を行うべきである。 
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No.17 地域活力創出推進事業（担当課：県民生活部中山間・地域振興課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 
（16 事業一覧） 

 
 
以下に各事務事業の概要を示す。 
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２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である各事業に

係る支出負担行為決議書、請求書、その他関連証憑を閲覧した。 
 
７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事業目標について 
  当該事業は取りまとめ役となる県民生活部中山間・地域振興課で予算取りした上で
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県民局（備前県民局、備中県民局、美作県民局）に均等に配分し、各県民局が新晴れの

国おかやま生き活きプランの地域別構想を踏まえ、中山間地域の活力創出に寄与する事

業を計画し、実行しているものである。 
 本事業の事業目標は取り組んだ事業数となっており、平成 30 年度においては目標値

17 事業に対し、3 県民局で計 16 事業が計画され、新晴れの国おかやま生き活きプラン

の地域別構想を踏まえた事業が実行された。 
 ここで事業目標となっている事業数は、例えば目標を達成しようと事業規模を小さく

し、事業数を増やせば達成可能な指標であるが、実態は各県民局が必要な事業を選定す

ると概ね目標の事業数となっているに過ぎない。 
 本来、事業目標は限られた予算の中で効率的に事業を行い、その達成度を測るもので

あるから、事業数を事業目標とすることは適切とは言えない。 
 例えば、平成 30 年度に実施した 16 事業の中にある、販路開拓支援事業であれば、支

援事業者数や、成立した商談件数などが考えられ、コミュニティビジネス推進事業であ

れば、新規ビジネスプランの応募件数などが事業目標として適切と考えられる。 
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No.18 電気自動車等普及促進事業（担当課：環境文化部新エネルギー・温暖化対策室） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である補助金の

交付実績一覧、補助金の額の確定の決裁書、支出負担行為決議書、支出命令書、その他

関連証憑を閲覧した。 
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７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事務事業調査シートにおける予算数値の記載について 

事務事業調査シートに記載されている 2018 年度の「予算事業費」の 8,040 千円は、

補正予算の金額となっている。当初予算は 18 百万円であったが、急速充電設備設置の

補助をする事業が計画より少なかったため、減額したとのことである。 
事務事業調査シート上、補正予算の金額を記載することにより、事業が当初の予定ど

おり順調に進捗したように見えている。 
 事務事業調査シートの「予算事業費」には当初予算を記入するか、追加で記載し、事

業の進捗状況がわかるようにすることが望ましい。 
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No.19 空き家等除却支援事業（担当課：都市局建築指導課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である補助金の

額の確定の決裁書、支出負担行為変更決議書、支出命令書、その他関連証憑を閲覧した。 
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７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事業目標について 

事業目標は空き家等の除却件数としており、2017 年度実績の 110 件から、毎年 20 件

ずつの増加を見込み、2018 年度は 130 件、2019 年度は 150 件としている。 
これに対して実績は、2018 年度は 180 件、2019 年度は 173 件と、目標を大幅に超え

て達成している。 
しかし、この状況から、本来はこれ以上のニーズがあり、事業規模が小さすぎる可能

性も考えられる。 
これを適切に評価するには、除却が必要な空き家等がどのくらいあるかを把握し、そ

の内、この事業によりどのくらい除却できたかを目標とすることが望ましい。 
ただし、除却が必要な空き家等を、各市町村で同じレベルで判断するのは難しいと思

われるので、例えば特に危険で問題がある「特定空家等」の把握から実施することが考

えられる。 
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No.20 空き家利活用支援事業（担当課：都市局住宅課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である平成 30
年度空き家利活用支援事業業務委託仕様書、見積書、契約締結伺、業務委託契約書、再
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委託承諾願、業務完了報告書、支出負担行為変更決議書、その他関連証憑を閲覧した。 
 
７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事業目標について 

当該事業の事業目標は、空き家利活用支援事業を活用した市町村数としている。これ

は空き家対策の推進に関する特別措置法が平成 27 年 5 月に全面施行されているもの

の、空き家問題に対する市町村の取組には温度差があり、そうした市町村を支援する県

の立場から、事業目標を「事業を活用した市町村の数（累積値）」と設定したものであ

り、趣旨は理解できる。 
しかし、平成 30 年度の本事業を活用している市町村を見ると偏り（空き家コンシェ

ルジュ派遣事業として合計 16 件の利用があるが、そのうち 1 つの市町村からの利用が

10 件を占めている）があり、事業の実施が評価（事業目標）に必ずしも結び付いていな

い。 
 当事業の推進により、空き家支援事業の実績が積み重なり、結果的に支援事業を活用

した市町村数が増加すると考えられるが、上述した通り空き家問題に対する市町村の取

組には温度差があるため、当事業を活用する件数が増加しても、仮に同じ市町村ばかり

が活用した場合は「事業を活用した市町村の数」は増加せず、当事業が評価されないこ

とにつながることから、当支援事業の活用件数等、事業の活動実績を適切に測る事業目

標を検討すべきと考えられる。 
 
（２）【意見】再委託について 
 当該事業は、岡山県住宅リフォーム推進協議会を委託先として、4,999 千円の業務委

託契約を締結している一方で、業務の一部、金額にして 2,778 千円の業務について特定

非営利活動法人みんなの集落研究所を委託先として再委託を行っている。 
 上記岡山県住宅リフォーム推進協議会と県との委託契約は随意契約により締結され

ているが、随意契約によっている理由は、随意契約ガイドラインの運用基準第 3 第 2 号

(3)③「業務遂行上の経験、知識などを特に必要とし、業務に精通した者に業務を行わせ

る必要がある場合」に該当するため、となっている。 
 再委託については、委託契約上は第 8 条但し書きに記載の通り、県の承諾があれば可

能であるが、そもそも当事業を岡山県住宅リフォーム推進協議会に随意契約により委託

している理由が上記に記載の通りであるのであれば、業務委託費の 50％超を占める業

務内容の再委託が行われる理由が不明となる。 
随意契約ガイドラインでは、随意契約を締結した委託先が“大部分の”業務を再委託

のないよう留意するとしているが、当業務の場合、“過半の”業務を再委託している。

業務をより迅速に行うため、業務委託費の一部を再委託することは認められるが、随意

契約理由（「業務遂行上の経験、知識などを特に必要とし、業務に精通した者に業務を

行わせる必要がある場合」）に鑑みて、随意契約ガイドラインの慎重な適用が求められ

る。 
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No.21 アートで地域づくり実践講座事業（担当課：環境文化部文化振興課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



 

 

  98 

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である予算事業

費の積算内訳、「アートで地域づくり実践講座実行委員会予算管理簿」、請求書、領収書、

事務分掌調査票、その他関連証憑を閲覧した。 
 
７．指摘事項及び意見 

当該事業の「効率性」に関する評価について、第 4 に記載以外は特になし。 
 
No.22 オリンピアン・パラリンピアン育成事業（担当課：環境文化部スポーツ振興課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 

 
２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 
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３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 

 

 

 
４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 
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５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑であるオリンピ

アン・パラリンピアン育成事業実施要項、支出負担行為決議書、支出命令書、平成 30
年度補助金等交付申請書、平成 30 年度オリンピアン育成事業強化指定選手一覧、平成

30 年度オリンピアン育成事業 請求書、旅費計算書兼請求書、その他関連証憑を閲覧

した。 
 
７．指摘事項及び意見 

当該事業の「効率性」に関する評価について、第 4 に記載以外は特になし。 
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No.23 DV 対策（担当課：県民生活部男女共同参画青少年課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である事業実施

伺、業務仕様書、DV 被害者等相談・自立支援充実事業の積算根拠資料、見積書、事業
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計画書、支出計画書、契約締結伺、委託契約書、事業完了報告書、支出負担行為決議書、

その他関連証憑を閲覧した。 
 
７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】委託契約について 

当該事業の 2018 年度実績事業費 12,031 千円のうち、9,078 千円が DV 被害者等相

談・自立支援充実事業として委託業者に支払われている。委託契約書によれば、委託期

間は平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで（第 2 条）となっており、単年度

契約となっている一方で、事業実績報告書に添付されている支出内訳書をみると、ステ

ップハウス提供事業として、敷金 167 千円のほか、消耗備品 681 千円（生活用品・家

具）が計上されている。 
当該ステップハウス提供事業とは、DV 被害者等が一時的に居住できる生活用品を備

えたステップハウスを整備・管理し DV 被害者等への支援を行うものであるが、敷金や

生活用品・家具等は事業開始初年度に必要となる支出であるものの、複数年度に渡って

使用あるいは償却すべきものである。 
費消されない支出（例えば、敷金のように返還される支出）を経費として認めてしま

うと、仮に当事業を継続し、翌事業年度に別の事業者と契約する場合、初年度経費が再

度必要となる可能性がある。したがって、単年度契約を前提とするのであれば経費とし

て認める範囲を単年度内に費消される支出に限定するか、複数年度契約を検討するか、

又は事業者が変更する場合であっても、物品を継続して使用させることができる仕組み

を取り入れるべきであると考えられる。 
 
（２）【意見】支出内訳書について 

当該事業の事業実績報告書に添付されている支出内訳書には、公認会計士への会計監

査委託料負担分として 151 千円が計上されているが、県は当該会計監査の対象となっ

た計算書類や監査報告書を入手していない。 
会計監査委託料を支出経費として認めるのであれば、当該会計監査の対象となった計

算書類や監査報告書を提出させ、上記支出内訳書との整合性を確かめることは当事業に

支出した委託料が適切に使用されたことを確かめることにつながり、必要であると考え

られる。 
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No.24 首都圏アンテナショップ事業（担当課：産業労働部マーケティング推進室） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 
 

２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 

 

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



 

 

  105 

 
 

４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 
 

５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である鳥取県及

び岡山県による共同アンテナショップの開設に関する協定、鳥取県・岡山県共同アンテ

ナショップ物販店舗運営業務委託契約書、鳥取県・岡山県共同アンテナショップ飲食店

舗運営業務委託契約書、首都圏アンテナショップ実績報告書（岡山県議会産業労働警察

委員会資料）、その他関連証憑を閲覧した。 
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７．指摘事項及び意見 
（１）【意見】事業の達成度の評価について 

当事業の事業目標は、「全国における本県の認知度」となっており、2018 年度の目標

値 25 位に対して実績 27位であり、目標に及ばないため達成度 Aは適切でない。 

達成度 Aの評価とした理由について担当課にヒアリングしたところ、次の 2 点において

問題が発見された。 

1）達成度は「全国における本県の認知度」の他、アンテナショップの入館者、売上高、

販路開拓、マスコミへの露出などを総合的に判断して評価を行っている。 

2）ただし、事務事業評価の上で目標値を設定しているのは「全国における本県の認知

度」のみであり、それ以外の項目については目標値を定めていない。 

上記は 1）「行政評価の概要」に記載された事務事業評価の方法と異なっており、また

2）は目標を設定していなければ客観的な評価は行えない点で問題となる。 

 

（２）【意見】アンテナショップ事業の収支について 

アンテナショップ事業を収支の観点から見れば、県からの支出である建物賃借料とア

ンテナショップ運営協議会への負担金に対して、県への収入である物販・飲食店舗両運

営事業者からの売上高の５％に相当する納付金とコワーキングスペースや催事スペー

スの利用料では、県の実質負担は単年度で１億円超となっている。アンテナショップに

は、物販・飲食の収益部門以外に、情報コーナーや移住・しごと相談コーナーなど公的

な機能もあり、収益だけでは賄いきれない部分もあるが、県の実質負担が少しでも減る

よう、収入を増やす努力が必要である。 

以下は各年度の収支（岡山県分）を時系列に並べたものである。 
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No.25 晴れの国おかやまファンクラブ会員獲得作戦（担当課：総合政策局公聴広報課） 
１．事務事業の概要（事務事業調査シートより） 

 

 
２．事務事業の金額推移（事務事業調査シートより） 

 
 

３．2019 年度事務事業評価（事務事業調査シートより） 
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４．成果指標と関連する事務事業（事務事業調査シートより） 

 

 
５．他自治体の状況（事務事業調査シートより） 

 
 

６．実施手続 
県単費事業に関する事務の合規性、必要性及び妥当性、事務事業評価の仕組みの妥当

性について検証するにあたり、担当課にヒアリングを実施し、関連証憑である事業実施

伺、業務仕様書、見積書、契約締結伺、委託契約書、納品書、請求書、支出負担行為決

議書、その他関連証憑を閲覧した。 
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７．指摘事項及び意見 
当該事業の「効率性」に関する評価について、第 4 に記載以外は特になし。 
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第６．包括外部監査の結果（まとめ） 

岡山県では「新晴れの国おかやま生き活きプラン」を策定し、当該プランを総合的、

効果的に推進するために、政策評価、施策評価及び事務事業評価の三層構造で行政評価

を行い、必要な見直しや改善を行うための PDCA サイクルを構築している。 

県では平成 29 年 3 月に「岡山県行財政経営指針」を策定し、限られた資源を最大限

に有効活用し、より効率的、効果的な行財政経営を目指しているところであるが、新型

コロナウイルス感染症対応など新たな課題がでてくる中で、限られた資源を最大限有効

活用することは、ますます重要になってくる。 

本年度の包括外部監査では、県が実施する事務事業において、必要性をどのように考

えたうえで業務を行っているかを検証し、さらに実施した事業について事後評価を適時

適切に実施しているか等を監査した。 

具体的には、25 の県単費事業を抽出し、県単費事業に関する財務事務の合規性、合

理性、事務事業評価の仕組みの妥当性の 3 つの着眼点に基づき検討を行った。 

本文では、事業ごとに意見を述べているが、フルコストの適切な集計、仕様書の適切

な設定、事業目標と効率性の評価基準の適切な設定の観点で取りまとめてみた。 

 

フルコストの適切な集計 

 サンプルとした県単費事業には、フルコストの適切な集計がなされていない事業があ

った。具体的には、概算人件費の集計が適切でなかった事業や事業費の集計が網羅的に

集計されていないと考えられる事業が識別された。 

 行政サービスの活動を正確にとらえるためには、関連するコストを網羅的かつ正確に

把握する必要がある。これによって、行政サービスごとのコストの全体像が県民にわか

りやすく示されるとともに、行政担当者のコスト意識が高まり、行政活動の効率化・適

正化が期待されるからである。 

 事業の成果を適切に評価するためには、フルコストの網羅的かつ正確な把握が前提と

なることを理解し、網羅的・正確な集計に努めるべきである。 

  

仕様書の適切な設定 

 サンプルとした県単費事業には、委託業務に関する仕様書において、OS（Operating 
System、基本ソフトウェア）の設定は示されていたもののサポート期間が満了してい

るバージョンとなっていたことでセキュリティ対策が不十分であり、また更新のため

の予定外の支出（ホームページのリニューアル）が必要となった事業があった。 

 仕様書は、事業目的が達成されるために不可欠の要件を示したものである。特に継続
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的な事業の場合には、必要な更新が適切になされているかに留意する必要がある。 

 

事業目標と効率性の評価基準の適切な設定 

 サンプルとした県単費事業には、事業目標の設定がなされていない事業、事業目標の

達成にマッチしないと思われる目標設定がなされている事業があった。また、効率性の

観点での事業評価において、評価基準があいまいな事業があった。 

 事業評価が、PDCA サイクルの一環で行われるものである。評価を適切に行うために

は、その前提として事業目標が、事業の対象・手段・意図に照らして適切に設定される

必要がある。 

また、評価基準が適切に設定されないと評価が主観的になる。事業の効率性について

は、コスト削減の可能性をふまえ、手法の妥当性を評価する明確な評価基準を設定して

いく必要がある。 

  

各事務事業においてコスト意識を適切に反映した適切な財務事務が遂行され、より効

率的・効果的な行財政経営につながることを期待したい。 

 

以 上 
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令和元年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況

選定した特定の事件（監査テーマ）

「試験研究機関及び関連機関における財務事務の執行及び管理運営について」

監査の結果等（要約） 措置状況

第２ 包括外部監査の結果（総論）

２．各センター共通の意見

（１） 研究活動管理事務

【意見】調査研究計画書等における研究コストには、事業費及び常勤職員人件費以外

の直接費用及び間接費用も含めるべきである。

「費用対効果」とは、ある費用（コスト）

を消 費 した と き、 ど れだ け 効果 が ある か と

いう こ とを 測 定す る 概念 で あり 、 逆に 言 え

ば、ある効果をあげるのにどれだけ費用（コ

スト ） を消 費 した か を把 握 する 概 念と も い

える。研究活動に「費用対効果」という発想

は馴染まないという考えもあるが、「限られ

た行 政 資源 を 有効 に 活用 し 、試 験 研究 を 効

率的・効果的に推進するため」という岡山県

の「試験研究評価に関する指針」の趣旨から

しても「費用対効果」と無関係に研究活動を

実施 す るこ と はで き ない と いえ る 。個 々 の

研究 成 果の 顛 末を 明 らか に し、 期 待さ れ る

成果はでたのか（効果面）、成果がでたので

あれば費用（コスト）はそれに見合っている

かどうか（費用面）を評価するために、まず

は各 研 究の 研 究計 画 書等 に おい て 、研 究 の

費用（コスト）を適切に把握しなければなら

ないと考える。

企 業会 計 審 議 会が 設 定 した 「 原 価 計算 基

準」第 1 章原価計算の目的と原価計算の一

般的基準 3 原価の本質において、「原価」

は、経済価値の消費であり、経営において作

り出 さ れた 一 定の 給 付に 転 嫁さ れ る価 値 で

あり 、 その 給 付に か かわ ら せて 把 握さ れ た

ものとされている。また、企業会計審議会が

設定した「研究開発費等に係る会計基準」二

研究 開 発費 を 構成 す る原 価 要素 で は、 研 究

開発費には、人件費、原材料費、固定資産の

減価 償 却費 及 び間 接 費の 配 賦額 等 、研 究 開

発の た めに 費 消さ れ たす べ ての 原 価が 含 ま

れるとされている。

こ の企 業 会 計 の考 え 方 を参 考 に す るな ら

ば、研究開発機関における費用（コスト）は、

この 研 究成 果 に転 嫁 され る 価値 で あり 、 そ

れを 適 切に 評 価し よ うと す るな ら ば、 直 接

地方自治体では、現金主義会計を基本

と し て い る こ と か ら 減 価 償 却 費 等 間 接

経費の把握等には課題があるが、統一的

な 基 準 に よ る 地 方 公 会 計 制 度 の 取 組 や

行 政 評 価 等 そ の 他 の 評 価 制 度 の 状 況 も

踏まえ、間接費用の適切な把握方法につ

いて研究してまいりたい。
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原価 の みな ら ず、 非 常勤 職 員の 人 件費 や 当

該研 究 のみ に 使用 す る機 械 設備 の 減価 償 却

費などのその研究の直接費用（コスト）であ

るも の につ い ては 当 然の こ とな が ら、 研 究

所建 物 等の 共 用資 産 の減 価 償却 費 や事 務 職

員の給与などの間接費用（コスト）について

も研 究 計画 書 等に お ける 予 算の 範 囲に 含 め

るべきである。

（２） 支出及び契約事務

【意見】物品以外の重要な修繕費の特命随意契約についても公表すべきである。

現 在 、岡 山 県 で は 、 特 命 随意 契 約 に つ い

て、物品の修繕については 100 万円以上の

契約 が 公表 さ れ てい るが 、 物品 以 外 の建 物

等の修繕については、公表されていない。一

般的 に 建物 等 の 修繕 の方 が 金額 も 大 きく 、

重要 な 契約 が 多 いと 思わ れ るこ と か ら、 同

様に公表することが望まれる。

現行では、特命随意契約公表の対象と

しては、物品調達及び業務委託関係のみ

となっているが、建物等の修繕について

も公表すべきものと考えており、今後、

そ の 方 法 等 に つ い て 検 討 し て ま い り た

い。

第４ 包括外部監査の結果（各論）

１．環境保健センター

（１） 研究活動管理事務

【意見】情報化推進会議について、開催頻度等あり方を再検討するべきである。

情報化推進会議について、要綱には「原則

として 1 ヶ月に 1 回の会議を行う。」ことと

なっているが、平成 30 年度における情報化

推進会議の開催は平成 30 年 5 月 28 日の 1

回のみであった。また、「情報化推進要綱」

の最終改訂施行日は平成 21 年 4 月 1 日なっ

ており、最終改訂からすでに 10 年以上経過

して い るこ と から 、 要綱 内 容に つ いて そ の

見直 し の要 否 につ い て再 検 討す る こと が 望

まれる。

情報化推進要綱の内容を見直し、改正

した。

会議の開催頻度については、業務の達

成のため、必要に応じて開催することと

し、令和２年度は３回開催した。

【意見】環境保健センター調査研究等検討協議会の開催手法を検討すべきである。

環 境保 健 セ ン ター 調 査 研究 等 検 討 協議 会

について、平成 30 年度は、構成員委員の日

程が 合 わず 会 議の 開 催は な く、 書 面会 議 と

なっていた。今後も、要綱どおりの会議自体

の開 催 が日 程 調整 等 の都 合 上難 し い場 合 が

ある の であ れ ば、 書 面会 議 より も 協議 の 活

性化 が 期待 さ れる テ レビ 会 議や 電 話会 議 等

による開催方法を検討すべきである。

開催方法を見直し、令和２年度の当該

協議会は、環境関係は 11 月に、保健関

係は 12 月にそれぞれ web 会議の形式で

開催した。

（２） 収入事務
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該当なし

（３） 支出及び契約事務

【意見】岡山県と岡山市の地方衛生研究所の効率的な事業の実施について再考すべき

である。

大 阪 では 、 大 阪府 立公 衆 衛生 研 究 所と 大

阪市立環境科学 研究 所が統合し、地 方独 立

行政法人大阪健 康安 全基盤研究所を 設立 し

た。大阪府と大 阪市 のエリア内での 二重 行

政の観点から統 合し たものだが、統 合か つ

地方独立行政法 人へ の移行により、 パン デ

ミックへの対応、機動性、自立的経営による

機能強化なども検討されていた。

岡 山県 環 境 保 健セ ン タ ーと 岡 山 市 保健 所

衛生 検 査セ ン ター に つい て 、現 状 では 役 割

分担 が なさ れ てい る との こ とで あ るが 、 一

つの 法 人と す るこ と で、 危 機事 象 発生 時 に

おい て 柔軟 な 対応 が 可能 に なる の では な い

かと思われる。また、現状においても多額の

設備・機器等の修繕料が発生している中、今

後は さ らに 設 備・ 機 器等 の 老朽 化 が進 み 更

なる 財 政負 担 が発 生 する と 思わ れ るが 、 統

合により、検査機器等の重複がなくなり、費

用削 減 効果 も 期待 で きる 。 大阪 府 と大 阪 市

のよ う に統 合 する こ とは 難 しい と いう こ と

であれば、検査や感染症への対応、環境汚染

への 対 応な ど につ い て、 岡 山市 と 合同 又 は

連携 し て実 施 した 方 が効 率 的、 効 果的 に 実

施で き る事 業 はな い か、 更 なる 検 討が 望 ま

れる。

岡山県と岡山市は、平成２５年４月１

日付けで、平常時から、地域保健対策に

関する情報交換等を行うとともに、健康

被 害 の 発 生 時 に お け る 必 要 な 協 力 を 行

うなど、緊密な連携を図ることを基本的

事項として、「地方衛生研究所設置要綱

に 基 づ く 試 験 検 査 及 び 調 査 研 究 に 関 す

る包括協定」（以下「包括協定」という。）

を締結したところである。

岡山市保健所衛生検査センターでは、

設 備 面 等 に よ り 実 施 困 難 な 検 査 が あ る

ことから、一定レベル以上の検査につい

ては、この包括協定に基づき、岡山県と

共同で実施しており、岡山市が必要経費

の負担をする枠組みとなっている。

このほか、岡山県環境保健センターで

は 岡 山 市 職 員 を 特 別 研 修 生 と し て 受 け

入れ、県職員と共同で調査研究を行うな

ど、人的にも両者の連携を深めている。

こ う し た 連 携 体 制 が 構 築 さ れ て い る こ

とから、新型コロナウイルス感染症に係

るＰＣＲ検査の実施においても、岡山市

か ら の 派 遣 職 員 も 含 め た 検 査 体 制 に よ

り、日々持ち込まれる検体に的確に対応

している。

今 後 も 、 こ の 包 括 協 定 を 踏 ま え な が

ら、連携の向上に努めるとともに、より

よ い 連 携 の あ り 方 を 検 討 し て ま い り た

い。

（４） 財産及び物品管理

該当なし

（５） 人事評価及び勤怠管理

該当なし

２．工業技術センター

（１） 研究活動管理事務

【意見】出前講座の提供件数を増やすための仕組みを検討するとともに、出前講座の

必要性について、再検討すべきである。
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工 業技 術 セ ン ター の 成 果の 普 及 手 段の １

つで も ある 出 前講 座 につ い て、 よ り広 く 均

等に サ ービ ス 提供 す るた め のさ ら なる 仕 組

みづくりが必要である。また、同時にその必

要性についても再検討し、年間 20 件の枠が

需要 に 対し て 過大 で ある と 判断 さ れる な ら

ば、当該枠を削減し、削減分の人的資源等を

他の重点業務にあてるべきと考える。

本講座は、企業からの要望に基づき、

職 員 が 企 業 に 出 向 い て 希 望 分 野 の 入 門

編的な知識を紹介し、企業の研修会をサ

ポートするものであるが、本年度当初、

コ ロ ナ 渦 の た め に や む を 得 ず 受 付 を 停

止した。そこで、新たな取組として、本

講 座 の プ レ ゼ ン 資 料 を 提 供 す る こ と と

したところ、１２社から計２１講座の申

請があった。

また、過去５年間で計６７講座を実施

し、アンケートでは、業務に活用できそ

うとの意見を多数いただくなど、好評を

得ている。このことから、十分な実績と

効果があり、本講座の必要性は高いと考

えている。

なお、人的資源等を鑑み、年間２０件

を限度に開催しているところであるが、

枠 を 削 減 す る こ と は 企 業 に と っ て 受 講

機会の喪失につながるため、当該枠の削

減は行わない。

（２） 収入事務

【意見】工業技術センターの設備開放利用について、利用促進のために利用者の意見

を取り入れることが望ましい。

設 備開 放 利 用 につ い て 、設 備 使 用 制度 に

基づ く 利用 実 績が な い機 器 が見 受 けら れ る

ことから、利用促進のために、利用者の意見

を取 り 入れ る こと が 望ま れ る。 例 えば 利 用

者ア ン ケー ト など を 実施 し て、 要 望を 分 析

し、 利 用促 進 に繋 が る方 法 を検 討 する こ と

が考えられる。

また、毎年、機器についての棚卸を実施し

てい る との こ とな の で、 現 物を 確 認す る と

同時に、より一層、機器の利用状況も詳細に

把握し、利用されていないものについては、

今後 セ ンタ ー とし て 必要 か どう か 検討 し 、

必要 性 がな い と判 断 した も のに つ いて は 、

別の 部 署へ の 異動 や 、売 却 を検 討 する こ と

が望ましい。

機器整備にあたり、技術相談や設備利

用 の 際 に 寄 せ ら れ る 意 見 や 要 望 等 を 分

析し、企業の利便性の向上等を勘案した

うえで、当センターの研究開発での必要

性 や 維 持 費 な ど を 考 慮 し て 総 合 的 に 判

断を行っている。なお、当センターにお

け る 研 究 開 発 の 推 進 が 機 器 導 入 の 第 一

目的であり、研究での利用に加えて、開

放利用にも供しているところである。そ

のため、研究開発の推進のために職員が

利用しているものの、設備使用制度に基

づ く 利 用 実 績 が あ る 年 も あ れ ば な い 年

も あ る 機 器 が 一 定 数 生 じ る こ と は や む

を得ないと考えている。

また、機器の必要性を随時判断し、将

来 に わ た っ て 利 用 が 見 込 ま れ な い と 判

断したものについては、適切に処分を行

っている。

【意見】工業技術センター業務報告書における「設備利用業務」の「地域別取扱状況」

の企業数について実態を表す社数を記載すべきである。
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設 備 開放 利 用 に つ い て は 、使 用 料 を 徴 収

して い るも の の 、県 で実 施 して い る サー ビ

スで あ るこ と か ら、 偏り な く広 く 利 用さ れ

ることが望ましい。そのためには、利用企業

数の実績を把握する必要がある。「業務報告

書」には、利用企業数の実態がわかるデータ

を集 計 して 、 実 績と して 報 告す べ き と思 わ

れる。

「業務報告書」に、利用企業の実態が

把握できるデータとして、取扱いのあっ

た事業所数を新たに記載する。

【指摘事項】受託研究費の単価の積算は規程通りに計算すべきである。

【意見】受託研究費の単価の計算基礎と設備利用の機器の単価の計算基礎はあわせる

ことが望ましい。

研究費積算の内、設備維持管理費（実際は

設備 の 取得 原 価の 償 却費 相 当額 で ある ） に

つい て 、 1 時 間当 た りの 単 価 を算 出 す る 際

に、「岡山県工業技術センター受託研究費徴

収規程」では、2,000 時間を使用するところ

を、平成 29 年度の職員の延べ勤務時間数の

実績時間である 1,891 時間を使用していた。

規 程ど お り の 計算 式 で 単価 を 計 算 すべ き

である【指摘事項】。

な お、 設 備 開 放利 用 の 機器 の 使 用 料の 単

価の 計 算に お いて も 、設 備 の償 却 費相 当 額

が積算されるが、その「平成 29 年度使用料・

手数料単価表」においては、「1,900 時間と

する。（1,891 時間を切り上げ。）」となっ

て お り 、 そ れ ぞ れ の 規 程 等 々 で 、 実 績 の

1,891 時 間 を 使 用 す る か 、 1,900 時 間 か 、

2,000 時間か異なっているため、誤りが生じ

やす い と思 わ れる 。 統一 す るこ と が望 ま れ

る【意見】。

研究費積算のうち、設備維持管理費に

ついては、「岡山県工業技術センター受

託研究費徴収規程」に基づく時間で単価

を再計算し、研究費に差額が生じた契約

については、相手方へ返還した。

なお、それぞれの規程等々で設定され

ている時間については、計算の対象や性

質 が 異 な る こ と か ら 、 こ れ ま で ど お り

各々の時間で算定を行う。

（３） 支出及び契約事務

該当なし

（４） 財産及び物品管理

【意見】実施料算定基準について再考すべきである。

他 県の 試 験 研 究機 関 で は一 時 金 を 徴収 す

ると こ ろが 少 なく 、 知的 財 産を 県 内企 業 等

が利 用 しや す くな っ てい る 。岡 山 県に お い

てもこれに倣い、一時金を徴収せず、別の方

法で 出 願費 用 等を 回 収す る こと を 検討 す べ

きで あ る。 や むを 得 ず一 時 金の 制 度を 残 す

のな ら ば、 一 時金 の みに 適 用す る 実用 化 率

等の 係 数を 導 入す る など 、 一時 金 の大 幅 減

額が 可 能と な るよ う 実施 料 算定 基 準（ 一 時

金の算定基準）を見直すべきである。

県内企業等が、県の知的財産を利用し

やすくなるよう、一時金の見直しを検討

している。
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【意見】実施補償金について事務負担を考慮し、算定方法を再考すべきである。

少額（一定額、例えば 1 件 /1 発明者あた

りの金額が 1 千円）の実施料収入について

は、 実 施補 償 金 を支 払わ な いよ う に する 等

によ り 事務 負 担 、手 数料 負 担の 軽 減 を検 討

すべきである。

開 発 者で あ る 職 員 が 退 職 する 際 に は 、 定

額（例えば登録補償金と同額）あるいは過去

の実 施 料収 入 を もと に計 算 した 金 額 （年 間

平均収入額×特許権の残り年数）等を支払う

こと に より 、 退 職者 に退 職 以降 の 実 施補 償

金の 請 求を 放 棄 させ るこ と を検 討 す べき で

ある。

実施補償金についてはその実施（利用）状

況に着目し、譲渡収入・実施料収入から当該

特許 権 の出 願 ・ 維持 等に 要 した 経 費 を除 い

た金 額 を基 準 に する 等の 検 討を す べ きで あ

る。

なお、上記については、開発者である職員

個人 の 意向 や 研 究意 欲に 留 意し て 実 施す べ

きである。

実施補償金の見直しに向けて、特許法

第 35 条第５項に基づく発明者等との協

議を行っているところである。

（５） 人事評価及び勤怠管理

該当なし

（６） 中国 5 県との連携について

【意見】他県の研究機関とのさらなる連携を検討すべきである。

大 阪府 で は 、 地方 独 立 行政 法 人 大 阪府 立

産業 技 術総 合 研究 所 と、 地 方独 立 行政 法 人

大阪市立工業研究所が平成 29 年 4 月に統合

され 、 地方 独 立行 政 法人 大 阪産 業 技術 研 究

所と な った 。 主に 大 阪府 と 大阪 市 の二 重 行

政の 観 点か ら 統合 し たも の であ る が、 統 合

の検 討 結果 の 報告 を 見る と 、統 合 して ス ー

パー 公 設試 に なる こ とに よ り、 国 際基 準 対

応の 推 進、 産 学官 連 携に よ るオ ー プン イ ノ

ベー シ ョン の 推進 、 技術 力 の結 集 によ る 成

長分 野 の研 究 開発 が 可能 に なる と 検討 さ れ

ていた。

多くの地方公設試は、限られた人数で、多

岐に わ たる 技 術相 談 や設 備 の開 放 利用 、 共

同研 究 等の 業 務の 遂 行に あ たっ て おり 、 も

のづ く り企 業 の技 術 支援 に は専 門 性の 高 い

知識 と 経験 が 必要 と され 、 地域 に 根差 し た

地 場 産 業 の 存 在 に つ い て も 様 々 で あ り 、

各々 の 公設 試 です べ ての 分 野を 網 羅し て 支

援を 行 うこ と は難 し いと の こと で ある 。 ま

た、 試 験研 究 や開 放 利用 に 供す る 設備 に つ

いても、限られた予算のなか、求められるす

公設試験研究機関（公設試）相互及び

公 設 試 と 国 立 研 究 開 発 法 人 産 業 技 術 総

合研究所（産総研）との協力体制を強化

し、産業の発展及びイノベーションの創

出 に 貢 献 す る こ と を 目 的 と し て 運 営 さ

れ て い る 産 業 技 術 連 携 推 進 会 議 （ 産 技

連、事務局：経済産業省、産総研）の活

動を通じ、他機関との様々な連携に取り

組んでいる。

中国５県との連携については、産技連

の 地 域 部 会 で あ る 中 国 地 域 部 会 に お い

て、精密加工分野の共同研究に取り組む

とともに、各分野において情報共有を進

めている。また、５県の公設試が保有す

る 機 器 の デ ー タ ベ ー ス を 運 用 し て 域 内

利用者の利便性向上を図るなど、緊密な

連携を進めており、令和元年度に、本取

組 に 対 し て 産 技 連 か ら 感 謝 状 を 授 与 さ

れたところである。

さらに、全国における連携として、産

技連の技術部会を通じて、４０機関によ

る共同研究「ナノ分散ポリマーアロイの
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べて の もの を 独自 に 整備 す るこ と は現 実 的

ではないとのことである。

このような状況において、まずは、中国 5

県を は じめ と する 近 隣公 設 試と の 連携 を 実

施し て いく こ とが 重 要で あ ると 思 われ る 。

各公 設 試が 保 有す る 技術 や 設備 に 関す る 情

報を 共 有し て 有効 活 用を 図 ると と もに 、 公

設試 が 協力 し て効 率 的に 技 術開 発 をす す め

る広 域 的な 共 同研 究 に取 り 組む こ とも 有 効

である。以上より、他県の公設試とのさらな

る連携を検討していくことが望ましい。

接着性評価」などの広域的な共同研究に

参加するとともに、各分野別の分科会や

研 究 会 に 参 加 し 、 情 報 共 有 を 進 め て い

る。

今後とも、産技連の活動を有効に活用

し、他県公設試とのさらなる連携に取り

組むこととしている。

３．農林水産総合センター 農業研究所

（１） 研究活動管理事務

【意見】ふるさと納税における返礼品が農産物の場合の申請受付時期を再考すべきで

ある。

ふ るさ と 納 税 にお け る 返礼 品 は 、 あく ま

でも 寄 附に 対 する お 礼で あ るも の の、 県 産

品 を 返 礼 品 と す る こ と は 県 産 品 の PR に な

る。 年 末で 全 国的 に ふる さ と納 税 を検 討 す

る人 が 多い 時 期に 、 夏に 出 荷時 期 を迎 え る

県産 品 が対 象 外と な って い るこ と で、 当 該

県 産 品 の PR 機 会 が 十 分 に 確 保 さ れ て い な

い。 次 の夏 に 出荷 時 期を 迎 える 県 産品 に つ

いて も 返礼 品 とす る こと を 検討 す べき で あ

る。

ふ る さ と 納 税 の 返 礼 品 は 県 産 品 の Ｐ

Ｒも目的としているものの、次年度の返

礼品の予約を受け付けることは、次年度

の ふ る さ と 納 税 に 係 る 事 業 を 実 施 す る

こととなり、予算の議決を得る前の年末

時点での予約受付は考えていない。

（２） 収入事務

【意見】ホームページの所有知的財産権の一覧表は適時に更新すべきである。

ホ ーム ペ ー ジ の所 有 知 的財 産 権 の 一覧 表

は適時に更新する必要がある。

県の知的財産の利用促進を図るため、

特許登録など知的財産権に増減が生じ

た場合、速やかにホームページの一覧表

を更新することとした。

【意見】知的財産の請求管理方法を再考すべきである。

請 求も れ の ミ ス防 止 策 とし て 、 例 えば 契

約の 一 覧表 に 、そ れ ぞれ の 契約 の 請求 月 を

記載 し てお き 、利 用 者か ら の実 施 状況 報 告

書が 来 て調 定 の手 続 をし た らチ ェ ック を 付

ける な ど、 請 求管 理 を実 施 する こ とが 望 ま

れる。

知 的 財 産 の 適 切 な 請 求 管 理 を 図 る た

め、新たに実施報告期限等を記載した実

施許諾進行管理表を作成し、これをもと

に 許 諾 先 の 実 施 報 告 や 調 定 手 続 の 状 況

を確認することとした。

（３） 支出及び契約事務

【意見】同じ業者に対する少額の発注が多い場合、発注方法を再考すべきである。
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業 者 に対 す る 支 払 に つ い て、 地 方 公 共 団

体と し ては 、 法 の規 制に よ り支 払 い 遅延 を

防止 す るこ と が 重要 であ り 、県 の 支 払ル ー

ルに 沿 った 支 払 方法 を実 施 して い る 。し か

し、文房具や消耗品など、少額のものを月に

何度 も 同じ 業 者 に発 注し て いる 場 合 は、 毎

月定 期 的な 日 に ちを 決め て 、と り ま とめ て

発注 す るな ど 、 決裁 の件 数 やシ ス テ ムへ の

入力 作 業を 減 ら して 効率 的 に手 続 き が実 施

で き る よ う 検 討 す る こ と が 必 要 と 思 わ れ

る。

用度課においては、スケールメリット

による経費節減などの観点から、共通に

使 用 す る 頻 度 の 高 い 事 務 用 品 等 を 「 用

品」に指定し、各課からの用品要求及び

在 庫 状 況 を 勘 案 し て 定 期 的 な 発 注 を 行

うとともに、各課に対しては、用品の計

画 的 な 要 求 を 要 請 し て い る と こ ろ で あ

る。

県事務所においても、計画的な物品購

入 が 行 わ れ る よ う 出 納 員 連 絡 会 議 等 で

徹底を図る。

【意見】決裁手続及び物品要求手続についてシステム化の検討が望まれる。

決 裁手 続 を 電 子化 し て 、請 求 書 等 の書 類

の PDF 化を認めることにより、決裁書類を

削減 す るこ と が可 能 とな り 、ま た 書類 を セ

ンターに持ち込む手間も省ける。以前、一度

実施 さ れた こ とが あ ると い うこ と だが 、 時

期を み て再 度 、決 裁 手続 の 電子 化 につ い て

検討することが望まれる。

今後、県庁のデジタル化の取組を進め

ていく中で、決裁手続の電子化について

も検討してまいりたい。

（４） 財産及び物品管理

【意見】除却処理にあたっては備品整理簿を正確に更新する必要がある。

処 分申 請 に 従 って 正 確 に備 品 整 理 簿を 記

録す べ きで あ る。 ま た誤 っ た記 録 が継 続 し

ない よ う定 期 的に 備 品整 理 簿の 正 確性 を 検

証する必要がある。

備品整理簿を９月末までに再点検し、

記 録 を 正 確 に す る と と も に 年 度 末 に 漏

れがないかの再確認を行った。

【意見】金庫内保管物一覧表を作成し、定期的に現物と照合すべきである。

金 庫内 保 管 物 一覧 表 を 作成 し 、 定 期的 に

金庫 内 の現 物 確認 を 実施 す るこ と が望 ま れ

る。

金庫内保管物一覧表を作成し、四半期

に一度、出納員が金庫内の現物確認を実

施することとした。

（５） 人事評価及び勤怠管理

該当なし

４．農林水産総合センター 生物科学研究所

（１） 研究活動管理事務

該当なし

（２） 収入事務

【意見】貸出施設機器の利用方法や利用実績を公開すべきである。
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県 の歳 出 で 購 入し た 高 額な 機 器 等 を有 効

に活 用 し、 県 内産 業 の活 性 化に 寄 与す る た

めに も 、具 体 的な 利 用方 法 や利 用 実績 の 公

開等 に より 県 内企 業 が利 用 しや す い環 境 整

備に努める必要がある。

当研究所では、企業との共同研究を円

滑に実施するとともに、機器等を有効に

利 用 す る 観 点 か ら 施 設 や 機 器 等 の 貸 出

制度を設け、当研究所ホームページに利

用方法等について公開している。

また、利用があれば実績を公開するこ

ととしている。

（３） 支出及び契約事務

該当なし

（４） 財産及び物品管理

【指摘事項】生物科学研究所の毒劇物の管理規則を見直し、現物確認を定期的に実施

する必要がある。

毒 劇物 に つ い ては 、 定 期的 な 現 物 確認 を

実施する必要がある。

また、毒劇物の管理規則には、定期的な現

物確認の手続を規定すべきである。

さ らに 、 県 立 の各 研 究 所で は そ れ ぞれ 独

自に 管 理規 則 を作 成 して い るが 、 例え ば 管

理台 帳 の作 成 や、 現 物確 認 など の 基本 的 か

つ重要な手続については、共通とするか、欠

落し て いる 研 究所 が ない か 確認 す る必 要 が

ある。

管理規則を廃し、他の研究所と同じく

定 期 的 な 現 物 確 認 の 手 続 等 を 規 定 し た

毒 物 及 び 劇 物 の 管 理 に 係 る 運 用 管 理 要

領を新たに定めた。

毒劇物の数量を把握するため、毒劇物

ごとに毒劇物等管理台帳を作成し、現在

量及び使用量の記録を行い、各グループ

長が管理責任者として、年 2 回、保管数

量と管理台帳の数量を照合し、管理台帳

に記録するとともに、所長にその結果を

報告することとした。

また、その他の研究所の管理要領につ

いて、現物確認などの手続きが定められ

ていることを確認した。

【意見】各研究グループの部屋に保管されている毒劇物についても受払表を作成し管

理する必要がある。

各 研究 グ ル ー プの 部 屋 で保 管 し て いる 毒

劇物についても、受払表を作成し、適切な場

所に保管すべきである。また、「毒劇物及び

危険物の保管に関する規則」第 5 条（ 2）に

定める「分有」であれば、試験、実験単位で

の必要最小量、最短期間とすべきである。

新しい運用管理要領では、毒劇物等管

理台帳を作成し、管理責任者が各グルー

プで適切な場所で保管することとした。

ま た 、 研 究 所 で 共 通 の 保 管 は 廃 止 し

た。

【意見】倉庫の備品・消耗品について整理が必要である。

備品・消耗品の管理の効率化等のため、倉

庫内を整理整頓するべきである。

職場会議で整理整頓を指示し、整理を

行った。

【意見】毒劇物の台帳管理を網羅的かつ正確なものにする必要があり、バーコード管

理の適切な利用を検討すべきである。
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で きる だ け 現 状の 管 理 方法 を 変 え ずに 、

網羅 的 かつ 正 確な 管 理を 実 施す る には 、 以

下の方法が考えられる。

（ア）まずは先の意見のとおり、共有在庫

だけ で なく 、 各研 究 グル ー プの 在 庫に つ い

ても 、 日々 の 受払 を 管理 す る手 書 きの 受 払

表を作成する。

（イ）（ア）の手書きの受払表について、

定期的な現物確認を実施する。

（ウ）定期的に、手書きの受払表と、購入

デー タ 等か ら 作成 し た、 研 究所 全 体の 在 庫

一覧表を照合する。

さ らに 、 効 率 的な 管 理 を検 討 す る ので あ

れば 、 在庫 管 理の パ ッケ ー ジソ フ トを 準 備

し、 受 払入 力 と現 物 確認 の 際に バ ーコ ー ド

リー ダ ーを 利 用し て 、手 書 き受 払 表を シ ス

テム化することが考えられる。

各 グ ル ー プ が 管 理 す る 全 て の 毒 劇 物

について、バーコードを貼付する前の毒

劇物を含めて報告を求め、各グループで

容器ごとに整理番号を付した。

また、4 月時点の毒劇物の残量を量り、

毒劇物等管理台帳を整備し、日々の受払

を記録することとした。

手書きの受払表は、毒劇物等管理台帳

として、エクセル形式で記録され、管理

責任者は年に 2 回、保管数量と管理台帳

の数量を照合し、管理台帳に記録すると

ともに、所長にその結果を報告すること

に よ り 当 研 究 所 全 体 の 在 庫 量 を 把 握 す

ることとした。

【意見】生物科学研究所の利用可能設備についてホームページの一覧表を適時に更新

すべきである。

ホ ーム ペ ー ジ の一 覧 表 を利 用 可 能 な設 備

の 情 報 と な る よ う 適 時 に 更 新 す べ き で あ

る。

ホ ー ム ペ ー ジ の 利 用 設 備 一 覧 を 更 新

し、今後は適時更新することとした。

（５） 人事評価及び勤怠管理

該当なし

５．農林水産総合センター 畜産研究所

（１） 研究活動管理事務

該当なし

（２） 収入事務

該当なし

（３） 支出及び契約事務

該当なし

（４） 財産及び物品管理

【指摘事項】160 万円以上の重要物品の現物確認について実施されていない。

本庁用度課からの依頼書「平成 30 年度物

品会計決算等に係る調査等について（依頼）

【調査上の留意事項】」に基づき、160 万円

以上の重要物品については、年に 1 度、現物

確認を実施する必要がある。

年に 1 度全ての重要物品の現物確認

及 び 台 帳 等 関 係 書 類 と の 突 合 を 厳 重 に

実施し、確認日・確認者・物品の状況等

を指定重要物品一覧に追記し、記録する

こととした。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



- 11 -

【意見】まきばの館のレストラン内の物品販売について販売物品を再考する必要があ

る。

ま きば の 館 は 、畜 産 に 対す る 理 解 醸成 を

進め、畜産物の消費拡大を図るため、ふれあ

い ゾ ー ン と し て 整 備 さ れ た も の で は あ る

が、売店には、畜産物の加工品だけでなく、

例え ば 、森 林 研究 所 で制 作 され た 木材 加 工

品や、工業技術センターの備前焼きなど、県

産品 を アピ ー ルす る よう な 物品 を 置く こ と

が考えられる。物品管理が無理な場合は、逆

に売 店 のス ペ ース を 縮小 す るな ど 、工 夫 す

ることが望まれる。

ま き ば の 館 は 、 県 の 行 政 財 産 で あ る

が、館内レストランについては、民間企

業が運営し、県はその運営に直接関与し

ていないことから、県、関係機関、当該

企業で組織する「まきばの館の施設自体

の活性化を図る委員会」において県産品

展 示 コ ー ナ ー を 設 け る な ど の 提 案 を 行

っていく。

【意見】未使用機械を把握し有効活用を検討すべきである。

160 万円以上の重要物品について、年に 1

度、現物調査を実施する際に、使用状況も同

時に把握し、使っていないものがあれば、他

の部 署 での 有 効活 用 や売 却 処分 な どを 検 討

することが望まれる。

現物確認において、使用状況について

も把握し、有効活用（他の研究所で利用

及び不用品の情報提供）を検討する。

【意見】「毒物及び劇物の管理に係る運用管理要領」における現物と管理台帳の数量

の照合を複数人で実施する必要がある。

毒 劇物 の 管 理 要領 に お いて 、 現 物 数量 と

管 理 台 帳 の 数 量 を 照 合 す る 手 続 に つ い て

は、担当者が 1 人で現物確認し、所長に報告

する こ とと な って い るが 、 その 中 で例 え ば

年 1 回は複数名で現物確認するなど、定期

的に 複 数名 で 現物 確 認を 実 施す る 規程 に す

ることが望まれる。これについては、畜産研

究所以外の研究所についても同様である。

畜産研究所を含む各研究所において、

複 数 人 で の 現 物 確 認 を 実 施 す る よ う 規

程を改正することとした。

（５） 人事評価及び勤怠管理

該当なし

６．農林水産総合センター 森林研究所

（１） 研究活動管理事務

【意見】木材加工研究室におけるヒノキ製品等の PR について積極的に実施すべきで

ある。

森 林研 究 所 木 材加 工 研 究室 の 展 示 研修 ・

加工 棟 には 木 材加 工 品の 展 示が な され て い

るが、その他の研究所の PR 施設（例えば畜

産研 究 所の ま きば の 館） で は木 材 加工 品 の

展示はない状況である。

例えば、木材加工研究室の PR 製品である

木材 加 工品 を 畜産 研 究所 の まき ば の館 に て

常時 、 展示 販 売す る とい っ た各 研 究所 の 相

県 産 品 を 他 の 研 究 所 で 展 示 す る こ と

について検討する。
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互 PR 活動をより積極的に実施することが望

まれる。

（２） 収入事務

該当なし

（３） 支出及び契約事務

該当なし

（４） 財産及び物品管理

【意見】備品の廃棄処理について備品整理簿に反映されていない。（木材加工研究

室）

取得・廃棄等の都度、備品整理簿は適時に

更新することが望まれる。

職 場 会 議 等 で 適 時 の 事 務 処 理 を 周 知

し、取得・廃棄等の都度、備品整理簿を

更新することを徹底した。

【意見】薬品用ケースのシールについて実態にあわせるべきである。（林業研究室）

薬 品用 ケ ー ス の用 途 が 変更 と な っ た時 点

で、 ケ ース に 貼付 し てい る シー ル を貼 り 替

え、 内 容物 の 実態 に 合っ た シー ル を貼 付 す

る必要がある。

表 示 し て い た シ ー ル に つ い て 廃 棄 し

「薬品庫」の表示に貼り替えた。

（５） 人事評価及び勤怠管理

該当なし

７．農林水産総合センター 水産研究所

（１） 研究活動管理事務

該当なし

（２） 収入事務

【意見】種苗等の売払い価格の積算について適正なコストを集計することが望まれる。

種 苗売 払 い 価 格に つ い ては 、 近 隣 の取 引

価格 の 影響 を 受け て 決ま る ため 、 掛か っ た

コ ス ト を す べ て 転 嫁 で き る も の で は な い

が、適正なコストを算出することは、原価を

管理 す る上 で 重要 で ある 。 適切 な 原価 を 計

算し た 上で 、 売却 額 との 差 額を 把 握し て お

くことが望まれる。

光 熱水 費 に つ いて も 、 厳密 な 計 算 は難 し

いと の こと で ある が 、一 定 の按 分 計算 で 算

出し、コスト計算に含めることが望ましい。

人件費や光熱水費などを集計し、適正

なコストを把握することとした。

（３） 支出及び契約事務

該当なし
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（４） 財産及び物品管理

【意見】資産管理シールについては現物に適切に貼付けるべきである。

資 産 管理 用 シ ール は固 定 資産 台 帳 に計 上

時に 貼 付し 、 剥 がれ や破 損 等が 発 生 した 場

合は適時に貼り直しすべきである。

剥 が れ や 破 損 し て い る シ ー ル に つ い

ては再交付し貼付した。

【意見】桟橋跡について早急に撤去すべきである。

水 産研 究 所 は 水圏 環 境 及び 生 態 系 の保 全

など を 主な 活 動内 容 とし て いる に もか か わ

らず 、 海の 景 観や 環 境に 悪 影響 を 与え る 桟

橋跡 が 適時 に 取り 除 かれ て いな い 。水 産 研

究所 の 事業 意 義を 尊 重し 、 海の 景 観や 環 境

に悪 影 響を 与 える 当 該桟 橋 跡を 適 時に 取 り

除くべきである。

海上安全対策上対応が必要であり、桟

橋跡の撤去について検討する。

【意見】金庫のテンキーは定期的に変更すべきである。

金庫内の物品管理のためにも、年に 1 度

は実 査 を行 い 、パ ス ワー ド も定 期 的に 変 更

をすることが望まれる。

年に 1 度、所属長による実査を行うこ

ととする。また、パスワードについても

庶務担当者が異動するごとに変更する。

（５） 人事評価及び勤怠管理

該当なし
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１ 知事部局関係

監 査 実 施 機 関 監 査 実 施 年 月 日

（知事直轄・総合政策局，総務部関係）

知 事 直 轄 ・ 総 合 政 策 局 ・ 総 務 部 令和２年11月６日

監査結果（指摘事項）

①４月中に公舎を退去した者に係る同月分の県公舎使用料及び県公舎駐車場使

用料について，日割り計算をして減額調定を行ったが，歳入戻出の手続をし

ていないものが認められた。

②昭和56年から電話柱用地等として貸し付け賃借料を徴していた県有地につい

て，平成６年に売却したにもかかわらず，令和元年度まで賃借料を徴してい

たものが認められた。

措置の内容

①監査結果を踏まえ，複数の職員による確認を徹底し，適正な事務処理を行う

ように努める。

②岡山県財務規則等の関係規定を遵守するとともに，公有財産貸付台帳等の活

用，複数の職員による確認を徹底し，適正な事務処理を行うよう努める。

（県民生活部関係）

県 民 生 活 部 令和２年10月27日

監査結果（指摘事項）

①雑入（自立促進資金貸付金償還金）の収入未済額について，総額は減少して

いるものの，なお多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。

雑入（自立促進資金貸付金償還金）収入未済状況

平成30年度末 16,631,267円

令和元年度末 15,093,217円

比 較 増 減 △1,538,050円

②市町村に対する交付金について，正当債権者ではない者に支払っているもの

が認められた。
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措置の内容

①文書，電話による督促や，訪問による面談を行い，債務者の収入，資産の状

， ，況等に応じた対応を行うとともに 職員だけでは対応困難な事案については

弁護士への業務委託も活用し，債権の回収に取り組み，令和２年12月末現在

で43名から736,870円（うち完済５名153,420円）を回収した。

今後も各債務者の状況を踏まえ，きめ細かな対応を心がけながら，収入未済

額の更なる縮減に努める。

②事案発覚後，誤払金の返納請求手続を速やかに行い，誤払金の戻入後正当債

権者に支払った。

また，事案発生の原因となった財務システムの債権者登録については修正を

行った。

今後請求書には支払先の明記を求め，記載がない場合には各課において支払

先口座の確認をすることとした。

（環境文化部関係）

環 境 文 化 部 令和２年11月４日

監査結果（指摘事項）

①自動販売機設置による販売に関する契約書中，別表の売上手数料率を誤って

いたが，変更契約で対応せず，当初契約の差替で対応しているものが認めら

れた。

措置の内容

①岡山県財務規則等の会計関係法規などを踏まえ，適切に行うよう関係職員に

周知し，再発防止に努める。

（保健福祉部関係）

保 健 福 祉 部 令和２年11月６日

監査結果（指摘事項）

①収入未済額について，雑入（児童扶養手当返納金）については総額が減少し

， 。 ，ているものの 母子父子寡婦福祉資金貸付金については増加している また

総額が減少した項目についても，なお多額の未収額があり，併せてさらなる

改善が必要である。

ア雑入（児童扶養手当返納金）収入未済状況
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平成30年度末 1,669,150円

令和元年度末 1,471,220円

比 較 増 減 △197,930円

イ母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況

平成30年度末 6,592,265円

令和元年度末 6,659,115円

比 較 増 減 66,850円

措置の内容

債務者に対し，督促状の送付や電話等による督促のほか，債務者の状況①ア

に応じて，履行延期等を行っているところであり，今後とも，収入未済額

の解消に努めるとともに，債務者の経済状況等を正確に把握して適正な収

。納管理に努める

①イ債務者に対し，督促状の送付や電話等による督促を行っているところであ

， （ ） 。り 債務額の一部 令和２年12月末現在313,522円 について償還があった

今後とも，収入未済額の解消に努めるとともに，債務者の経済状況等を正確

に把握して適正な収納管理に努める。

福 祉 相 談 セ ン タ ー 令和２年９月８日

監査結果（指摘事項）

①児童保護弁償金の収入未済額について，総額は減少しているものの，なお多

額の未収額があり，さらなる改善が必要である。

児童保護弁償金収入未済状況

平成30年度末 4,163,910円

令和元年度末 3,786,440円

比 較 増 減 △377,470円
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措置の内容

①滞納者に対しては，事務担当者と担当の児童福祉司が連携し，文書，訪問，

電話等による督促を行っている。児童保護弁償金徴収強化月間を年３回実施

しているほか，通年で訪問徴収を行うなど，督促強化に取り組んでいる。

また，新規滞納者の発生の未然防止を図るため，児童の施設入所に際して発

生する費用とその負担についての説明用チラシを作成し，納入義務者に説明

するなど，納期限内納付に向け取り組んでいる。

令和２年12月末現在収入状況 27件 170,590円

倉 敷 児 童 相 談 所 令和２年８月17日

監査結果（指摘事項）

①児童保護弁償金に係る延滞金の収入未済額について，総額が増加し，多額の

未収額があり，さらなる改善が必要である。

児童保護弁償金に係る延滞金収入未済状況

平成30年度末 1,432,700円

令和元年度末 1,586,400円

比 較 増 減 153,700円

措置の内容

延滞金は，収入未済となった本体債権（児童保護弁償金）に納付があった①

ときに発生することから，本体債権の収入未済の発生防止のため，口座振

替による納期限内納付の推進に努めた。また，延滞金の累積を抑制するた

め，換価可能財産が判明したケースについて，早期に滞納処分・回収を行

うとともに，生活困窮や行方不明等により納付の見込みがないケースにつ

いて，滞納処分の執行停止を行い債権の整理を進めた。

令和２年12月末現在収入状況 12件 43,700円

津 山 児 童 相 談 所 令和２年９月10日

監査結果（指摘事項）

， ， ，①児童保護弁償金の収入未済額について 総額が増加し 多額の未収額があり

さらなる改善が必要である。

児童保護弁償金収入未済状況
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平成30年度末 8,567,660円

令和元年度末 9,825,080円

比 較 増 減 1,257,420円

②改修工事基本設計業務委託においては，契約書の省略はできないが，契約書

を作成していないものが認められた。

措置の内容

①滞納者に対しては，事務担当者と児童福祉司が連携し，文書，電話及び訪問

による督促を行い，令和２年12月末現在で16件109,660円を回収した。

今後は児童保護弁償金徴収強化月間の実施等により，さらなる収納未済額の

縮減に努めるとともに，債務者の経済状況等を正確に把握し，状況に応じて

滞納処分の執行停止を行うなど，適正な収納管理に努める。

また，費用負担の必要性についての納入義務者への十分な説明，口座振替の

利用促進，滞納の初期段階での積極的な督促などにより新たな収入未済の発

生防止に取り組んでいる。

②関係規則等の遵守を徹底するとともに，契約時におけるチェックリストの活

用など，適正な事務処理を行うよう徹底した。

県 立 成 徳 学 校 令和２年７月15日

監査結果（指摘事項）

①前年度の注意・指導事項のうち，調定額の算出基礎又は算出金額が適正でない

ものについて，本年度の監査においても，行政財産の使用許可に係る使用料の

算出に当たり，適用する単価を誤っているものが認められた。

措置の内容

①令和元年度においては，携帯電話無線基地局に係る使用料の算定について平

成30年２月改正前の単価のまま算定していたもので，平成30年度，令和元年

度の差額を返還，令和２年度については，歳入戻出を行って返還した。

今後，制度の変更の際には，関係規定の確認を徹底するなど十分留意して事

務を行いたい。

（農林水産部関係）

農 林 水 産 部 令和２年10月30日
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監査結果（指摘事項）

①物品要求票により郵便切手及びレターパックを購入する際，レターパックの

単価を誤っていたため資金前渡金に不足を生じ，職員が立て替えて支払って

いるものが認められた。

措置の内容

①関係職員に対し，要求に当たり支出予定額を確認し，不足を生じた場合には

適切な事務処理を行うよう徹底した。

県 営 食 肉 地 方 卸 売 市 場 令和２年７月15日

監査結果（指摘事項）

①非常勤職員甲に対する報酬を別の非常勤職員乙に支払い（乙については支払

が重複 ，甲からの申し出により誤りが判明したものが認められた。）

措置の内容

①債権者情報を複数人でチェックするとともに，支払日までに余裕を持った支

出入力ができるよう経理担当者及び起案者に周知・指導した。

（土木部関係）

土 木 部 令和２年10月30日

監査結果（指摘事項）

①土木使用料（住宅使用料）の収入未済額について，総額は減少しているもの

の，なお多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。

土木使用料（住宅使用料）収入未済状況

平成30年度末 50,523,147円

令和元年度末 48,160,490円

比 較 増 減 △2,362,657円

②消印されていない県収入証紙がちょう付された経営事項審査に係る申請書等

について，県民局からの書類の引継ぎや業務に係る進捗の管理を怠っていた

ため，県民局での現地審査後に書類の所在が不明となり，また，紛失の事実

も外部から指摘があるまで把握できていなかったものが認められた。
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措置の内容

指定管理者が配置している専任の収納員による電話での督促や，県職員を①

含めた戸別訪問による徴収などに加え，家屋明渡請求訴訟等の提起を行っ

ている。また，債権回収会社及び弁護士への委託により，令和２年12月末

現在，７件 906,646円を回収しており，今後一層の収入確保に努める。

監理課及び県民局では，全ての関係職員に改めて書類の引継等に対する注②

意喚起を行うとともに，申請書の送付は発送日時等が記録に残る郵送とす

ることや，収入証紙が貼られた書類は速やかに施錠可能なロッカーに保管

すること，申請書の受領日，システム入力や審査結果通知の発送の日程等

を記録し，複数の職員で進行管理を行うことなどの再発防止策を徹底して

いる。

（県民局及び地域事務所）

備 前 県 民 局 令和２年10月19日

監査結果（指摘事項）

①流水占用料において，取水量変更（減少）が反映できていなかったため，平成27

年度から令和元年度について誤った算出金額により過納が生じて過納額を還付し

ているものが認められた。

②収入未済額について，土木使用料（河川占用料外）については総額が減少し

ているものの，雑入（生活保護費返還金・徴収金外）及び母子父子寡婦福祉

。 ， ，資金貸付金については増加している また 総額が減少した項目についても

なお多額の未収額があり，併せてさらなる改善が必要である。

ア雑入（生活保護費返還金・徴収金外）収入未済状況

平成30年度末 3,068,021円

令和元年度末 3,631,632円

比 較 増 減 563,611円

イ母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況

平成30年度末 9,374,546円

令和元年度末 9,709,760円

比 較 増 減 335,214円
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ウ土木使用料（河川占用料外）収入未済状況

平成30年度末 6,194,992円

令和元年度末 2,835,012円

比 較 増 減 △3,359,980円

措置の内容

再発防止策として，許可内容等の変更があった場合は，複数の職員により①

チェックを行い，適切に占用料に反映するよう所属内会議等において周知

徹底を図った。

保護費の返還金及び徴収金を滞納している者に対して，家庭訪問や文書②ア

・電話による償還指導を行った。その結果，令和２年12月末現在で，７名

から151,225円（うち完済３名，18,598円）を回収した。

また，新たな返還金及び徴収金の発生を防ぐため，面接等により生活保護

世帯の状況把握を行った。

保護費の返納金については，償還指導を行うも回収はできなかった。令和

２年９月には債務承認の文書を提出させたところであり，引き続き償還指

導を進めていく。

なお，健康管理手当等過支給分については，文書及び電話により督促を行

うも拒否されており，支払の意思がないため，弁護士に委託して強制執行

に向け手続中である。

貸付金の元利金及び違約金を滞納している者に対して，家庭訪問や文書②イ

・電話による償還指導を繰り返し行うとともに，生活状況を聴取して分割

納入等の指導を行った。併せて，連帯保証人に滞納状況を通知するなど償

還指導に努めた。その結果，令和２年12月末現在で，123件915,367円を回

収した。

また，新たな滞納の発生を防ぐため，新規の貸付に当たっては，借主，連

帯借主への面接を行うとともに，連帯保証人に対しても意思確認を行い，

償還に対する意識醸成の徹底を図った。

河川占用料については，各債務者の状況把握及び継続意思の確認を行う②ウ

とともに，文書等による催告を行った。また，時効が成立した債権につい

ては，速やかに不納欠損処理を行うとともに，大口滞納者(１名)の生活状

況等について，自治体から関連資料を取り寄せるなど調査を進めている。

ボートパーク等施設使用料については，過年度分について分納誓約書にて

履行中である。
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， ，これらの取組により 令和２年12月末現在の収入未済額は94,550円減少し

引き続き収入未済額の縮減に努めている。

備 中 県 民 局 令和２年10月13日

監査結果（指摘事項）

①収入未済額について，雑入（霞橋側道橋放火に係る原因者負担金）について

は総額の増減はないが，雑入（生活保護費返還金・徴収金）及び母子父子寡

婦福祉資金貸付金については，総額が増加している。いずれの項目について

も，多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。

ア雑入（生活保護費返還金・徴収金）収入未済状況

平成30年度末 4,048,946円

令和元年度末 4,235,178円

比 較 増 減 186,232円

イ母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況

平成30年度末 5,451,630円

令和元年度末 6,102,159円

比 較 増 減 650,529円

ウ雑入（霞橋側道橋放火に係る原因者負担金）収入未済状況

平成30年度末 3,567,040円

令和元年度末 3,567,040円

比 較 増 減 0円

措置の内容

保護受給中の者については，毎月の保護費支給のタイミングに面接して①ア

計画的な徴収を行っている。保護廃止済の者については，世帯状況を確認

し返還可能額について協議するなどその徴収等に努めている。
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引き続き，世帯状況も勘案しながら，文書や訪問による納付指導を行うと

ともに，誠意ある対応が見られない者に対する法的手段による徴収の実施

も併せ，収入未済の削減に努める。

他方，新たな返還金・徴収金の発生を未然に防ぐため，保護受給世帯に対

し収入申告義務について繰り返し説明することで正しい申告を行わせると

ともに，課税調査の実施や資産申告書を毎年度徴収するなど世帯状況の確

認を実施している。

令和２年12月末現在収入状況 21件 244,150円

滞納者（借主及び連帯借主並びに連帯保証人）に対して，電話や文書に①イ

加え訪問面接により償還指導を行った。

特に滞納者の返済が遅延した場合には，継続して納付するよう連絡を入れ

るとともに必要に応じて訪問し，世帯状況の確認や償還方法見直しの相談

に当たるなど丁寧で償還につながる指導を行った。

また，連絡が取れない滞納者の居所確認の住民票等調査や，困難な事例に

関する専門的知識や助言を得るための本庁担当課や嘱託弁護士への相談を

行った。今後も引き続き収入未済の削減に努める。

他方，新たな滞納未収金の発生を防ぐため，償還が滞り始めた初期の段階

において，滞納の固定化・多額化とならないよう市町担当者等関係者と連

携を密にして情報収集するとともに，滞納者に対し電話や文書による償還

指導を開始している。

令和２年12月末現在収入状況 137件 876,670円

債務者が刑法犯による実刑判決を受け服役中①ウ原因者負担金については，

のため，収入未済となっているが，刑期終了を待たず，強制徴収に向けた

手続をとることとしている。

美 作 県 民 局 令和２年10月９日

監査結果（指摘事項）

①収入未済額について，県税（滞納繰越分）及び母子父子寡婦福祉資金貸付金

については総額が減少しているものの，県税（現年課税分 ，雑入（生活保）

護費返還金・徴収金外）及び農業改良資金貸付金については増加している。

また，総額が減少した項目についても，なお多額の未収額があり，併せてさ

らなる改善が必要である。

ア県税（現年課税分）収入未済状況

平成30年度末 61,172,235円

令和元年度末 82,186,757円
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比 較 増 減 21,014,522円

イ県税（滞納繰越分）収入未済状況

平成30年度末 106,670,809円

令和元年度末 101,919,583円

比 較 増 減 △4,751,226円

ウ雑入（生活保護費返還金・徴収金外）収入未済状況

平成30年度末 6,009,290円

令和元年度末 6,156,955円

比 較 増 減 147,665円

エ母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況

平成30年度末 2,699,466円

令和元年度末 1,433,048円

比 較 増 減 △1,266,418円

オ農業改良資金貸付金収入未済状況

平成30年度末 4,132,561円

令和元年度末 5,077,998円

比 較 増 減 945,437円

措置の内容

滞納者の財産調査を徹底し，預貯金や給与など，早期に現金化で①ア及びイ

きる債権を中心に差押えを実施するとともに，税額が大きい不動産取得税

の課税予告を事前に送付したり，催告書の封筒を赤色にする等，収入未済
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額の縮減に努めている。

県税の収入未済総額の約78％を占めている，市町村が賦課徴収する個人県

民税については，大口・困難事案等の岡山県滞納整理推進機構への引継を

働きかけるとともに，例年実施している，県職員を講師とした実務的な滞

納整理手法の研修等，市町村の徴収強化のための支援を，新型コロナウィ

ルス感染症の状況等を注視しつつ，引き続き実施することとしている。

また，平成28年度からは，給与から天引きする特別徴収を徹底する取組を

推進し，個人県民税の収入率向上を図っている。

今後も，滞納処分のさらなる迅速化と市町村との連携強化により税収の確

保に努める。

生活保護費返還金・徴収金については，文書及び電話連絡による督促を①ウ

実施，県内居住者については，訪問による督促を実施した結果，債務額の

一部（令和２年12月末現在293,000円）について償還があった。今後とも督

促を行い，収入確保に努めるとともに，収入申告義務について繰り返し説

明するなど，収入未済の発生防止に努める。

母子父子寡婦福祉資金貸付金については，滞納者に対して督促状や催告①エ

書の送付及び電話・自宅訪問による償還指導等の結果，一部（令和２年12

月末現在564,078円）について償還があった。

今後も，これらの取組を継続して行うとともに，新たに償還が開始される

場合は，借主のみでなく連帯借主や連帯保証人へも償還開始の通知を行っ

て償還への自覚を促すなど，新たな収入未済の発生防止に努める。

債務者に対し面談等による督促を行うとともに，債権回収業務の委託に①オ

より，債務者１名について，令和２年８月に元金（243,000円）及び違約金

（1,614,886円）が完済されている。

督促を行った結果，債務額の一部他の債務者についても，早期完済に向け

（令和２年12月末現在135,000円）について償還があった。今後も継続的な

償還とともに償還額の増額について引き続き指導を行い，収入の確保に努め

る。

２ 企業局関係

監 査 実 施 機 関 監 査 実 施 年 月 日

企 業 局 令和２年７月15日

監査結果（指摘事項）

①工業用水道料金に係る検針メーターの読み取りについては，本来，企業局職員が

行うべきところ，本件については受水企業の社員により行われ，また，併せて，

検針データの報告がメモ書きにより行われていたため，11月分について正確な検
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針データの把握ができず，誤った算出金額により過納が生じて過納額を歳入戻出

しているものが認められた。

②営業未収金（給水料金）の収入未済額について，総額が増加し，多額の未収

額があり，さらなる改善が必要である。

営業未収金（給水料金）収入未済状況

平成30年度末 74,328,021円

令和元年度末 76,228,931円

比 較 増 減 1,900,910円

措置の内容

工業用水道料金に係る検針メーターの読み取りについては，原則として企①

業局職員により行っているところであるが，立入りが困難であるなどの理

由により，一部企業については，受水企業の協力を得ながら，検針を行っ

ていたものである。

今後，検針メーターの読み取りについては，原則として企業局職員が直接

視認することとするが，やむを得ない場合には，受水企業から写真データ

等の提供を受けるなど，企業局側で検針メーターの確認を行い，正確な検

針データの把握に努めたい。

成29年３月に抵当権を設定し，過年度分の営業未収金について整理する②平

とともに，時効が成立しないよう令和２年１月に残高確認書を徴し，債権

の確保を図っており，当該企業に対し，面談や電話等により，現年度分及

び過年度分の支払の督促を続けているところである。現在，新型コロナウ

イルス感染症の影響もあって経営状況が芳しくなく，現年度分の支払が滞

りがちであったが，令和２年12月から現年度分の支払を再開したところで

ある。

今後とも，同社の経営状況を確認しながら，現年度分はもとより，過年度

分の支払についても督促していくことで，債権の回収に努めたい。

令和２年12月末現在収入状況 2,110,910円

３ 教育委員会関係

監 査 実 施 機 関 監 査 実 施 年 月 日

教 育 庁 令和２年10月26日
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監査結果（指摘事項）

①高等学校貸付奨学金の収入未済額について，総額は減少しているものの，な

お多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。

高等学校貸付奨学金収入未済状況

平成30年度末 15,677,808円

令和元年度末 12,048,760円

比 較 増 減 △3,629,048円

措置の内容

滞納者に対して，文書・電話・訪問による督促を繰り返し行うとともに，①

連帯保証人・保証人にも督促を行い，全ての債務者に状況を認識させてい

る。

新たな収入未済の発生防止のため，早い段階から電話や訪問による督促を

実施するとともに，猶予制度の活用についても促している。経済的理由に

より長期滞納となっている者に対しては，資力確認を行い，履行延期の特

約等により徴収緩和を行っている。

また，繰返しの督促に応じないなどの債務者に対しては，法的手続を含め

た対応を弁護士に委託し，返還請求に関する訴えの提起を行うなど，債権

整理・回収の取組の強化を行っている。

これらの取組により，令和２年12月末現在で，345件3,705,702円の納付が

あり，また93件824,900円の履行延期の特約等を行った。

岡 山 工 業 高 等 学 校 令和２年９月８日

監査結果（指摘事項）

①授業料の延滞金の徴収を行っていないものが認められた。

措置の内容

①授業料滞納者に対する延滞金の徴収を失念していたことについて，保護者２

名に令和２年６月下旬に説明し調定手続を行い，７月上旬に300円と200円の

延滞金を納付いただき過年度収入として事務処理を行った。

再発防止のため，督促状送付の起案時に延滞金発生日を算出した資料を添付

し情報を共有することとし，督促状況や収納状況の確認のため，督促状送付

票兼滞納金整理票等を回覧し複数の職員でチェックできる体制の強化に努

め，適正な事務処理を行うよう職員に周知した。
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倉 敷 商 業 高 等 学 校 令和２年７月16日

監査結果（指摘事項）

①高校生等教育給付金について，債権者コードの誤入力により支出先を誤って

いるものが認められた。

措置の内容

①誤払いの相手方からの戻入手続及び正当債権者への支払は，会計年度内に完

了させている。

今後は同様の事案が発生しないよう，支出命令時に複数人で債権者名，債権

者住所，口座番号等の読み合わせ及び確認を徹底し，適正な事務処理を行う

よう努める。

林 野 高 等 学 校 令和２年７月28日

監査結果（指摘事項）

①消耗品の支払で，債権者の確認を怠り，正当債権者への支出がなされなかったも

のが認められた。

措置の内容

①誤払いについては歳出戻入命令書を作成し，返納通知書でもって誤払い額を

戻入した。

帳票確認をする際に債権者名，指定金融機関名，支店名，口座名義及び口座

番号について複数職員で確認を行っている。

和 気 閑 谷 高 等 学 校 令和２年７月９日

監査結果（指摘事項）

①前年度の注意・指導事項のうち，調定額の算出基礎又は算出金額が適正でない

ものについて，本年度の監査においても，行政財産の使用許可に係る使用料の

算出に当たり，計算を誤っているものが認められた。

措置の内容

申請者に対して，速やかに電話で説明するとともに，お詫びの文書を送付①

した。

また，納入済みの使用料については，過納額を還付した。

今後は行政財産使用料徴収条例等の関係法令を正しく理解し，複数の職員

による確認の徹底を行い，適正な事務処理に努める。
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早 島 支 援 学 校 令和２年８月20日

監査結果（指摘事項）

①エレベーター保守業務委託の３月分の支払について，誤った金額の請求書を

受理し，委託料を支払っているもの，また，委託業務完了確認書の金額を請

求書に合わせて記載しているものが認められた。

②契約金額が100万円以上の物品購入代金の支払について，検査調書を作成し履

行確認すべきところ，その作成を省略しているものが認められた。

措置の内容

①契約内容を再度確認した。今後は，複数の職員による業務委託完了確認や請

求金額の確認を徹底し，適正な事務処理を行うよう努める。

， ，②検査調書の作成の考え方を再確認し 財務規則等の関係法令を正しく理解し

適正な事務処理を行うよう職員に周知した。

４ 公安委員会関係

監 査 実 施 機 関 監 査 実 施 年 月 日

警 察 本 部 令和２年10月27日

監査結果（指摘事項）

（ ） ， ，①諸収入 放置違反金等 の収入未済額について 総額は減少しているものの

なお多額の未収額があり，さらなる改善が必要である。

諸収入（放置違反金等）収入未済状況

平成30年度末 4,704,764円

令和元年度末 3,945,300円

比 較 増 減 △759,464円

②警察車両による交通事故での100万円以上の亡失損傷のものが認められた。

措置の内容

令和元年中は，新たな収入未済の発生を抑止するため，滞納者に対して早①

期の催促や預貯金の差押え等滞納処分を積極的に実施したほか，差押え物

件をインターネットオークションで公売する仕組みを整え，滞納者に対し

て毅然とした態度を示すことで早期の納付を促した。
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また，放置違反金等徴収強化期間を年３回設け，休日等の自宅や平日等の

勤務先への訪問など，複数職員が滞納者と直接面会する強い態度を示すこ

とで早期納付を促し，より実効性の高い活動を実施した。

県外の滞納者に対しては，債権回収業者に所在確認を依頼するとともに，

居住していると思われる地域を拠点とする金融機関や社会保険事務所等へ

の照会を継続して実施し，滞納者の口座等の把握に努めた。

今後はＳＮＳ情報の検索等，新たな確認方法も採用しながら，滞納者の所

在確認や資産状況の把握などに努めるとともに，使用者責任追及の公平性

を担保するため，資力があるにもかかわらず支払わない滞納者に対しては

毅然とした態度で回収に臨み，収入未済の圧縮に努めていく。

令和２年12月末現在収入状況 136件 2,097,000円

交通事故を起こした職員を対象とした講習を行い，車両の特性や死角，車②

間距離の取り方等の危険リスク，基本的な運転知識を再確認させるなど，

運転技術の向上に向けた訓練に取り組んでいる。

また，交通事故を繰り返し起こす者もいることから，警察車両の運転資格

の一定期間の停止や取消処分を行うとともに，各所属に配置された運転指

導員による指導能力向上に向けた研修会を開催している。

さらに，車両の整備不良等が交通事故の原因となることも懸念されること

から，日常点検を実施することにより異常の有無を確認し，不具合箇所の

早期発見及び早期整備を行っている。

加えて，各所属を巡回して車両の整備状況等を確認するとともに，それら

を踏まえた各種点検整備の徹底を指導し，車両の適正な管理と運用に努め

ている。

岡 山 西 警 察 署 令和２年８月20日

監査結果（指摘事項）

， ， ，①前年度の注意・指導事項のうち 収入諸帳簿 証拠書類等の記載漏れのもの

整理・編冊が適正でないものについて，本年度の監査においても，留置証明

願にちょう付された収入証紙に係る収入証紙ちょう付実績簿への記載につい

て，収入証紙の消印日に記載すべきところを，誤って証明願の受理日に記載

しているものが認められた。

措置の内容

帳簿類の記録時期，記載要領等について，担当職員への教養及び確実な①

確認を徹底することにより，誤りのない事務処理に努めている。

倉 敷 警 察 署 令和２年９月１日
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監査結果（指摘事項）

①建物修繕料の支払において，正当債権者でないものに支出しているものが認

められた。

②高架水槽水漏修繕において，契約金額が50万円以上であるにもかかわらず，

請書を徴していないものが認められた。

措置の内容

正当債権者に早急に支出を行うとともに，正当債権者でないものへの支出①

については，相手方に説明を行い，返納通知書により戻入を行っている。

複数者による確実なチェックを行い，再発防止に努めている。

複数者による確実なチェックを行うことはもとより，確実に財務規則に照②

らして処理を行うことを徹底し，再発防止に努めている。

新 見 警 察 署 令和２年８月31日

監査結果（指摘事項）

①前年度の注意・指導事項のうち，戻出手続が適正でないものについて，本年

度の監査においても，県公舎使用料の還付に当たり，支出調書が作成されて

いないものが認められた。

措置の内容

過誤納金の払戻しについて，根拠規程及び会計事務必携を用いた処理方法①

の教養を実施するとともに，歳入戻出命令書等支出票の作成時に，調書作

成者欄への記名押印漏れなどをチェックできるよう，事務処理手順を明記

した作成例を添付し，複眼的確認の再徹底を図っている。

真 庭 警 察 署 令和２年９月８日

監査結果（指摘事項）

①警察車両による交通事故での100万円以上の亡失損傷のものが認められた。

措置の内容

事故当事者に対しては，運転適性検査の結果を踏まえた具体的な留意点を①

指導し，運転技能訓練を定期的に実施している。

また，全署員に対しては，定期招集や朝礼の機会を捉えて，交通事故防止

教養と，出発前の上司及び同僚からの声かけにより，事故防止に対する意

識付けを行っている。

美 作 警 察 署 令和２年８月17日
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監査結果（指摘事項）

①車両搬送料の支払に当たり，振込口座の確認が不十分であったため，正当債

権者でない者に支出したものが認められた。

措置の内容

①戻入手続を行うとともに，正当債権者への支払を行った。以後は，複数人で

の確実な確認を実施し適正な支出に努めている。
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１ 監査の概要

(1) 監査等の種類 財政的援助団体等の監査

(2) 監査の対象

① 監査対象年度 令和元年度

② 監査対象団体

・出資団体 ････ 県が資本金等の４分の１以上を出資している団体

・補助金交付団体 ････ 県が１千万円以上の補助金を交付している団体

・負担金・交付金交付団体 ････ 県が５千万円以上の負担金又は交付金を交

付している団体

・貸付金貸付団体 ････ 県が１億円以上の貸付金を貸し付けている団体

・指定管理者 ････ 県が公の施設の指定管理を行わせている団体

③ 監査対象団体数及び監査実施団体数

監査対象団体のうち，次の表に掲げる 16 団体について監査を実施した。

区 分 監査対象団体数 監査実施団体数

出 資 団 体 ２７ ５

補 助 金 交 付 団 体 ５９ ５

負担金・交付金交付団体 ８ １

貸 付 金 貸 付 団 体 １ １

指 定 管 理 者 ２９ ８

合 計

（ ）は実団体数

１２４

（１０５）

２０

（１６）

(3) 監査の着眼点

財政的援助等に係る出納その他の事務が，当該援助等の目的に沿って行われ，

適正に処理されているか。

(4) 監査の実施内容

監査に当たっては，岡山県監査委員監査基準（令和２年３月 27 日岡山県監査

公表第５号）に準拠し，次のとおり実施した。

① 事前調査

監査委員監査に先立ち，監査事務局職員が監査実施団体に出向き，関係諸
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帳簿及び証拠書類を確認・照合するとともに，当該団体の職員から説明を聴取

して調書にまとめ，監査委員へ提出した。

② 監査委員監査

ア 実地監査（８団体）

監査委員が，監査実施団体に出向き，当該団体の役職員から説明を聴取

するとともに，当該団体から提出された監査資料及び事前調査の調書等

の内容に基づいて監査を行った。

イ 書面監査（８団体）

監査委員が，監査実施団体から提出された監査資料及び事前調査の調

書等の内容に基づいて監査を行った。

２ 監査の結果

上記により監査した限りにおいて，監査の対象となった団体の事務は，財政的援

助等の目的に沿って行われ，おおむね適正に処理されていることを確認した。

(1) 総括的事項

① 監査を実施した 16 団体のうち，１団体について是正や改善を要すると認めら

れる事案（指摘事項）があった。

② 指摘事項に至らないが，３団体について，改善を要すると認められる事案（注

意・指導事項）があった。

③ その他の 12 団体については，適正に処理されていると認められた。

監査実施団体
（監査実施団
体を所管する
県の部局）

監 査 対 象 区 分
監 査

年月日

指摘

事項

区 分

実

地

書

面

公益財団法人
岡山県私学振
興財団

(総務部)

【補助金交付団体】
岡山県私学振興財団補助金

165,214,044 円

令和３年
１月 13 日 － ○

一般財団法人
岡山県国際交
流協会
(県民生活部)

【出資団体】
出資総額 1,015,410,500 円
県の出資額 600,000,000 円

（出資比率 59.1％）
【指定管理者】
岡山県国際交流センター 38,452,777 円

令和３年
１月 28 日 － ○
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公益財団法人
岡山県郷土文
化財団
(環境文化部)

【出資団体】
出資総額 621,728,890 円
県の出資額 490,099,776 円

（出資比率 78.8％）
【指定管理者】
犬養木堂記念館 31,012,441 円
岡崎嘉平太記念館 24,178,142 円

令和３年
１月 28 日 － ○

鹿島建物総合
管理株式会社
(環境文化部)

【指定管理者】
岡山県立美術館 86,110,000 円

令和３年
１月 15 日 － ○

公益財団法人
岡山県武道振
興会
(環境文化部)

【指定管理者】
岡山武道館 7,783,407 円

令和３年
１月 15 日 － ○

岡山シーガル
ズ株式会社
(環境文化部)

【補助金交付団体】
競技力強化費補助金 12,000,000 円

令和２年
12 月 18 日 － ○

大林Ｆ・合人
社・岡経研共
同事業体
(産業労働部)

【指定管理者】
岡山県岡山リサーチパークインキュベー
ションセンター 52,323,333 円

令和３年
２月 15 日 － ○

株式会社岡山
県食肉センタ
ー
(農林水産部)

【出資団体】
出資総額 42,000,000 円
県の出資額 14,000,000 円

（出資比率 33.3％）

令和３年
１月 15 日 － ○

公益社団法人
おかやまの森
整備公社
(農林水産部)

【補助金交付団体】
公社の森機能増進総合事業費補助金

1,227,000,000 円

【貸付金貸付団体】
おかやまの森整備公社経営改善資金貸付
金 37,403,000,000 円

令和３年
１月 15 日 － ○

公益財団法人
岡山県林業振
興基金
(農林水産部)

【出資団体】
出資総額 1,913,459,049 円
県の出資額 1,650,000,000 円

（出資比率 86.2％）
【補助金交付団体】
林業担い手育成総合対策事業補助金等

22,229,513 円

令和３年
１月 20 日 － ○

岡山県土地開
発公社
(土木部)

【出資団体】
出資総額 1,000,000,000 円
県の出資額 1,000,000,000 円

（出資比率 100.0％）

令和３年
１月 13 日 － ○

一般財団法人
岡山県牛窓海
洋スポーツ振
興会

(土木部)

【指定管理者】
岡山県牛窓ヨットハーバー

利用料金制

令和３年
１月 20 日 － ○
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(2) 個別的事項

○ 公益財団法人岡山県育英会

ア 指摘事項

奨学金に係る未収償還金が，前年度末に比べ約 3,210 万円増加し，令

和元年度末の残高は 333,036,826 円であり，多額となっている。

イ 所見

償還金の返還率が低下し，年々，未収償還金が増加している。

未収償還金の解消に当たっては，滞納の状況に応じた的確な債権分類

を行い，人員，予算を集中的に投入し，効果的，効率的な回収に取り組む

必要がある。

また，法的措置を含め，速やかに債権回収に取り組むことができるよう

債権管理規程等を整備されたい。

なお，今までに多くの対策を講じられているが，その効果を十分検証し，

県の担当部局と緊密な連携を図りつつ，今後の対策に取り組まれたい。

後楽園魅力向
上委員会

(土木部)

【負担金・交付金交付団体】
後楽園魅力向上委員会負担金

66,826,067 円

令和３年
１月 26 日 － ○

公益財団法人
岡山県育英会
(教育庁)

【補助金交付団体】
岡山県育英事業費補助金 97,303,259 円

令和３年
１月 26 日 有 ○

ＣＲＩＳコン
ソーシアム
(教育庁)

【指定管理者】
岡山県生涯学習センター 67,133,908 円

令和２年
12 月 24 日 － ○

鹿島建物・オ
ークス・岡山
造園グループ

(教育庁)

【指定管理者】
岡山県立図書館 50,140,000 円

令和３年
１月 15 日 － ○
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
管
理
班
」
を
削
り

「
人
権
教
育
課

企
画
推
進
班
、
指
導
班
」
を
「
人
権

、

教
育
・
生
徒
指
導
課

振
興
班
、
人
権
教
育
班
、
生
徒
指
導
班
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

２

高
校
教
育
課
に
次
の
室
及
び
班
を
置
く
。

高
校
魅
力
化
推
進
室

管
理
班
、
企
画
推
進
班

教
育
情
報
化
推
進
室

第
五
条
中
「
高
校
教
育
課
」
の
下
に
「
、
高
校
教
育
課
高
校
魅
力
化
推
進
室
、
高
校
教
育
課
教
育
情

報
化
推
進
室
」
を
加
え

「
義
務
教
育
課
生
徒
指
導
推
進
室
」
を
「
人
権
教
育
・
生
徒
指
導
課
」
に
改

、

め

「
及
び
人
権
教
育
課
」
を
削
る
。

、第
十
条
た
だ
し
書
中
「
次
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
及
び
第
十
七
条
第
四
号
か
ら

」

、

、

。

第
六
号
ま
で

に
改
め

同
条
中
第
十
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
削
り

同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る

２

高
校
教
育
課
高
校
魅
力
化
推
進
室
の
分
掌
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

高
等
学
校
教
育
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二

高
等
学
校
の
魅
力
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

中
高
一
貫
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四

県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
等
教
育
学
校
の
学
科
配
置
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
立
学
校
（
市
町
村
立
（
組
合
立
を
含
む

）
の
幼
稚
園
、
小
学
校
及
び
中
学
校
を
除
く

）

。

。

の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

六

県
立
中
学
校
、
県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
等
教
育
学
校
の
通
学
区
域
の
設
定
及
び
変
更
に
関

す
る
こ
と
。

七

県
立
中
学
校
、
県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
等
教
育
学
校
の
学
級
編
制
に
関
す
る
こ
と
。

八

県
立
中
学
校
、
県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
等
教
育
学
校
の
生
徒
募
集
定
員
及
び
入
学
者
の
選

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



抜
に
関
す
る
こ
と
。

九

技
能
教
育
施
設
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

十

高
等
学
校
教
育
の
機
会
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

３

高
校
教
育
課
教
育
情
報
化
推
進
室
の
分
掌
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
実
現
に
関
す
る
こ
と
。

二

教
職
員
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
指
導
力
の
向
上
に
関
す
る
企
画
、
指
導
、
研
修
、
調
査
及
び
総
合
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

三

学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

四

教
育
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
に
関
す
る
こ
と
。

五

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
こ
と
。

六

教
育
関
係
業
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
た
だ
し
書
中
「
次
項
及
び
次
条
」
を
「
次
条
及
び
第
十
七
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
二
条
第
四
号
中
「
第
十
条
各
号
並
び
に
前
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
」
を
「
第
十
条
第

一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
、
前
条
各
号
並
び
に
第
十
七
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む

）
中
「
人
権
教
育
課
」
を
「
人
権
教
育
・
生
徒
指
導
課
」
に
改
め
、

。

同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
十
二
条
に
規
定
す
る
分
掌
事
務
を
除
く
。

第
十
七
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四

生
徒
指
導
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五

岡
山
県
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会
及
び
岡
山
県
い
じ
め
問
題
対
策
専
門
委
員
会
に
関
す
る

こ
と
。

六

第
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
十
一
条
第
二
号
、
第
五
号

及
び
第
七
号
の
分
掌
事
務
の
う
ち
ち
生
徒
指
導
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
参
与
」
を

に
改
め
る
。

「
学
校
教
育
推
進
監

参
与

」

第
三
条
中
第
十
六
項
を
第
十
七
項
と
し
、
第
二
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

学
校
教
育
推
進
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
教
育
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

を
掌
理
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

岡
山
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
平
成
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第

二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
所
長
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

所

長

一

職
員
の
事
務
分
担
の
決
定

二

職
員
の
勤
務
の
割
振
り
、
深
夜
勤
務
制
限
の
請
求
に
対
す
る
通
知
及
び
休

日
の
代
休
日
の
指
定

三

役
付
職
員
の
年
次
休
暇
の
届
出
の
受
理
及
び
時
季
変
更
権
の
行
使
並
び
に

病
気
休
暇
及
び
特
別
休
暇
の
承
認

四

役
付
職
員
の
時
間
外
勤
務
命
令
及
び
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定

五

職
員
の
県
外
出
張
命
令
及
び
役
付
職
員
の
県
内
出
張
命
令
並
び
に
当
該
出

張
に
係
る
復
命
の
査
閲

六

職
員
の
職
務
専
念
義
務
免
除
の
承
認
及
び
消
防
団
員
と
の
兼
職
の
承
認

七

職
員
の
住
居
届
、
通
勤
届
及
び
単
身
赴
任
届
に
係
る
事
実
の
確
認

八

職
員
の
扶
養
親
族
の
要
件
の
具
備
等
に
係
る
事
実
の
確
認

九

開
所
時
間
及
び
休
所
日
の
変
更

十

入
所
の
制
限
及
び
退
去
命
令

十
一

公
文
書
開
示
の
可
否
の
決
定

十
二

保
有
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
等
及
び
利
用
停
止
等
の
可
否
の
決
定

十
三

サ
イ
エ
ン
ス
ド
ー
ム
に
お
け
る
天
体
運
行
等
の
投
影
の
回
数
及
び
開
始

時
刻
の
承
認

別
表
次
長
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

第
五
条
第
一
項
中
「
教
育
次
長
」
を
「
教
育
次
長
（
学
校
教
育
推
進
監
を
含
む
。
以
下
同
じ

」
。
）

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月２６日　岡山県公報　第１２２８０号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

県

立

学

校

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

第
三
条
第
一
号
中
「
教
育
次
長
」
の
下
に
「
及
び
学
校
教
育
推
進
監
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
教
職
員
履
歴
等
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を
「
人
事
管
理
シ
ス
テ
ム
又

は
教
職
員
履
歴
等
管
理
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
公
告
第
二
号

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
実
施

、

。

す
る

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
理
事
長

沖

陽

子

１
調

達
内

容

調
達

件
名

(
1
)

岡
山

県
立

大
学

Ａ
ｄ

ｏ
ｂ

ｅ
社

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
使

用
許

諾
権

一
式

調
達

物
件

の
特

質
等

(
2
)

入
札

説
明

書
及

び
岡

山
県

立
大

学
社

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
使

用
許

諾
権

仕
様

書
以

下
入

A
d
o
b
e

（
「

札
説

明
書

等
」

と
い

う
）

。

契
約

期
間

(
3
)

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

６
年

５
月

3
1
日

ま
で

履
行

場
所

(
4
)

入
札

説
明

書
等

に
よ

る
。

入
札

方
法

(
5
)

入
札

金
額

は
，

使
用

許
諾

権
の

履
行

期
間

中
の

総
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

，
落

札
決

定
に

当
た

っ
て

は
，

入
札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

当
該

金
額

の
分

の
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
1
0
0

1
0

た
金

額
（

当
該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

，
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の

と
す

る
）

を
も

っ
て

落
札

価
格

と
す

る
の

で
，

入
札

者
は

，
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
。

1
1
0

1
0
0

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
，

見
積

も
っ

た
契

約
金

額
の

分
の

に
相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。

２
競

争
入

札
参

加
資

格

次
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

と
す

る
。

令
和

３
年

度
に

県
が

発
注

す
る

物
品

の
売

買
、

修
理

等
の

調
達

契
約

で
あ

っ
て

地
方

公
共

団
体

(
1
)の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
（

平
成

７
年

政
令

第
号

）
の

3
7
2

規
定

が
適

用
さ

れ
る

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
（

令
和

３
年

岡
山

県
告

示
第

号
（

物
品

の
売

買
，

修
理

等
の

調
達

契
約

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

資
格

，
資

格
3
9

審
査

の
申

請
手

続
等

。
以

下
「

資
格

告
示

」
と

い
う

）
に

定
め

る
資

格
を

い
う

）
を

得
て

い

る
者

で
，

そ
の

営
業

種
目

が
「

大
分

類
１

文
具

・
事

務
用

機
器

，
小

分
類

２
事

務
用

機
器

」
で

，
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あ
っ

て
、

格
付

区
分

が
Ａ

又
は

Ｂ
で

あ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

こ
の

入
札

の
公

告
の

日
か

ら
落

札
者

が
決

定
す

る
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

，
物

品
の

売
買

，
修

(
2
)理

等
の

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

資
格

者
の

資
格

審
査

要
領

（
平

成
年

1
9

）
。

岡
山

県
告

示
第

号
規

定
に

よ
る

入
札

参
加

の
停

止
の

措
置

を
受

け
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

3
0
6

，
，

(
3
)

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
岡

山
県

か
ら

物
品

の
売

買

修
理

等
の

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

除
外

等
要

領
に

基
づ

く
入

札
参

加
除

外

の
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
年

政
令

第
号

）
第

条
の

４
第

２
項

の
規

定
に

該
当

し
な

(
4
)

2
2

1
6

1
6
7

い
者

で
あ

る
こ

と
。

岡
山

県
建

設
工

事
等

暴
力

団
対

策
会

議
運

営
要

領
に

基
づ

く
指

名
除

外
を

受
け

て
い

る
者

で
な

(
5
)い

こ
と

。

民
事

再
生

法
（

平
成

年
法

律
第

号
）

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

て
(
6
)

1
1

2
2
5

い
る

者
又

は
会

社
更

生
法

（
平

成
年

法
律

第
号

）
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

1
4

1
5
4

な
さ

れ
て

い
る

者
（

再
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
更

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

い
る

者
を

除
く

）
で

な
い

こ
と

。
。

３
競

争
入

札
参

加
資

格
の

申
請

手
続

こ
の

一
般

競
争

入
札

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

で
，

２
の

資
格

を
得

て
い

な
い

も
の

は
，

資
(
1
)

格
告

示
に

基
づ

き
申

請
手

続
を

行
う

こ
と

。

申
請

書
の

提
出

期
限

(
1
)

令
和

３
年

４
月

日
（

水
）

午
後

５
時

1
4

４
入

札
手

続
等

契
約

条
項

を
示

す
場

所
，

入
札

説
明

書
等

の
交

付
の

場
所

及
び

問
い

合
わ

せ
先

(
1
)

〒
総

社
市

窪
木

１
１

１
7
1
9
-
1
1
9
7

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

総
合

情
報

推
進

セ
ン

タ
ー

（
総

務
課

学
部

事
務

班
）

電
話

（
）

（
直

通
）

0
8
6
6

3
8
-
8
1
3
5

0
8
6
6

9
4
-
2
7
3
2

Ｆ
Ａ

Ｘ
（

）

a
d
o
b
e
k
o
u
s
h
i
n
@
a
d
.
o
k
a
-
p
u
.
a
c
.
j
p

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

入
札

説
明

書
等

の
交

付
期

間
及

び
交

付
方

法
(
2
)

ア
交

付
期

間

令
和

３
年

３
月

日
（

金
）

か
ら

同
年

４
月

日
（

金
）

ま
で

（
県

の
休

日
（

岡
山

県
の

休
2
6

2
3
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日
を

定
め

る
条

例
（

平
成

元
年

岡
山

県
条

例
第

２
号

）
第

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

県
の

休

日
を

い
う

。
以

下
同

じ
）

を
除

く
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
。

。

イ
交

付
方

法

原
則

，
の

場
所

で
交

付
す

る
。

(
1
)

入
札

説
明

会
(
3
)

開
催

し
な

い
。

(
)

入
札

参
加

申
出

手
続

4

入
札

参
加

を
希

望
す

る
者

は
，

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
申

出
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ア
提

出
期

間

令
和

３
年

３
月

2
6
日

（
金

）
か

ら
同

年
４

月
2
3
日

（
金

（
県

の
休

日
を

除
く

）
の

午
前

）
。

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

イ
提

出
場

所

(
)
の

場
所

に
同

じ
。

1

ウ
提

出
方

法

持
参

又
は

郵
送

等
（

書
留

郵
便

そ
の

他
こ

れ
に

準
じ

る
方

法
に

よ
る

も
の

に
限

る
。

以
下

同

じ
）

な
お

，
持

参
す

る
場

合
は

，
事

前
に

(
)
の

場
所

に
電

話
又

は
電

子
メ

ー
ル

で
連

絡
の

。
1

上
，

提
出

日
の

予
約

を
行

う
こ

と
。

５
入

札

(
)

入
札

及
び

開
札

の
日

時
及

び
場

所
1

令
和

３
年

５
月

1
0
日

（
月

）
午

前
1
0
時

〒
総

社
市

窪
木

１
１

１
7
1
9
-
1
1
9
7

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

本
部

棟
２

階
大

会
議

室

入
札

書
の

提
出

方
法

(
2
)

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
る

こ
と

。

ア
持

参

(
1
)

契
約

を
締

結
す

る
権

限
を

有
し

て
い

る
者

（
以

下
「

本
人

」
と

い
う

）
又

は
代

理
人

が
。

の
日

時
及

び
場

所
に

入
札

書
を

持
参

す
る

こ
と

。
た

だ
し

，
代

理
人

が
持

参
す

る
場

合
は

，

本
人

か
ら

の
委

任
状

を
持

参
し

，
入

札
前

に
提

出
す

る
こ

と
。

イ
郵

便
等
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本
人

が
作

成
し

た
入

札
書

を
封

印
を

し
て

，
４

の
場

所
を

宛
先

と
し

た
配

達
証

明
付

き
(
1
)

の
書

留
郵

便
（

封
筒

を
二

重
と

し
，

外
側

の
封

筒
に

「
入

札
書

在
中

」
と

朱
書

き
し

，
内

側

の
封

筒
に

１
の

件
名

及
び

の
日

時
を

記
載

し
た

も
の

に
限

る
）

を
も

っ
て

令
和

３
年

(
1
)

(
1
)

。

５
月

７
日

金
の

午
後

４
時

ま
で

に
到

着
す

る
よ

う
郵

送
等

に
よ

り
提

出
す

る
こ

と
。

(
)

６
入

札
及

び
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

７
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金

入
札

保
証

金
(
1
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

及
び

第
条

の
規

定
に

よ
る

。
1
1

1
2

契
約

保
証

金
(
2
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

及
び

第
条

の
規

定
に

よ
る

。
4
0

4
2

８
そ

の
他

入
札

者
に

要
求

さ
れ

る
事

項
(
1
)

４
の

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
申

出
書

を
提

出
し

た
者

は
，

契
約

担
当

者
か

ら
当

(
4
)

該
書

類
に

関
し

説
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

に
は

，
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

入
札

の
無

効
(
2
)

こ
の

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
，

入
札

者
に

求
め

ら
れ

る
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
し

た
入

札
そ

の
他

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

各
号

に
掲

げ
る

入
札

に
係

る
入

札
書

は
，

無
効

と
す

る
。

1
7

契
約

書
作

成
の

要
否

(
3
)

要落
札

者
の

決
定

方
法

(
4
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
決

定
さ

れ
7

た
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

そ
の

他
(
5
)

詳
細

は
，

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

S
u
m
m
a
r
y

９

(
1
)

N
a
t
u
r
e

a
n
d

q
u
a
n
t
i
t
y

o
f

t
h
e

p
r
o
d
u
c
t
s

t
o

b
e

p
u
r
c
h
a
s
e
d
:

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

A
d
o
b
e

S
o
f
t
w
a
r
e

l
i
c
e
n
s
e

a
g
r
e
e
m
e
n
t
:

o
n
e

s
e
t
.
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(
2
)

S
e
r
v
i
c
e

p
e
r
i
o
d

:

F
r
o
m

J
u
n
e

1
,

2
0
2
1

t
h
r
o
u
g
h

M
a
y

3
0
,

2
0
2
4

(
3
)

D
a
t
e

a
n
d

p
l
a
c
e

o
f

d
e
l
i
v
e
r
y

:

A
s

s
p
e
c
i
f
i
e
d

b
y

b
i
d

e
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y

l
e
a
f
l
e
t

(
4
)

T
i
m
e

l
i
m
i
t

f
o
r

t
e
n
d
e
r

:

M
a
y

1
0
,

2
0
2
1
,

a
t

1
0
:
0
0

A
.
M
.

(
b
y

m
a
i
l

4
:
0
0

P
.
M
.

M
a
y

7
,

2
0
2
1
)

(
5
)

C
o
n
t
a
c
t

p
o
i
n
t

f
o
r

n
o
t
i
c
e

:

G
e
n
e
r
a
l

A
f
f
a
i
r
s

D
i
v
i
s
i
o
n
,

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

1
1
1

K
u
b
o
k
i
,

S
o
j
a
-
s
h
i
,

O
k
a
y
a
m
a
-
k
e
n
,

7
1
9
-
1
1
9
7
,

J
a
p
a
n
,

－
－

（
）

T
E
L

0
8
6
6

9
4

2
1
1
1

m
a
i
n

p
h
o
n
e

n
u
m
b
e
r
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◎
公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
公
告
第
三
号

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
実
施

、

。

す
る

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
理
事
長

沖

陽

子

１
調

達
内

容

調
達

件
名

(
1
)

岡
山

県
立

大
学

計
算

機
演

習
室

シ
ス

テ
ム

更
新

及
び

運
用

保
守

業
務

調
達

物
件

の
特

質
等

(
2
)

入
札

説
明

書
及

び
岡

山
県

立
大

学
計

算
機

演
習

室
シ

ス
テ

ム
更

新
及

び
運

用
保

守
業

務
仕

様
書

（
以

下
「

入
札

説
明

書
等

」
と

い
う

）
。

契
約

期
間

(
3
)

令
和

３
年

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
９

月
3
0
日

ま
で

10

履
行

場
所

(
4
)

入
札

説
明

書
等

に
よ

る
。

入
札

方
法

(
5
)

入
札

金
額

は
，

本
業

務
に

必
要

な
初

期
費

用
等

一
切

の
諸

費
用

を
含

め
た

額
と

し
，

１
月

当
た

り
の

単
価

（
本

件
借

入
れ

に
係

る
物

件
を

５
年

間
借

り
受

け
る

も
の

と
し

て
算

定
し

た
リ

ー
ス

料

及
び

運
用

保
守

料
総

額
の

分
の

１
に

相
当

す
る

額
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

，
落

札
決

定
に

6
0

当
た

っ
て

は
，

入
札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

当
該

金
額

の
分

の
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
1
0
0

1
0

た
金

額
（

当
該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

，
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の

と
す

る
）

を
も

っ
て

落
札

価
格

と
す

る
の

で
，

入
札

者
は

，
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
。

1
1
0

1
0
0

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
，

見
積

も
っ

た
契

約
金

額
の

分
の

に
相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。

２
競

争
入

札
参

加
資

格

次
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

と
す

る
。

令
和

３
年

度
に

お
い

て
県

が
発

注
す

る
情

報
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
調

達
契

約
で

あ
っ

て
地

(
1
)方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令

第
号

）
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
（

令
3
7
2

和
３

年
岡

山
県

告
示

第
号

（
情

報
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

調
達

契
約

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

資
3
3
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格
，

資
格

審
査

の
申

請
手

続
等

。
以

下
「

資
格

告
示

」
と

い
う

）
に

定
め

る
資

格
を

い
う

）
。

。

を
得

て
い

る
者

で
，

岡
山

県
役

務
の

提
供

に
係

る
入

札
参

加
資

格
者

名
簿

の
業

務
種

目
区

分
「

大

分
類

８
情

報
・

通
信

サ
ー

ビ
ス

，
小

分
類

２
シ

ス
テ

ム
等

開
発

・
改

良
」

の
格

付
区

分
が

Ａ
で

あ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

こ
の

入
札

の
公

告
の

日
か

ら
落

札
者

が
決

定
す

る
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

，
岡

山
県

役
務

の
提

(
2
)供

の
契

約
に

係
る

入
札

参
加

資
格

審
査

要
領

（
平

成
年

岡
山

県
告

示
第

号
）

の
規

定
に

よ
1
9

3
3
2

る
入

札
参

加
の

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
，

岡
山

県
か

ら
岡

山
県

役
務

(
3
)の

提
供

の
契

約
に

係
る

入
札

参
加

除
外

等
要

領
に

基
づ

く
入

札
参

加
除

外
の

措
置

を
受

け
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
年

政
令

第
号

）
第

条
の

４
第

２
項

の
規

定
に

該
当

し
な

(
4
)

2
2

1
6

1
6
7

い
者

で
あ

る
こ

と
。

岡
山

県
建

設
工

事
等

暴
力

団
対

策
会

議
運

営
要

領
に

基
づ

く
指

名
除

外
を

受
け

て
い

る
者

で
な

(
5
)い

こ
と

。

民
事

再
生

法
（

平
成

年
法

律
第

号
）

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

て
(
6
)

1
1

2
2
5

い
る

者
又

は
会

社
更

生
法

（
平

成
年

法
律

第
号

）
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

1
4

1
5
4

な
さ

れ
て

い
る

者
（

再
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
更

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

い
る

者
を

除
く

）
で

な
い

こ
と

。
。

賃
貸

借
す

る
物

品
に

つ
い

て
，

第
三

者
か

ら
公

立
大

学
法

人
岡

山
県

立
大

学
に

貸
付

け
を

行
わ

(
7
)せ

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
，

当
該

第
三

者
が

岡
山

県
の

物
品

，
修

理
等

の
契

約
に

係
る

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
資

格
者

名
簿

に
登

載
さ

れ
て

お
り

，
そ

の
営

業
種

目
が

「
大

分
類

９
，

そ
の

他
，

小
分

類
レ

ン
タ

ル
・

リ
ー

ス
類

」
で

あ
っ

て
，

そ
の

格
付

区
分

が
Ａ

で
あ

る
者

1
2

を
あ

ら
か

じ
め

選
定

し
て

お
く

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。

３
競

争
入

札
参

加
資

格
の

申
請

手
続

こ
の

一
般

競
争

入
札

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

で
，

２
の

資
格

を
得

て
い

な
い

も
の

は
，

資
(
1
)

格
告

示
に

基
づ

き
申

請
手

続
を

行
う

こ
と

。

申
請

書
の

提
出

期
限

(
1
)

令
和

３
年

４
月

日
（

水
）

午
後

５
時

1
4

４
入

札
手

続
等

契
約

条
項

を
示

す
場

所
，

入
札

説
明

書
等

の
交

付
の

場
所

及
び

問
い

合
わ

せ
先

(
1
)
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〒
総

社
市

窪
木

１
１

１
7
1
9
-
1
1
9
7

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

総
合

情
報

推
進

セ
ン

タ
ー

（
総

務
課

学
部

事
務

班
）

電
話

（
）

（
直

通
）

0
8
6
6

3
8
-
8
1
3
5

0
8
6
6

9
4
-
2
7
3
2

Ｆ
Ａ

Ｘ
（

）

z
e
n
k
o
u
s
h
i
n
@
a
d
.
o
k
a
-
p
u
.
a
c
.
j
p

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

入
札

説
明

書
等

の
交

付
期

間
及

び
交

付
方

法
(
2
)

ア
交

付
期

間

令
和

３
年

３
月

日
（

金
）

か
ら

同
年

４
月

日
（

金
）

ま
で

（
県

の
休

日
（

岡
山

県
の

休
2
6

2
3

日
を

定
め

る
条

例
（

平
成

元
年

岡
山

県
条

例
第

２
号

）
第

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

県
の

休

日
を

い
う

。
以

下
同

じ
）

を
除

く
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
。

。

イ
交

付
方

法

原
則

，
の

場
所

で
交

付
す

る
。

(
1
)

入
札

説
明

会
(
3
)

開
催

し
な

い
。

入
札

参
加

申
出

手
続

(
4
)

入
札

参
加

を
希

望
す

る
者

は
，

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
申

出
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ア
提

出
期

間

令
和

３
年

３
月

2
6
日

（
金

）
か

ら
同

年
４

月
2
3
日

（
金

（
県

の
休

日
を

除
く

）
の

午
前

）
。

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

イ
提

出
場

所

の
場

所
に

同
じ

。
(
1
)

ウ
提

出
方

法

持
参

又
は

郵
送

等
（

書
留

郵
便

そ
の

他
こ

れ
に

準
じ

る
方

法
に

よ
る

も
の

に
限

る
。

以
下

同

じ
）

な
お

，
持

参
す

る
場

合
は

，
事

前
に

の
場

所
に

電
話

又
は

電
子

メ
ー

ル
で

連
絡

の
。

(
1
)

上
，

提
出

日
の

予
約

を
行

う
こ

と
。

５
入

札入
札

及
び

開
札

の
日

時
及

び
場

所
(
1
)

令
和

３
年

５
月

1
0
日

（
月

）
午

前
1
0
時

3
0
分

〒
総

社
市

窪
木

１
１

１
7
1
9
-
1
1
9
7
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公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

本
部

棟
２

階
大

会
議

室

入
札

書
の

提
出

方
法

(
2
)

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
る

こ
と

。

ア
持

参

(
1
)

契
約

を
締

結
す

る
権

限
を

有
し

て
い

る
者

（
以

下
「

本
人

」
と

い
う

）
又

は
代

理
人

が
。

の
日

時
及

び
場

所
に

入
札

書
を

持
参

す
る

こ
と

。
た

だ
し

，
代

理
人

が
持

参
す

る
場

合
は

，

本
人

か
ら

の
委

任
状

を
持

参
し

，
入

札
前

に
提

出
す

る
こ

と
。

イ
郵

便
等

本
人

が
作

成
し

た
入

札
書

を
封

印
を

し
て

，
４

の
場

所
を

宛
先

と
し

た
配

達
証

明
付

き
(
1
)

の
書

留
郵

便
（

封
筒

を
二

重
と

し
，

外
側

の
封

筒
に

「
入

札
書

在
中

」
と

朱
書

き
し

，
内

側

の
封

筒
に

１
の

件
名

及
び

の
日

時
を

記
載

し
た

も
の

に
限

る
）

を
も

っ
て

令
和

３
年

(
1
)

(
1
)

。

５
月

７
日

金
の

午
後

４
時

ま
で

に
到

着
す

る
よ

う
郵

送
等

に
よ

り
提

出
す

る
こ

と
。

(
)

６
入

札
及

び
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

７
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金

入
札

保
証

金
(
1
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

及
び

第
条

の
規

定
に

よ
る

。
1
1

1
2

契
約

保
証

金
(
2
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

及
び

第
条

の
規

定
に

よ
る

。
4
0

4
2

８
そ

の
他

入
札

者
に

要
求

さ
れ

る
事

項
(
1
)

４
の

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
申

出
書

を
提

出
し

た
者

は
，

契
約

担
当

者
か

ら
当

(
4
)

該
書

類
に

関
し

説
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

に
は

，
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

入
札

の
無

効
(
2
)

こ
の

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
，

入
札

者
に

求
め

ら
れ

る
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
し

た
入

札
そ

の
他

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

各
号

に
掲

げ
る

入
札

に
係

る
入

札
書

は
，

無
効

と
す

る
。

1
7

契
約

書
作

成
の

要
否

(
3
)

要落
札

者
の

決
定

方
法

(
4
)
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公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

決
定

さ
れ

た
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

そ
の

他
(
5
)

詳
細

は
，

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

S
u
m
m
a
r
y

９

(
1
)

N
a
t
u
r
e

o
f

t
h
e

s
e
r
v
i
c
e
s

t
o

b
e

r
e
q
u
i
r
e
d
:

E
q
u
i
p
m
e
n
t

r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t

w
i
t
h

o
p
e
r
a
t
i
o
n

m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e

s
e
r
v
i
c
e
s

f
o
r

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

c
o
m
p
u
t
e
r

r
o
o
m
s
.

(
2
)

S
e
r
v
i
c
e

p
e
r
i
o
d

:

F
r
o
m

O
c
t
o
b
e
r

1
,

2
0
2
1

t
h
r
o
u
g
h

S
e
p
t
e
m
b
e
r

3
0
,

2
0
2
6

(
3
)

D
a
t
e

a
n
d

p
l
a
c
e

o
f

d
e
l
i
v
e
r
y

:

A
s

s
p
e
c
i
f
i
e
d

b
y

b
i
d

e
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y

l
e
a
f
l
e
t

(
4
)

T
i
m
e

l
i
m
i
t

f
o
r

t
e
n
d
e
r

:

M
a
y

1
0
,

2
0
2
1
,

a
t

1
0
:
3
0

A
.
M
.

(
b
y

m
a
i
l

4
:
0
0

P
.
M
.

M
a
y

7
,

2
0
2
1
)

(
5
)

C
o
n
t
a
c
t

p
o
i
n
t

f
o
r

n
o
t
i
c
e

:

G
e
n
e
r
a
l

A
f
f
a
i
r
s

D
i
v
i
s
i
o
n
,

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

1
1
1

K
u
b
o
k
i
,

S
o
j
a
-
s
h
i
,

O
k
a
y
a
m
a
-
k
e
n
,

7
1
9
-
1
1
9
7
,

J
a
p
a
n
,

－
－

（
）

T
E
L

0
8
6
6

9
4

2
1
1
1

m
a
i
n

p
h
o
n
e

n
u
m
b
e
r
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◎
公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
公
告
第
四
号

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
実
施

、

。

す
る

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
理
事
長

沖

陽

子

１
調

達
内

容

調
達

件
名

(
1
)

岡
山

県
立

大
学

情
報

工
学

部
情

報
通

信
工

学
科

教
育

用
計

算
機

シ
ス

テ
ム

更
新

及
び

運
用

保
守

業
務調
達

物
件

の
特

質
等

(
2
)

入
札

説
明

書
及

び
岡

山
県

立
大

学
情

報
工

学
部

情
報

通
信

工
学

科
教

育
用

計
算

機
シ

ス
テ

ム
更

新
及

び
運

用
保

守
業

務
仕

様
書

（
以

下
「

入
札

説
明

書
等

」
と

い
う

）
。

契
約

期
間

(
3
)

令
和

３
年

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
９

月
3
0
日

ま
で

10

履
行

場
所

(
4
)

入
札

説
明

書
等

に
よ

る
。

入
札

方
法

(
5
)

入
札

金
額

は
，

本
業

務
に

必
要

な
初

期
費

用
等

一
切

の
諸

費
用

を
含

め
た

額
と

し
，

１
月

当
た

り
の

単
価

（
本

件
借

入
れ

に
係

る
物

件
を

５
年

間
借

り
受

け
る

も
の

と
し

て
算

定
し

た
リ

ー
ス

料

及
び

運
用

保
守

料
総

額
の

分
の

１
に

相
当

す
る

額
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

，
落

札
決

定
に

6
0

当
た

っ
て

は
，

入
札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

当
該

金
額

の
分

の
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
1
0
0

1
0

た
金

額
（

当
該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

，
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の

と
す

る
）

を
も

っ
て

落
札

価
格

と
す

る
の

で
，

入
札

者
は

，
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
。

1
1
0

1
0
0

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
，

見
積

も
っ

た
契

約
金

額
の

分
の

に
相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。

２
競

争
入

札
参

加
資

格

次
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

と
す

る
。

令
和

３
年

度
に

お
い

て
県

が
発

注
す

る
情

報
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
調

達
契

約
で

あ
っ

て
地

(
1
)方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令

第
号

）
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
（

令
3
7
2
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和
３

年
岡

山
県

告
示

第
号

（
情

報
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

調
達

契
約

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

資
3
3

格
，

資
格

審
査

の
申

請
手

続
等

。
以

下
「

資
格

告
示

」
と

い
う

）
に

定
め

る
資

格
を

い
う

）
。

。

を
得

て
い

る
者

で
，

岡
山

県
役

務
の

提
供

に
係

る
入

札
参

加
資

格
者

名
簿

の
業

務
種

目
区

分
「

大

分
類

８
情

報
・

通
信

サ
ー

ビ
ス

，
小

分
類

２
シ

ス
テ

ム
等

開
発

・
改

良
」

の
格

付
区

分
が

Ａ
で

あ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

こ
の

入
札

の
公

告
の

日
か

ら
落

札
者

が
決

定
す

る
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

，
岡

山
県

役
務

の
提

(
2
)供

の
契

約
に

係
る

入
札

参
加

資
格

審
査

要
領

（
平

成
年

岡
山

県
告

示
第

号
）

の
規

定
に

よ
1
9

3
3
2

る
入

札
参

加
の

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
，

岡
山

県
か

ら
岡

山
県

役
務

(
3
)の

提
供

の
契

約
に

係
る

入
札

参
加

除
外

等
要

領
に

基
づ

く
入

札
参

加
除

外
の

措
置

を
受

け
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
年

政
令

第
号

）
第

条
の

４
第

２
項

の
規

定
に

該
当

し
な

(
4
)

2
2

1
6

1
6
7

い
者

で
あ

る
こ

と
。

岡
山

県
建

設
工

事
等

暴
力

団
対

策
会

議
運

営
要

領
に

基
づ

く
指

名
除

外
を

受
け

て
い

る
者

で
な

(
5
)い

こ
と

。

民
事

再
生

法
（

平
成

年
法

律
第

号
）

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

て
(
6
)

1
1

2
2
5

い
る

者
又

は
会

社
更

生
法

（
平

成
年

法
律

第
号

）
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

1
4

1
5
4

な
さ

れ
て

い
る

者
（

再
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
更

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

い
る

者
を

除
く

）
で

な
い

こ
と

。
。

賃
貸

借
す

る
物

品
に

つ
い

て
，

第
三

者
か

ら
公

立
大

学
法

人
岡

山
県

立
大

学
に

貸
付

け
を

行
わ

(
7
)せ

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
，

当
該

第
三

者
が

岡
山

県
の

物
品

，
修

理
等

の
契

約
に

係
る

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
資

格
者

名
簿

に
登

載
さ

れ
て

お
り

，
そ

の
営

業
種

目
が

「
大

分
類

９
，

そ
の

他
，

小
分

類
レ

ン
タ

ル
・

リ
ー

ス
類

」
で

あ
っ

て
，

そ
の

格
付

区
分

が
Ａ

で
あ

る
者

1
2

を
あ

ら
か

じ
め

選
定

し
て

お
く

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。

３
競

争
入

札
参

加
資

格
の

申
請

手
続

こ
の

一
般

競
争

入
札

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

で
，

２
の

資
格

を
得

て
い

な
い

も
の

は
，

資
(
1
)

格
告

示
に

基
づ

き
申

請
手

続
を

行
う

こ
と

。

申
請

書
の

提
出

期
限

(
1
)

令
和

３
年

４
月

日
（

水
）

午
後

５
時

1
4

４
入

札
手

続
等
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契
約

条
項

を
示

す
場

所
，

入
札

説
明

書
等

の
交

付
の

場
所

及
び

問
い

合
わ

せ
先

(
1
)

〒
総

社
市

窪
木

１
１

１
7
1
9
-
1
1
9
7

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

総
合

情
報

推
進

セ
ン

タ
ー

（
総

務
課

学
部

事
務

班
）

電
話

（
）

（
直

通
）

0
8
6
6

3
8
-
8
1
3
3

0
8
6
6

9
4
-
2
7
3
2

Ｆ
Ａ

Ｘ
（

）

l
e
2
0
2
1
-
i
c
@
a
d
.
o
k
a
-
p
u
.
a
c
.
j
p

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

※
左

端
は

小
文

字
の

「
エ

ル
」

※
ハ

イ
フ

ン
の

左
横

は
数

字

入
札

説
明

書
等

の
交

付
期

間
及

び
交

付
方

法
(
2
)

ア
交

付
期

間

令
和

３
年

３
月

日
（

金
）

か
ら

同
年

４
月

日
（

金
）

ま
で

（
県

の
休

日
（

岡
山

県
の

休
2
6

2
3

日
を

定
め

る
条

例
（

平
成

元
年

岡
山

県
条

例
第

２
号

）
第

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

県
の

休

日
を

い
う

。
以

下
同

じ
）

を
除

く
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
。

。

イ
交

付
方

法

原
則

，
の

場
所

で
交

付
す

る
。

(
1
)

入
札

説
明

会
(
3
)

開
催

し
な

い
。

入
札

参
加

申
出

手
続

(
4
)

入
札

参
加

を
希

望
す

る
者

は
，

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
申

出
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ア
提

出
期

間

令
和

３
年

３
月

2
6
日

（
金

）
か

ら
同

年
４

月
2
3
日

（
金

）
ま

で
（

県
の

休
日

を
除

く
）

の
。

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

イ
提

出
場

所

の
場

所
に

同
じ

。
(
1
)

ウ
提

出
方

法

持
参

又
は

郵
送

等
（

書
留

郵
便

そ
の

他
こ

れ
に

準
じ

る
方

法
に

よ
る

も
の

に
限

る
。

以
下

同

じ
）

な
お

，
持

参
す

る
場

合
は

，
事

前
に

の
場

所
に

電
話

又
は

電
子

メ
ー

ル
で

連
絡

の
。

(
1
)

上
，

提
出

日
の

予
約

を
行

う
こ

と
。

５
入

札入
札

及
び

開
札

の
日

時
及

び
場

所
(
1
)
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令
和

３
年

５
月

1
0
日

（
月

）
午

後
１

時
3
0
分

〒
総

社
市

窪
木

１
１

１
7
1
9
-
1
1
9
7

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

本
部

棟
２

階
大

会
議

室

入
札

書
の

提
出

方
法

(
2
)

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
る

こ
と

。

ア
持

参

(
1
)

契
約

を
締

結
す

る
権

限
を

有
し

て
い

る
者

（
以

下
「

本
人

」
と

い
う

）
又

は
代

理
人

が
。

の
日

時
及

び
場

所
に

入
札

書
を

持
参

す
る

こ
と

。
た

だ
し

，
代

理
人

が
持

参
す

る
場

合
は

，

本
人

か
ら

の
委

任
状

を
持

参
し

，
入

札
前

に
提

出
す

る
こ

と
。

イ
郵

便
等

本
人

が
作

成
し

た
入

札
書

を
封

印
を

し
て

，
４

の
場

所
を

宛
先

と
し

た
配

達
証

明
付

き
(
1
)

の
書

留
郵

便
（

封
筒

を
二

重
と

し
，

外
側

の
封

筒
に

「
入

札
書

在
中

」
と

朱
書

き
し

，
内

側

の
封

筒
に

１
の

件
名

及
び

の
日

時
を

記
載

し
た

も
の

に
限

る
）

を
も

っ
て

令
和

３
年

(
1
)

(
1
)

。

５
月

７
日

金
の

午
後

４
時

ま
で

に
到

着
す

る
よ

う
郵

送
等

に
よ

り
提

出
す

る
こ

と
。

(
)

６
入

札
及

び
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

７
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金

入
札

保
証

金
(
1
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

及
び

第
条

の
規

定
に

よ
る

。
1
1

1
2

契
約

保
証

金
(
2
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

及
び

第
条

の
規

定
に

よ
る

。
4
0

4
2

８
そ

の
他

入
札

者
に

要
求

さ
れ

る
事

項
(
1
)

４
の

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
申

出
書

を
提

出
し

た
者

は
，

契
約

担
当

者
か

ら
当

(
4
)

該
書

類
に

関
し

説
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

に
は

，
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

入
札

の
無

効
(
2
)

こ
の

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
，

入
札

者
に

求
め

ら
れ

る
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
し

た
入

札
そ

の
他

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

各
号

に
掲

げ
る

入
札

に
係

る
入

札
書

は
，

無
効

と
す

る
。

1
7

契
約

書
作

成
の

要
否

(
3
)
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要落
札

者
の

決
定

方
法

(
4
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

決
定

さ
れ

た
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

そ
の

他
(
5
)

詳
細

は
，

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

S
u
m
m
a
r
y

９

(
1
)

N
a
t
u
r
e

o
f

t
h
e

s
e
r
v
i
c
e
s

t
o

b
e

r
e
q
u
i
r
e
d
:

E
q
u
i
p
m
e
n
t

r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t

w
i
t
h

o
p
e
r
a
t
i
o
n

m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e

s
e
r
v
i
c
e
s

f
o
r

e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l

c
o
m
p
u
t
e
r

s
y
s
t
e
m

o
f

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

F
a
c
u
l
t
y

o
f

C
o
m
p
u
t
e
r

S
c
i
e
n
c
e

a
n
d

S
y
s
t
e
m
s

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

a
n
d

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
.

(
2
)

S
e
r
v
i
c
e

p
e
r
i
o
d

:

F
r
o
m

O
c
t
o
b
e
r

1
,

2
0
2
1

t
h
r
o
u
g
h

S
e
p
t
e
m
b
e
r

3
0
,

2
0
2
6

(
3
)

D
a
t
e

a
n
d

p
l
a
c
e

o
f

d
e
l
i
v
e
r
y

:

A
s

s
p
e
c
i
f
i
e
d

b
y

b
i
d

e
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y

l
e
a
f
l
e
t

(
4
)

T
i
m
e

l
i
m
i
t

f
o
r

t
e
n
d
e
r

:

M
a
y

1
0
,

2
0
2
1
,

a
t

1
:
3
0

P
.
M
.

(
b
y

m
a
i
l

4
:
0
0

P
.
M
.

M
a
y

7
,

2
0
2
1
)

(
5
)

C
o
n
t
a
c
t

p
o
i
n
t

f
o
r

n
o
t
i
c
e

:

G
e
n
e
r
a
l

A
f
f
a
i
r
s

D
i
v
i
s
i
o
n
,

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

1
1
1

K
u
b
o
k
i
,

S
o
j
a
-
s
h
i
,

O
k
a
y
a
m
a
-
k
e
n
,

7
1
9
-
1
1
9
7
,

J
a
p
a
n
,

－
－

（
）

T
E
L

0
8
6
6

9
4

2
1
1
1

m
a
i
n

p
h
o
n
e

n
u
m
b
e
r
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◎
公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
公
告
第
五
号

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
実
施

、

。

す
る

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
理
事
長

沖

陽

子

１
調

達
内

容

調
達

件
名

(
1
)

岡
山

県
立

大
学

情
報

工
学

部
情

報
シ

ス
テ

ム
工

学
科

教
育

用
計

算
機

シ
ス

テ
ム

更
新

及
び

運
用

保
守

業
務

調
達

物
件

の
特

質
等

(
2
)

入
札

説
明

書
及

び
岡

山
県

立
大

学
情

報
工

学
部

情
報

シ
ス

テ
ム

工
学

科
教

育
用

計
算

機
シ

ス
テ

ム
更

新
及

び
運

用
保

守
業

務
仕

様
書

（
以

下
「

入
札

説
明

書
等

」
と

い
う

）
。

契
約

期
間

(
3
)

令
和

３
年

1
0
月

１
日

か
ら

令
和

８
年

９
月

3
0
日

ま
で

履
行

場
所

(
4
)

入
札

説
明

書
等

に
よ

る
。

入
札

方
法

(
5
)

入
札

金
額

は
，

本
業

務
に

必
要

な
初

期
費

用
等

一
切

の
諸

費
用

を
含

め
た

額
と

し
，

１
月

当
た

り
の

単
価

（
本

件
借

入
れ

に
係

る
物

件
を

５
年

間
借

り
受

け
る

も
の

と
し

て
算

定
し

た
リ

ー
ス

料

及
び

運
用

保
守

料
総

額
の

分
の

１
に

相
当

す
る

額
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

，
落

札
決

定
に

6
0

当
た

っ
て

は
，

入
札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

当
該

金
額

の
分

の
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
1
0
0

1
0

た
金

額
（

当
該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

，
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の

と
す

る
）

を
も

っ
て

落
札

価
格

と
す

る
の

で
，

入
札

者
は

，
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
。

1
1
0

1
0
0

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
，

見
積

も
っ

た
契

約
金

額
の

分
の

に
相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。

２
競

争
入

札
参

加
資

格

次
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

と
す

る
。

令
和

３
年

度
に

お
い

て
県

が
発

注
す

る
情

報
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
調

達
契

約
で

あ
っ

て
地

(
1
)方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令

第
号

）
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
（

令
3
7
2
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和
３

年
岡

山
県

告
示

第
号

（
情

報
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

調
達

契
約

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

資
3
3

格
，

資
格

審
査

の
申

請
手

続
等

。
以

下
「

資
格

告
示

」
と

い
う

）
に

定
め

る
資

格
を

い
う

）
。

。

を
得

て
い

る
者

で
，

岡
山

県
役

務
の

提
供

に
係

る
入

札
参

加
資

格
者

名
簿

の
業

務
種

目
区

分
「

大

分
類

８
情

報
・

通
信

サ
ー

ビ
ス

，
小

分
類

２
シ

ス
テ

ム
等

開
発

・
改

良
」

の
格

付
区

分
が

Ａ
で

あ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

こ
の

入
札

の
公

告
の

日
か

ら
落

札
者

が
決

定
す

る
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

，
岡

山
県

役
務

の
提

(
2
)供

の
契

約
に

係
る

入
札

参
加

資
格

審
査

要
領

（
平

成
年

岡
山

県
告

示
第

号
）

の
規

定
に

よ
1
9

3
3
2

る
入

札
参

加
の

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
，

岡
山

県
か

ら
岡

山
県

役
務

(
3
)の

提
供

の
契

約
に

係
る

入
札

参
加

除
外

等
要

領
に

基
づ

く
入

札
参

加
除

外
の

措
置

を
受

け
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
年

政
令

第
号

）
第

条
の

４
第

２
項

の
規

定
に

該
当

し
な

(
4
)

2
2

1
6

1
6
7

い
者

で
あ

る
こ

と
。

岡
山

県
建

設
工

事
等

暴
力

団
対

策
会

議
運

営
要

領
に

基
づ

く
指

名
除

外
を

受
け

て
い

る
者

で
な

(
5
)い

こ
と

。

民
事

再
生

法
（

平
成

年
法

律
第

号
）

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

て
(
6
)

1
1

2
2
5

い
る

者
又

は
会

社
更

生
法

（
平

成
年

法
律

第
号

）
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

1
4

1
5
4

な
さ

れ
て

い
る

者
（

再
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
更

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

い
る

者
を

除
く

）
で

な
い

こ
と

。
。

賃
貸

借
す

る
物

品
に

つ
い

て
，

第
三

者
か

ら
公

立
大

学
法

人
岡

山
県

立
大

学
に

貸
付

け
を

行
わ

(
7
)せ

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
，

当
該

第
三

者
が

岡
山

県
の

物
品

，
修

理
等

の
契

約
に

係
る

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
資

格
者

名
簿

に
登

載
さ

れ
て

お
り

，
そ

の
営

業
種

目
が

「
大

分
類

９
，

そ
の

他
，

小
分

類
レ

ン
タ

ル
・

リ
ー

ス
類

」
で

あ
っ

て
，

そ
の

格
付

区
分

が
Ａ

で
あ

る
者

1
2

を
あ

ら
か

じ
め

選
定

し
て

お
く

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。

３
競

争
入

札
参

加
資

格
の

申
請

手
続

こ
の

一
般

競
争

入
札

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

で
，

２
の

資
格

を
得

て
い

な
い

も
の

は
，

資
(
1
)

格
告

示
に

基
づ

き
申

請
手

続
を

行
う

こ
と

。

申
請

書
の

提
出

期
限

(
1
)

令
和

３
年

４
月

日
（

水
）

午
後

５
時

1
4

４
入

札
手

続
等
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契
約

条
項

を
示

す
場

所
，

入
札

説
明

書
等

の
交

付
の

場
所

及
び

問
い

合
わ

せ
先

(
1
)

〒
総

社
市

窪
木

１
１

１
7
1
9
-
1
1
9
7

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

総
合

情
報

推
進

セ
ン

タ
ー

（
総

務
課

学
部

事
務

班
）

電
話

（
）

（
直

通
）

0
8
6
6

3
8
-
8
1
3
3

0
8
6
6

9
4
-
2
7
3
2

Ｆ
Ａ

Ｘ
（

）

l
e
2
0
2
1
-
s
e
@
a
d
.
o
k
a
-
p
u
.
a
c
.
j
p

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

※
左

端
は

小
文

字
の

「
エ

ル
」

※
ハ

イ
フ

ン
の

左
横

は
数

字

入
札

説
明

書
等

の
交

付
期

間
及

び
交

付
方

法
(
2
)

ア
交

付
期

間

令
和

３
年

３
月

日
（

金
）

か
ら

同
年

４
月

日
（

金
）

ま
で

（
県

の
休

日
（

岡
山

県
の

休
2
6

2
3

日
を

定
め

る
条

例
（

平
成

元
年

岡
山

県
条

例
第

２
号

）
第

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

県
の

休

日
を

い
う

。
以

下
同

じ
）

を
除

く
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
。

。

イ
交

付
方

法

原
則

，
の

場
所

で
交

付
す

る
。

(
1
)

入
札

説
明

会
(
3
)

開
催

し
な

い
。

入
札

参
加

申
出

手
続

(
4
)

入
札

参
加

を
希

望
す

る
者

は
，

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
申

出
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ア
提

出
期

間

令
和

３
年

３
月

日
（

金
）

か
ら

同
年

４
月

日
（

金
）

ま
で

（
県

の
休

日
を

除
く

）
の

2
6

2
3

。

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

イ
提

出
場

所

の
場

所
に

同
じ

。
(
1
)

ウ
提

出
方

法

持
参

又
は

郵
送

等
（

書
留

郵
便

そ
の

他
こ

れ
に

準
じ

る
方

法
に

よ
る

も
の

に
限

る
。

以
下

同

じ
）

な
お

，
持

参
す

る
場

合
は

，
事

前
に

の
場

所
に

電
話

又
は

電
子

メ
ー

ル
で

連
絡

の
。

(
1
)

上
，

提
出

日
の

予
約

を
行

う
こ

と
。

５
入

札入
札

及
び

開
札

の
日

時
及

び
場

所
(
1
)
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令
和

３
年

５
月

1
0
日

（
月

）
午

後
２

時

〒
総

社
市

窪
木

１
１

１
7
1
9
-
1
1
9
7

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

本
部

棟
２

階
大

会
議

室

入
札

書
の

提
出

方
法

(
2
)

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
る

こ
と

。

ア
持

参

(
1
)

契
約

を
締

結
す

る
権

限
を

有
し

て
い

る
者

（
以

下
「

本
人

」
と

い
う

）
又

は
代

理
人

が
。

の
日

時
及

び
場

所
に

入
札

書
を

持
参

す
る

こ
と

。
た

だ
し

，
代

理
人

が
持

参
す

る
場

合
は

，

本
人

か
ら

の
委

任
状

を
持

参
し

，
入

札
前

に
提

出
す

る
こ

と
。

イ
郵

便
等

本
人

が
作

成
し

た
入

札
書

を
封

印
を

し
て

，
４

の
場

所
を

宛
先

と
し

た
配

達
証

明
付

き
(
1
)

の
書

留
郵

便
（

封
筒

を
二

重
と

し
，

外
側

の
封

筒
に

「
入

札
書

在
中

」
と

朱
書

き
し

，
内

側

の
封

筒
に

１
の

件
名

及
び

の
日

時
を

記
載

し
た

も
の

に
限

る
）

を
も

っ
て

令
和

３
年

(
1
)

(
1
)

。

５
月

７
日

金
の

午
後

４
時

ま
で

に
到

着
す

る
よ

う
郵

送
等

に
よ

り
提

出
す

る
こ

と
。

(
)

６
入

札
及

び
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

７
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金

入
札

保
証

金
(
1
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

及
び

第
条

の
規

定
に

よ
る

。
1
1

1
2

契
約

保
証

金
(
2
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

及
び

第
条

の
規

定
に

よ
る

。
4
0

4
2

８
そ

の
他

入
札

者
に

要
求

さ
れ

る
事

項
(
1
)

４
の

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
申

出
書

を
提

出
し

た
者

は
，

契
約

担
当

者
か

ら
当

(
4
)

該
書

類
に

関
し

説
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

に
は

，
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

入
札

の
無

効
(
2
)

こ
の

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
，

入
札

者
に

求
め

ら
れ

る
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
し

た
入

札
そ

の
他

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

各
号

に
掲

げ
る

入
札

に
係

る
入

札
書

は
，

無
効

と
す

る
。

1
7

契
約

書
作

成
の

要
否

(
3
)
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要落
札

者
の

決
定

方
法

(
4
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

決
定

さ
れ

た
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

そ
の

他
(
5
)

詳
細

は
，

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

S
u
m
m
a
r
y

９

(
1
)

N
a
t
u
r
e

o
f

t
h
e

s
e
r
v
i
c
e
s

t
o

b
e

r
e
q
u
i
r
e
d
:

E
q
u
i
p
m
e
n
t

r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t

w
i
t
h

o
p
e
r
a
t
i
o
n

m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e

s
e
r
v
i
c
e
s

f
o
r

e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l

c
o
m
p
u
t
e
r

s
y
s
t
e
m

o
f

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

F
a
c
u
l
t
y

o
f

C
o
m
p
u
t
e
r

S
c
i
e
n
c
e

a
n
d

S
y
s
t
e
m
s

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

S
y
s
t
e
m
s

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
.

(
2
)

S
e
r
v
i
c
e

p
e
r
i
o
d

:

F
r
o
m

O
c
t
o
b
e
r

1
,

2
0
2
1

t
h
r
o
u
g
h

S
e
p
t
e
m
b
e
r

3
0
,

2
0
2
6

(
3
)

D
a
t
e

a
n
d

p
l
a
c
e

o
f

d
e
l
i
v
e
r
y

:

A
s

s
p
e
c
i
f
i
e
d

b
y

b
i
d

e
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y

l
e
a
f
l
e
t

(
4
)

T
i
m
e

l
i
m
i
t

f
o
r

t
e
n
d
e
r

:

M
a
y

1
0
,

2
0
2
1
,

a
t

2
:
0
0

P
.
M
.

(
b
y

m
a
i
l

4
:
0
0

P
.
M
.

M
a
y

7
,

2
0
2
1
)

(
5
)

C
o
n
t
a
c
t

p
o
i
n
t

f
o
r

n
o
t
i
c
e

:

G
e
n
e
r
a
l

A
f
f
a
i
r
s

D
i
v
i
s
i
o
n
,

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

1
1
1

K
u
b
o
k
i
,

S
o
j
a
-
s
h
i
,

O
k
a
y
a
m
a
-
k
e
n
,

7
1
9
-
1
1
9
7
,

J
a
p
a
n
,

－
－

（
）

T
E
L

0
8
6
6

9
4

2
1
1
1

m
a
i
n

p
h
o
n
e

n
u
m
b
e
r
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◎
公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
公
告
第
六
号

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
実
施

、

。

す
る

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
理
事
長

沖

陽

子

１
調

達
内

容

調
達

件
名

(
1
)

岡
山

県
立

大
学

情
報

工
学

部
人

間
情

報
工

学
科

教
育

用
計

算
機

シ
ス

テ
ム

更
新

及
び

運
用

保
守

業
務調
達

物
件

の
特

質
等

(
2
)

入
札

説
明

書
及

び
岡

山
県

立
大

学
情

報
工

学
部

人
間

情
報

工
学

科
教

育
用

計
算

機
シ

ス
テ

ム
更

新
及

び
運

用
保

守
業

務
仕

様
書

（
以

下
「

入
札

説
明

書
等

」
と

い
う

）
。

契
約

期
間

(
3
)

令
和

３
年

1
0
月

１
日

か
ら

令
和

８
年

９
月

3
0
日

ま
で

履
行

場
所

(
4
)

入
札

説
明

書
等

に
よ

る
。

入
札

方
法

(
5
)

入
札

金
額

は
，

本
業

務
に

必
要

な
初

期
費

用
等

一
切

の
諸

費
用

を
含

め
た

額
と

し
，

１
月

当
た

り
の

単
価

（
本

件
借

入
れ

に
係

る
物

件
を

５
年

間
借

り
受

け
る

も
の

と
し

て
算

定
し

た
リ

ー
ス

料

及
び

運
用

保
守

料
総

額
の

分
の

１
に

相
当

す
る

額
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

，
落

札
決

定
に

6
0

当
た

っ
て

は
，

入
札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

当
該

金
額

の
分

の
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
1
0
0

1
0

た
金

額
（

当
該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

，
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の

と
す

る
）

を
も

っ
て

落
札

価
格

と
す

る
の

で
，

入
札

者
は

，
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
。

1
1
0

1
0
0

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
，

見
積

も
っ

た
契

約
金

額
の

分
の

に
相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。

２
競

争
入

札
参

加
資

格

次
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

と
す

る
。

令
和

３
年

度
に

お
い

て
県

が
発

注
す

る
情

報
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
調

達
契

約
で

あ
っ

て
地

(
1
)方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令

第
号

）
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
（

令
3
7
2
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和
３

年
岡

山
県

告
示

第
号

（
情

報
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

調
達

契
約

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

資
3
3

格
，

資
格

審
査

の
申

請
手

続
等

。
以

下
「

資
格

告
示

」
と

い
う

）
に

定
め

る
資

格
を

い
う

）
。

。

を
得

て
い

る
者

で
，

岡
山

県
役

務
の

提
供

に
係

る
入

札
参

加
資

格
者

名
簿

の
業

務
種

目
区

分
「

大

分
類

８
情

報
・

通
信

サ
ー

ビ
ス

，
小

分
類

２
シ

ス
テ

ム
等

開
発

・
改

良
」

の
格

付
区

分
が

Ａ
で

あ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

こ
の

入
札

の
公

告
の

日
か

ら
落

札
者

が
決

定
す

る
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

，
岡

山
県

役
務

の
提

(
2
)供

の
契

約
に

係
る

入
札

参
加

資
格

審
査

要
領

（
平

成
年

岡
山

県
告

示
第

号
）

の
規

定
に

よ
1
9

3
3
2

る
入

札
参

加
の

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
，

岡
山

県
か

ら
岡

山
県

役
務

(
3
)の

提
供

の
契

約
に

係
る

入
札

参
加

除
外

等
要

領
に

基
づ

く
入

札
参

加
除

外
の

措
置

を
受

け
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
年

政
令

第
号

）
第

条
の

４
第

２
項

の
規

定
に

該
当

し
な

(
4
)

2
2

1
6

1
6
7

い
者

で
あ

る
こ

と
。

岡
山

県
建

設
工

事
等

暴
力

団
対

策
会

議
運

営
要

領
に

基
づ

く
指

名
除

外
を

受
け

て
い

る
者

で
な

(
5
)い

こ
と

。

民
事

再
生

法
（

平
成

年
法

律
第

号
）

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

て
(
6
)

1
1

2
2
5

い
る

者
又

は
会

社
更

生
法

（
平

成
年

法
律

第
号

）
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

1
4

1
5
4

な
さ

れ
て

い
る

者
（

再
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
更

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

い
る

者
を

除
く

）
で

な
い

こ
と

。
。

賃
貸

借
す

る
物

品
に

つ
い

て
，

第
三

者
か

ら
公

立
大

学
法

人
岡

山
県

立
大

学
に

貸
付

け
を

行
わ

(
7
)せ

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
，

当
該

第
三

者
が

岡
山

県
の

物
品

，
修

理
等

の
契

約
に

係
る

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
資

格
者

名
簿

に
登

載
さ

れ
て

お
り

，
そ

の
営

業
種

目
が

「
大

分
類

９
，

そ
の

他
，

小
分

類
レ

ン
タ

ル
・

リ
ー

ス
類

」
で

あ
っ

て
，

そ
の

格
付

区
分

が
Ａ

で
あ

る
者

1
2

を
あ

ら
か

じ
め

選
定

し
て

お
く

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。

３
競

争
入

札
参

加
資

格
の

申
請

手
続

こ
の

一
般

競
争

入
札

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

で
，

２
の

資
格

を
得

て
い

な
い

も
の

は
，

資
(
1
)

格
告

示
に

基
づ

き
申

請
手

続
を

行
う

こ
と

。

申
請

書
の

提
出

期
限

(
1
)

令
和

３
年

４
月

日
（

水
）

午
後

５
時

1
4

４
入

札
手

続
等
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契
約

条
項

を
示

す
場

所
，

入
札

説
明

書
等

の
交

付
の

場
所

及
び

問
い

合
わ

せ
先

(
1
)

〒
総

社
市

窪
木

１
１

１
7
1
9
-
1
1
9
7

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

総
合

情
報

推
進

セ
ン

タ
ー

（
総

務
課

学
部

事
務

班
）

電
話

（
）

（
直

通
）

0
8
6
6

3
8
-
8
1
3
3

0
8
6
6

9
4
-
2
7
3
2

Ｆ
Ａ

Ｘ
（

）

l
e
2
0
2
1
-
h
i
@
a
d
.
o
k
a
-
p
u
.
a
c
.
j
p

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

※
左

端
は

小
文

字
の

「
エ

ル
」

※
ハ

イ
フ

ン
の

左
横

は
数

字

入
札

説
明

書
等

の
交

付
期

間
及

び
交

付
方

法
(
2
)

ア
交

付
期

間

令
和

３
年

３
月

日
（

金
）

か
ら

同
年

４
月

日
（

金
）

ま
で

（
県

の
休

日
（

岡
山

県
の

休
2
6

2
3

日
を

定
め

る
条

例
（

平
成

元
年

岡
山

県
条

例
第

２
号

）
第

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

県
の

休

日
を

い
う

。
以

下
同

じ
）

を
除

く
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
。

。

イ
交

付
方

法

原
則

，
の

場
所

で
交

付
す

る
。

(
1
)

入
札

説
明

会
(
3
)

開
催

し
な

い
。

入
札

参
加

申
出

手
続

(
4
)

入
札

参
加

を
希

望
す

る
者

は
，

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
申

出
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ア
提

出
期

間

令
和

３
年

３
月

2
6
日

（
金

）
か

ら
同

年
４

月
2
3
日

（
金

）
ま

で
（

県
の

休
日

を
除

く
）

の
。

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

イ
提

出
場

所

の
場

所
に

同
じ

。
(
1
)

ウ
提

出
方

法

持
参

又
は

郵
送

等
（

書
留

郵
便

そ
の

他
こ

れ
に

準
じ

る
方

法
に

よ
る

も
の

に
限

る
。

以
下

同

じ
）

な
お

，
持

参
す

る
場

合
は

，
事

前
に

の
場

所
に

電
話

又
は

電
子

メ
ー

ル
で

連
絡

の
。

(
1
)

上
，

提
出

日
の

予
約

を
行

う
こ

と
。

５
入

札入
札

及
び

開
札

の
日

時
及

び
場

所
(
1
)
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令
和

３
年

５
月

1
0
日

（
月

）
午

後
２

時
3
0
分

〒
総

社
市

窪
木

１
１

１
7
1
9
-
1
1
9
7

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

本
部

棟
２

階
大

会
議

室

入
札

書
の

提
出

方
法

(
2
)

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
る

こ
と

。

ア
持

参

(
1
)

契
約

を
締

結
す

る
権

限
を

有
し

て
い

る
者

（
以

下
「

本
人

」
と

い
う

）
又

は
代

理
人

が
。

の
日

時
及

び
場

所
に

入
札

書
を

持
参

す
る

こ
と

。
た

だ
し

，
代

理
人

が
持

参
す

る
場

合
は

，

本
人

か
ら

の
委

任
状

を
持

参
し

，
入

札
前

に
提

出
す

る
こ

と
。

イ
郵

便
等

本
人

が
作

成
し

た
入

札
書

を
封

印
を

し
て

，
４

の
場

所
を

宛
先

と
し

た
配

達
証

明
付

き
(
1
)

の
書

留
郵

便
（

封
筒

を
二

重
と

し
，

外
側

の
封

筒
に

「
入

札
書

在
中

」
と

朱
書

き
し

，
内

側

の
封

筒
に

１
の

件
名

及
び

の
日

時
を

記
載

し
た

も
の

に
限

る
）

を
も

っ
て

令
和

３
年

(
1
)

(
1
)

。

５
月

７
日

金
の

午
後

４
時

ま
で

に
到

着
す

る
よ

う
郵

送
等

に
よ

り
提

出
す

る
こ

と
。

(
)

６
入

札
及

び
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

７
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金

入
札

保
証

金
(
1
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

及
び

第
条

の
規

定
に

よ
る

。
1
1

1
2

契
約

保
証

金
(
2
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

及
び

第
条

の
規

定
に

よ
る

。
4
0

4
2

８
そ

の
他

入
札

者
に

要
求

さ
れ

る
事

項
(
1
)

４
の

一
般

競
争

入
札

（
条

件
付

）
参

加
申

出
書

を
提

出
し

た
者

は
，

契
約

担
当

者
か

ら
当

(
4
)

該
書

類
に

関
し

説
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

に
は

，
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

入
札

の
無

効
(
2
)

こ
の

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
，

入
札

者
に

求
め

ら
れ

る
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
し

た
入

札
そ

の
他

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
条

各
号

に
掲

げ
る

入
札

に
係

る
入

札
書

は
，

無
効

と
す

る
。

1
7

契
約

書
作

成
の

要
否

(
3
)
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要落
札

者
の

決
定

方
法

(
4
)

公
立

大
学

法
人

岡
山

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

決
定

さ
れ

た
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

そ
の

他
(
5
)

詳
細

は
，

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

S
u
m
m
a
r
y

９

(
1
)

N
a
t
u
r
e

o
f

t
h
e

s
e
r
v
i
c
e
s

t
o

b
e

r
e
q
u
i
r
e
d
:

E
q
u
i
p
m
e
n
t

r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t

w
i
t
h

o
p
e
r
a
t
i
o
n

m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e

s
e
r
v
i
c
e
s

f
o
r

e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l

c
o
m
p
u
t
e
r

s
y
s
t
e
m

o
f

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

F
a
c
u
l
t
y

o
f

C
o
m
p
u
t
e
r

S
c
ie
n
c
e
a
nd

Sy
s
t
em
s
E
n
gi
n
e
er
i
ng
,
D
e
p
ar
t
me
n
t
o
f
H
u
ma
n
I
n
f
or
m
at
i
on

E
ng
i
ne
e
ri
n
g
.

(
2
)

S
e
r
v
i
c
e

p
e
r
i
o
d

:

F
r
o
m

O
c
t
o
b
e
r

1
,

2
0
2
1

t
h
r
o
u
g
h

S
e
p
t
e
m
b
e
r

3
0
,

2
0
2
6

(
3
)

D
a
t
e

a
n
d

p
l
a
c
e

o
f

d
e
l
i
v
e
r
y

:

A
s

s
p
e
c
i
f
i
e
d

b
y

b
i
d

e
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y

l
e
a
f
l
e
t

(
4
)

T
i
m
e

l
i
m
i
t

f
o
r

t
e
n
d
e
r

:

M
a
y

1
0
,

2
0
2
1
,

a
t

2
:
3
0

P
.
M
.

(
b
y

m
a
i
l

4
:
0
0

P
.
M
.

M
a
y

7
,

2
0
2
1
)

(
5
)

C
o
n
t
a
c
t

p
o
i
n
t

f
o
r

n
o
t
i
c
e

:

G
e
n
e
r
a
l

A
f
f
a
i
r
s

D
i
v
i
s
i
o
n
,

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

1
1
1

K
u
b
o
k
i
,

S
o
j
a
-
s
h
i
,

O
k
a
y
a
m
a
-
k
e
n
,

7
1
9
-
1
1
9
7
,

J
a
p
a
n
,

－
－

（
）

T
E
L

0
8
6
6

9
4

2
1
1
1

m
a
i
n

p
h
o
n
e

n
u
m
b
e
r
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